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令和４年８月３日 R17 

１章 基準適合性 

次頁以降の記載内容のうち、 の記載事項は、変更前（令和

２年７月 29 日許可）からの変更箇所を示す。 

また、  の記載事項は、前回提出からの変更箇所を示す。
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１．基本方針 

１．１ 要求事項の整理 

安全機能を有する施設について，事業指定基準規則と再処理施設安全審査

指針の比較により，事業指定基準規則第 12 条において追加された要求事項

を整理する。（第１－１表） 
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第１－１表 事業指定基準規則第 12条と再処理施設安全審査指針 比較表 

事業指定基準規則第12条 
（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

再処理施設安全審査指針 備 考 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 
第十二条 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけ
る化学薬品の漏えいが発生した場合においても安全機能
を損なわないものでなければならない。 

（解釈） 
１ 第１２条に規定する「再処理施設内における化学薬品
の漏えい」とは、再処理施設内に設置された機器及び配管
の破損（地震起因を含む。）により発生する化学薬品の漏
えいをいう。 

２ 第１２条に規定する「安全機能を損なわない」とは，
再処理施設内部で発生が想定される化学薬品の漏えいに
対し，冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界防止等の
安全機能を損なわないこと，安全機能を有する施設の構成
部材が腐食すること等による安全機能の喪失を防止する
こと等をいう 

化学薬品の漏えいによる損傷の防止
に関する要求事項なし。 

追加要求事項 
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１．２  要求事項に対する適合性

Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備

ロ．再処理施設の一般構造

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の防止

安全機能を有する施設は，再処理施設内が化学薬品の漏えいの影響

（漏えいに伴い発生する有毒ガスを含む。）を受ける場合においても，そ

の安全機能を確保するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損

なわない方針とする。

ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される

化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨

界防止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化学薬品防護

対象設備」という。）として，安全評価上機能を期待する安全上重要な機

能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，これらの設備が，没水，被

水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした化学薬品の影響を受

けて，その安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性を有する設備

が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。そのために，化学薬

品の漏えい防護に係る設計時に再処理施設内において発生が想定され

る化学薬品の漏えいの影響評価（以下「化学薬品の漏えい評価」という。）

を実施する。

また，これらの設計に当たり，化学薬品防護対象設備の安全機能を短

時間で損なうおそれのある化学薬品を設定する。

化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要因別に

分類した以下の化学薬品の漏えいを主として想定する。また，化学薬品

の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備を設置する区画（以
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下「化学薬品防護区画」という。）を設定し，化学薬品の漏えい評価がよ

り厳しい結果を与えるように化学薬品の漏えい経路を設定する。

・化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等に

より生じる化学薬品の漏えい

・再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統

からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい

・地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい

化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備の機能喪

失高さ（化学薬品の漏えいの影響を受けて，化学薬品防護対象設備の安

全機能を損なうおそれがある高さ）及び化学薬品防護区画を構成する壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，評価の条件を設定する。

化学薬品の漏えい評価において，化学薬品の漏えいの影響を軽減する

ための壁，扉，堰等の化学薬品防護設備については，化学薬品の影響を

受けたとしてもその影響を軽減する機能が損なわれない設計にすると

ともに，必要により保守点検等の運用を適切に実施することにより，化

学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。

また，再処理施設内の化学薬品の安全管理に係る手順を整備する。
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リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備

(4) その他の主要な事項

 (ⅵ) 化学薬品防護設備 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが

発生した場合（漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含む。）において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起

因を含む。）による化学薬品の漏えい，再処理施設内で生じる異常状態の

拡大防止のために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品

の漏えいが発生した場合においても，再処理施設内における扉，堰，遮

断弁等により化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とす

る。 

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損

なわれない扉，堰，遮断弁等の溢水防護設備については，化学薬品防護

設備として兼用する。 
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1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関する設計 

1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に関する設計方針 

事業指定基準規則の要求事項を踏まえ，安全機能を有する施設は，再処

理施設が化学薬品の漏えいの影響（漏えいに伴い発生する有毒ガスを含む。）

を受ける場合においても，その安全機能を確保するために，化学薬品の漏

えいに対して安全機能を損なわない方針とする。 

そのために，「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（平成 25 年６月

19 日原規技発第 13061913 号原子力規制委員会決定）」（以下「内部溢水ガ

イド」という。）を参考に，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部

で想定される化学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発

の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化学

薬品防護対象設備」という。）として，安全評価上機能を期待する安全上重

要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，これらの設備が，内部

溢水ガイドに示す没水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えい

した化学薬品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多重性又

は多様性を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。 

漏えいした化学薬品から有毒ガスが発生し，中央制御室及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に到達するおそれがある場合には，必

要に応じて外気との連絡口を遮断又は中央制御室内空気の再循環運転を行

うこと，防護具を着用すること等により，運転員への影響を防止すること

で安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。また，緊急

時対策建屋に有毒ガスが到達するおそれがある場合には，必要に応じて外

気との連絡口を遮断し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，

防護具を着用すること等により，設計基準事故及び重大事故等の対処に必
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要な指示を行う要員への影響を防止することで安全機能を有する施設の安

全機能を損なわない設計とする。 

有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性を確保するために必要

な措置をとるための具体的な事項は，「6.1.4 制御室」及び「6.1.5 制御

室換気設備」並びに「9.16 緊急時対策所」に記載する。 

 

1.7.16.2 再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，

ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」

という。），硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウム，亜硝酸

ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及び模擬廃液並びに気

体として窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という。）ガス，水素ガス，窒素ガス，

酸素ガス等の化学薬品を使用する。これらの化学薬品のうち，再処理にお

けるプロセス工程（以下「再処理プロセス」という。）において大量に取り

扱う硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，

ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学薬品貯蔵供給設備に保有し，

必要な量を各施設の化学薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労働安全衛生法」

及び「毒物及び劇物取締法」の要求を満足するものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従事者の安全性を

確保するために，以下の安全設計及び対策を行う。 

(１) 化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた材料を選定

し，腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手部は，化学

薬品の性状に応じて適切な材料を選定するとともに，化学薬品が継
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ぎ手部から漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある場合には，

飛散防止措置を講ずる。 

(３) 化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏えいが伝播

するおそれのある経路並びにそれらに設置する機器等については，

耐薬品性を有する塗装材の塗布等により，漏えいにより生じる腐食

性ガスの発生等の副次的な影響を低減する設計とする。 

また，化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えいに伴い発生する有毒ガス

に備えた運転員，敷地内の作業員等の安全確保に係る対応として，作業リ

スクに応じた防護具の着用や漏えい発生時の作業員の対応を定め，必要な

資機材を配備する。 

さらに，再処理施設内の化学薬品の安全管理に係る手順を定める。以下

に化学薬品の安全管理に対する必要な手順等を示す。 

(１) 敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃度等については，化学

薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限を設ける。 

(２) 敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート

及び運搬先を含めた運搬計画を定める。運搬計画の策定・変更に当

たっては，有毒ガスが発生した場合の「6.1.4.4.1 中央制御室」，

「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」及び

「9.16.1.4(１) 緊急時対策所」における有毒ガス防護に係る影響評

価結果に影響を及ぼさないことを確認する。特に，常温付近に沸点

を有し，漏えい発生時に有毒ガスを発生する化学薬品の受入れにつ

いては，外気温を考慮する。 

(３) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器によ

る化学薬品の運搬は同時に行わない。 
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(４) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人を設け，漏えい又は異

臭等の異常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生

を必要な箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の漏えいに

ついては，公的機関から情報を入手した者等が，通信連絡設備によ

り当該事象の発生を必要な箇所に通報連絡する。 

1.7.16.3 化学薬品防護対象設備の抽出及び設計上考慮すべき化学薬品

の設定のための方針 

化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影響を受ける場合におい

ても安全機能を損なわないことを評価するために，化学薬品防護対象設備

の抽出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。 

有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの発生要因（揮発，分解，接触，

燃焼等）を踏まえ，急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれのある

化学薬品（構成部材と反応する場合を含む。）を抽出する。

1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備を抽出するための方針 

化学薬品の漏えいによってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設を全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とし，

その上で事業指定基準規則及びその解釈並びに内部溢水ガイドで安全機能

の重要度，化学薬品の漏えいから防護すべき安全機能等が定められている

ことを踏まえ，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器の中から安

全評価上機能を期待するものとして，安全上重要な機能を有する構築物，

系統及び機器を化学薬品防護対象設備として抽出する。 

具体的には，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防

止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出されることを抑

16
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制し，又は防止するために必要な設備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。）がこれに該当

し，これらの設備には，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故（以下

「事故等」という。）の拡大防止及び影響緩和のために必要な設備が含まれ

る。 

なお，以下の設備は「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定の

ための方針」で設定する化学薬品の漏えいの影響を受けても，必要とされ

る安全機能を損なわないことから，化学薬品の漏えいによる影響評価の対

象として抽出しない。 

(1) 化学薬品の影響を受けない構成部材で構成する以下の構築物，系

統及び機器

・ステンレス鋼でライニングされた燃料貯蔵プール，コンクリー

トのセル，躯体等の構築物

・化学薬品の影響を受けない部材で構成された，容器，熱交換器，

配管，手動弁等の静的設備 

(2) 動的機能が喪失しても安全機能に影響しない機器（フェイルセイ

フ機能を持つ設備を含む。）

上記に含まれない安全機能を有する施設は，化学薬品の漏えいによ

る損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間での修理の対応を行うこと又はそれらを適切に組み

合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とする。 

17
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1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 

化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当たって，再処理事業所内

における化学薬品を内包する機器等の設置状況を踏まえて，構成部材の腐

食等により化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれのある化学薬

品を設定する。この際，設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認

等により再処理事業所内に存在する全ての化学薬品及び化学薬品防護対象

設備の構成部材を網羅的に抽出し，その中から構成部材の腐食試験等を踏

まえ，短時間で安全機能を損なうおそれのある化学薬品を設定する。なお，

ここで設定した以外の化学薬品については構成部材の腐食等の影響がない

ものとして設計上考慮すべき対象から除外する。 

また，有毒ガスの発生の観点では，急性毒性又は中枢神経への影響を及

ぼすおそれのある化学薬品（構成部材と反応する場合を含む。）を考慮する。 

 

1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 

「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」で抽出

した化学薬品及び化学薬品防護対象設備の構成部材から，化学薬品防護対

象設備の安全機能に影響を及ぼす化学薬品と構成部材の組合せを決定する

ため，文献調査等により，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品及

び構成部材を抽出する。 

再処理事業所内で用いられる化学薬品は，再処理プロセスにおいて使用

する化学薬品に加え，保守及び補修の非定常作業，その他再処理設備の附

属施設で使用する化学薬品に大別される。 

保守及び補修の非定常作業並びにその他再処理設備の附属施設で使用

する化学薬品については，取扱作業及び範囲が限定されていること，作業
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安全管理を実施すること等により化学薬品の漏えいによる影響を及ぼすお

それがないため，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品としない。 

再処理プロセスで使用する化学薬品を第 1.7.16－１表に示す。 
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第 1.7.16－１表 再処理プロセスで使用する化学薬品 

化学薬品 主な使用目的 使用・保管場所 

硝酸 
使用済燃料の溶解， 
核分裂生成物の洗浄， 
アルカリ性廃液の中和処理

再処理施設全体 
(保管：試薬建屋) 

水酸化ナトリウム 
酸性廃液の中和処理， 
有機溶媒の洗浄 

再処理施設全体 
(保管：試薬建屋) 

ＴＢＰ 
溶解液からのウラン，プルト
ニウムの抽出剤

分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

ｎ－ドデカン ＴＢＰの希釈剤 
分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

硝酸ヒドラジン 
硝酸ウラナスの分解抑制， 
ＨＡＮの安定剤 

分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

ＨＡＮ プルトニウムの還元剤 
精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

硝酸ガドリニウム 溶解槽における臨界管理 前処理建屋 

硝酸ナトリウム 
ガラス溶融炉供給液の成分
調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

亜硝酸ナトリウム アジ化物の分解

前 処 理 建 屋 ，    
分離建屋，精製建屋，
高レベル廃液ガラス
固化建屋 

模擬廃液 ガラス溶融炉の洗浄運転 
高レベル廃液ガラス
固化建屋 

調整液 
ガラス溶融炉供給液の成分
調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

溶解液 使用済燃料の溶解液 
前処理建屋 
分離建屋 

硝酸ウラニル 
溶解液からのウラン抽出液，
ウラン製品溶液

分離建屋，精製建屋，
ウラン脱硝建屋，ウ
ラン・プルトニウム
混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム 
溶解液からのプルトニウム
抽出液， 
プルトニウム製品溶液 

分離建屋，精製建屋，
ウラン・プルトニウ
ム混合脱硝建屋

硝酸ウラナス プルトニウムの還元剤 分離建屋，精製建屋 

放射性廃液 
ウラン，プルトニウム抽出後
の廃液，
管理区域内での作業廃液

再処理施設全体 

重油 ボイラ，発電機等の燃料 再処理施設全体 
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化学薬品 主な使用目的 使用・保管場所 

ＮＯｘガス 
溶解液のよう素の追い出し， 
プルトニウムの酸化 

前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラ
ン脱硝建屋 

水素ガス 硝酸ウラナスの製造 精製建屋 

窒素ガス 貯槽内の不活性化 再処理施設全体 

酸素ガス 
廃ガス処理（ＮＯｘ回収のた
めのＮＯの酸化） 

前処理建屋 

模擬ガラスビーズ 
（廃液模擬成分を
含む） 

ガラス溶融炉の熱上げ及び
液位調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

放射性廃棄物 管理区域内での作業廃棄物 再処理施設全体 

 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品は，性状に応じて以下のもの

に分類する。 

液体：・酸性（硝酸，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ，硝酸ガドリニウム， 

硝酸を含む模擬廃液） 

・アルカリ性（水酸化ナトリウム，炭酸ナトリウム， 

亜硝酸ナトリウム） 

・中性（硝酸ナトリウム） 

・有機溶媒（ＴＢＰ，ｎ－ドデカン） 

気体：・腐食性ガス（ＮＯｘガス） 

・非腐食性ガス（水素ガス，窒素ガス，酸素ガス） 

 

 再処理プロセスにおいて使用する化学薬品から，漏えいによる影響を検

討する化学薬品を抽出する。具体的には，再処理プロセスにおいて使用す

る化学薬品の液性，腐食性等を分類する。それらの分類から，腐食性や反

応性を示さないことが明らかであるものを除外することにより，漏えいに
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よる影響を検討する化学薬品を抽出する。ここで，化学薬品のうち，文献

調査により腐食性や反応性を示さないことが明らかであるものとして，固

体の化学薬品，中性水溶液，非水溶液のうち燃料油及び非腐食性のガスと

して窒素ガス等を検討の対象から除外する。さらに，再処理施設において

耐食性を有する材料の選定要件となる硝酸濃度が 0.2ｍｏｌ／Ｌ以上であ

ることから，0.2ｍｏｌ／Ｌ未満の硝酸を含む溶液は検討の対象から除外す

る。 

また，化学薬品防護対象設備の構成部材について，主要な構成部材ごと

に材質を分類する。それらの分類から，化学薬品の漏えいにより損傷を受

けないことが明らかな構成部材を除外し，影響を検討する構成部材を抽出

する。ここで，構成部材のうち，化学薬品の漏えいにより損傷を受けない

ことが明らかであるものとして，ステンレスやジルコニウム等の耐食性を

有する金属材料，再処理プロセスで使用する化学薬品に対して，十分な厚

さがあることや塗装が施されていることにより短時間で損傷しないコンク

リート，再処理プロセスでは使用しない特定の化学薬品（フッ化水素等）

のみに対して顕著な反応を示すガラスを検討の対象から除外する。 

 

1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた 

設計上考慮すべき化学薬品の設定 

検討対象とする化学薬品と構成部材を組み合わせることで生じる腐食

等により，化学薬品防護対象設備の安全機能に短時間で影響を及ぼすおそ

れのある化学薬品を設計上考慮すべき対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，

漏えいした化学薬品の回収等の実施期間として見込むことのできる７日間

とする。 
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具体的には，化学薬品防護対象設備で使用する主な構成部材のうち，検

討の対象として選定された炭素鋼，アルミニウム及びプラスチックについ

て，検討対象として設定した化学薬品ごとに腐食試験（浸漬及び曝露試験

を含む。）又は文献調査を実施する。ここで，検討の対象とする化学薬品と

しては，酸性水溶液として腐食に対する影響の主要因となる硝酸，アルカ

リ性水溶液として強アルカリであって，文献によりアルミニウムに影響を

及ぼすことが明らかな水酸化ナトリウム，有機溶媒としてプラスチックに

影響を与えるおそれがあるＴＢＰ及びｎ－ドデカン，並びに腐食性ガスと

してＮＯｘガスを設定する。また，ＮＯｘガスについては，腐食試験より

配管，容器等の機器の安全機能に直ちに影響を与えるものではないことが

確認されているが，電子部品の集積回路等の機械的強度を必要としない材

料厚みの精密機器についても曝露試験により影響を確認する。

これらの検討の結果から，設計上考慮すべき化学薬品として，0.2ｍｏｌ

／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ及びｎ－ドデカン

並びにＮＯｘガスを設定する。

設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成部材

の組合せを第 1.7.16－２表に示す。 

第 1.7.16－２表 設計上考慮すべき化学薬品と 

化学薬品防護対象設備の主要な構成部材の組合せ 

化学 

薬品 

構成 

部材 

酸性水溶液 

(硝酸溶液) 

アルカリ性水溶液

（水酸化ナトリウ

ム） 

有機溶媒 

（ＴＢＰ， 

ｎ－ドデカン） 

腐食性ガス 

（ＮＯｘガス） 

炭素鋼， 

アルミニウム
○ 

○ 

(アルミニウム)
－ 

○ 

（電子部品） 

プラスチック － － ○ － 

○：影響（作用）あり
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1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象 

化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量としては，発生要因別に分

類した以下の化学薬品の漏えいを想定して評価することとし，評価の条件

については内部溢水ガイドを参考とする。 

ａ．化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等に

より生じる化学薬品の漏えい（以下「想定破損による化学薬品の漏え

い」という。） 

ｂ．再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統

からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい（以下「消火剤の放出に

よる化学薬品の漏えい」という。） 

ｃ．地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい（以下

「地震起因による化学薬品の漏えい」という。） 

ｄ．その他の要因（地震以外の自然現象，誤操作等）により生じる化学

薬品の漏えい（以下「その他の化学薬品の漏えい」という。） 

 

化学薬品の漏えい源となり得る機器は，化学薬品を内包する配管及び容

器（塔，槽類を含む。以下同じ。）とし，設計図書（施工図面等）及び必要

に応じ現場確認等により抽出を行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏ま

え選定する。なお，液体状の化学薬品については，「1.7.15.3 考慮すべき

溢水事象」で溢水源として想定する。 

a.又はｃ.の評価において，応力又は地震により破損を想定する機器を

それぞれの評価での化学薬品の漏えい源として想定する。 

 

a. 又は b.の化学薬品の漏えい源の想定に当たっては，一系統における

単一の機器の破損，又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び
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機器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有す

る機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 

 

1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定 

1.7.16.5.1 想定破損による化学薬品の漏えい 

想定破損における化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定

の考え方は，「1.7.15.4.1 想定破損による溢水」と同様である。 

 

1.7.16.5.2 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

消火設備については，設備の破壊，誤作動又は誤操作により消火剤が放

出されても，化学薬品防護対象設備に影響を与えない設計とすることを

「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動作又は誤操作による安全機能への影

響」に示している。 

 

1.7.16.5.3 地震起因による化学薬品の漏えい 

地震における化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量の想定の考

え方は，「1.7.15.4.3 地震起因による溢水」と同様である。 

ただし，地震起因による燃料貯蔵プール・ピット等のスロッシングにつ

いては，プール中の流体が設計上考慮すべき化学薬品に該当しないことか

ら，化学薬品の漏えい源としては想定しない。 
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1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏えい 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波及

的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品防護区画内にて発生が想定され

るその他の漏えい事象を想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品の運搬及び補給

のために一時的に再処理事業所に立ち入るタンクローリ等の破壊のよう

な間接的な影響，機器ドレン，機器損傷（配管以外），人的過誤及び誤作動

による漏えいを想定する。 

1.7.16.5.5 洞道内で発生する化学薬品の漏えい 

洞道内で発生する化学薬品の漏えいについては，地震起因による化学薬

品の漏えい及び想定破損による化学薬品の漏えいの発生を想定する。 

26
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1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するため

の方針 

(1) 化学薬品防護区画の設定 

化学薬品の漏えい防護に対する評価対象区画を化学薬品防護区画と

して，以下のとおり設定する。 

①化学薬品防護対象設備が設置されている全ての区画 

②中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

③運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画を特定する，又は必

要により隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部（以下

「アクセス通路部」という。） 

 

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれらの組合せに

よって他の区画と分離される区画として設定し，化学薬品防護区画を

構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置状況

を踏まえ，漏えいした化学薬品の伝播に対する評価の条件を設定する。 

  

(2) 化学薬品の漏えい経路の設定 

化学薬品の漏えい経路の設定の考え方は，「1.7.15.5 溢水防護区画

及び溢水経路を設定するための方針」の「(2) 溢水経路の設定」と同

様である。その上で，漏えい経路上の防水扉，堰等の流入防止機能に

期待する場合は，漏えいした化学薬品の影響を考慮しても，当該機能

を維持できるものとする。 
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1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

想定破損による化学薬品の漏えい，地震起因による化学薬品の漏えい及

びその他の化学薬品の漏えいに対して，内部溢水ガイドに示されている没

水，被水及び蒸気影響に係る影響評価手法並びに硝酸，有機溶媒等の腐食

作用等を有する流体を取り扱う再処理施設の特徴を踏まえ，化学薬品防護

対象設備が漏えいした液体状の化学薬品による没水（以下「没液」という。）

及び被液並びに腐食性ガスの放出の影響を受けて安全機能を損なわない

設計とする。 

また，化学薬品の漏えいが発生した場合のアクセス通路部の滞留液位に

ついては，「1.7.15.6 溢水防護対象設備を防護するための設計方針」と同

様であるが，漏えいした化学薬品から運転員を防護する観点から，適切な

安全装備を着用するものとする。 

 

1.7.16.7.1 没液の影響に対する設計方針 

(1) 没液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想定した化学

薬品の漏えい源から発生する化学薬品の漏えい量と「1.7.16.6 化学

薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路を設定するための方針」にて

設定した化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路から算出した化

学薬品の漏えい液位に対し，化学薬品防護対象設備が安全機能を損な

うおそれがないことを評価する。 

具体的な評価の考え方は，「1.7.15.6.1 没水の影響に対する設計方

針」と同様である。 

ただし，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さは，「1.7.16.3.2 設

計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針」で設定した化学薬品と
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化学薬品防護対象設備の構成部材の組合せを考慮し，化学薬品防護対

象設備の耐薬品性を有していない構成部材の下端とする。 

 

(2) 没液の影響に対する防護設計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学

薬品防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計とする。 

① 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品

の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰，床

ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧

及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防止

機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学薬

品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必

要な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を

堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるも

のとする。 

ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとでき

るか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬
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品の漏えい源から除外することにより化学薬品の漏えい量を低減

する。 

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設

置することにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止す

る設計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬品の漏

えいの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行うことで発生す

る化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。化学薬品の漏えい

量低減対策として設置する漏えい検知器は，想定破損に伴う化学

薬品の漏えい源からの被液により当該機能が損なわれない設計と

する。 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい

源から除外することにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

ｄ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内又は建屋

間（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁により，地震の発

生を早期に検知し，自動又は中央制御室からの手動遠隔操作によ

り他建屋から流入する系統を早期に隔離できる設計とすることに

より，化学薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい量を低減す

る設計とする。 
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②化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件とあわせて

考慮した上で，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さに対して，

化学薬品防護対象設備の設置高さが，発生した化学薬品による液

位を十分に上回る設計とする。 

ｂ．化学薬品防護対象設備周囲に堰を設置し，化学薬品防護対象設

備が没液しない設計とする。設置する堰については，漏えいした

化学薬品により発生する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する

化学的損傷の影響に対して流入防止機能が維持できるとともに，

基準地震動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象

に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損

なわれない設計とする。 

ｃ．没液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につ

いては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部

品の取替えを含む。）を行うことにより，没液から防護する設計と

する。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に

塗布することにより，没液から防護する設計とする。 

 

1.7.16.7.2 被液の影響に対する設計方針 

(1) 被液の影響に対する評価方針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏えい事象」にて想定した化学

薬品の漏えい源からの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被液並び

に天井面の開口部若しくは貫通部からの被液の影響を受ける範囲内に
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ある化学薬品防護対象設備が，被液により安全機能を損なうおそれが

ないことを評価する。 

具体的には，「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の

組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」を考慮し，以下

に示す要求のいずれかを満足していれば，化学薬品防護対象設備が安

全機能を損なうおそれはない。 

ａ．化学薬品防護対象設備があらゆる方向からの化学薬品の飛まつ

によっても有害な影響が生じないよう，以下に示すいずれかの保

護構造を有していること。 

(ａ) 化学薬品防護対象設備，又は，「1.7.15.6.2 被水の影響に

対する設計方針」に示す水密処理対策について，化学薬品の

漏えいにより機能が損なわれないよう，耐薬品性塗料の塗布

等による被液防護措置がなされていること。 

(ｂ) 機器の破損により漏えいした化学薬品による腐食又は劣化

に起因する化学的損傷に対して当該機能が損なわれない設

計とする薬品防護板の設置により，被液防護措置がなされて

いること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備の各々が

別区画に設置され，同時に機能喪失しないこと。その際，化学薬

品の漏えいを起因とする事故等に対処するために必要な機器の単

一故障を考慮すること。 

(2) 被液の影響に対する防護設計方針

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，

化学薬品防護対象設備が被液により安全機能を損なわない設計とする。 
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① 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品

の流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水

圧及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防

止機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学

薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して

必要な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を

堰や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるも

のとする。 

ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとでき

るか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬

品の漏えい源から除外することにより被液の影響が発生しない設

計とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重

管等を設置することより，化学薬品が漏えいすることを防止する

設計とする。 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動によ
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る地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい

源から除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。 

 

② 化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板の設置により，被液か

ら防護する設計とする。薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又

は難燃性材料を用い製作し，基準地震動による地震力に対して耐

震性を確保するとともに機器の破損により漏えいした化学薬品の

腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損

なわれない設計とする。 

ｂ．化学薬品防護対象設備の被液の影響部位に耐薬品性を有するコ

ーキング等の水密処理を実施することにより，被液から防護する

設計とする。水密処理は，機器の破損により生じる化学薬品の水

圧に対して当該機能が損なわれない設計とする。 

ｃ．被液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につ

いては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部

品の取替えを含む。）を行うことにより，被液から防護する設計と

する。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に

塗布することにより，被液から防護する設計とする。 
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1.7.16.7.3 腐食性ガスの影響に対する設計方針 

(1) 腐食性ガスの影響に対する評価方針 

「1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏

まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」にて検討した，化学薬品防護

対象設備のうち電子部品を有する設備が，「1.7.16.4 考慮すべき化学薬

品の漏えい事象」にて想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの

拡散による影響を確認するために，漏えいが発生した区画から，天井面

の開口部，壁の貫通部等を介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品

防護対象設備のうち電子部品を有する設備が腐食性ガスの影響により

安全機能を損なうおそれのないことを評価する。具体的には，以下に示

す要求のいずれかを満足していれば化学薬品防護対象設備のうち電子

部品を有する設備が安全機能を損なうおそれはない。 

ａ．化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備が，腐食性ガ

スの拡散経路以外に設置されていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備のうち電子

部品を有する設備の各々が別区画に設置され，腐食性ガスにより同

時に機能喪失しないこと。その際，化学薬品の漏えいを起因とする

事故等に対処するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 
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(2) 腐食性ガスの影響に対する防護設計方針

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことによ

り，化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわ

ない設計とする。 

① 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策

ａ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

配管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとでき

るか，又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬

品の漏えい源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発

生しない設計とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボッ

クスや二重管等を設置することにより，化学薬品が漏えいするこ

とを防止する設計とする。 

ｂ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する

機器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動によ

る地震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい

源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設

計とする。 

ｃ．化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施すること

により，化学薬品防護対象設備の設置区画への化学薬品の移行を

防止し，腐食性ガスの影響から防護する設計とする。気密処理は，

機器の破損により生じる腐食性ガスに対して当該気密機能が損な

われない設計とする。 
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1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針 

機器の誤操作による漏えい，配管以外の機器損傷（配管フランジや弁グ

ランドからのにじみを含む。）による漏えいについては，基本的に漏えい量

が少ないと想定されるが，これらに対しても化学薬品防護対象設備の安全

機能が損なわれないよう，機器の開放部又は損傷部（配管以外）からの漏

えいに対しては，当該機器の開放部又は損傷部の周辺には化学薬品防護対

象設備を設置しない設計とし，必要に応じ飛散防止カバーの設置等の流出

防止措置を講ずることにより，安全機能が損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬する化学物質の漏えいによる影響とし

ては，タンクローリによる屋外での運搬又は受入れ時に化学物質の漏えい

が発生する場合を想定する。当該タンクローリの破損等によって漏えいし

た化学薬品が化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，化学薬

品の影響を受けない壁，扉，堰等により化学薬品防護区画を有する建屋及

び洞道内への流入を防止する設計とする。 

 

1.7.16.7.5  洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

洞道内にある配管，ケーブル等の化学薬品防護対象設備が，洞道内で発生

する化学薬品の漏えいによる影響を受けて，化学薬品防護対象設備の安全機

能を損なわない設計とする。 

具体的には，化学薬品を内包する機器等が地震を要因とした漏えい源とな

らないように基準地震動による地震力に対して耐震性を確保する，若しくは

地震による破損を想定した上で，漏えい量を低減するために緊急遮断弁を設

置する，化学薬品防護対象設備に対して耐薬品性を有する塗装材やシール材

を塗布する，薬品防護板を設置する，又はこれらの組合せにより安全機能を

損なわない設計とする。 
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また，想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，地震起因による化学

薬品の漏えいに対する対策に加え，応力評価又は応力評価結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい源から除

外する対策を行う，若しくは二重管等を設置し化学薬品が漏えいすることを

防止することにより，化学薬品防護対象設備の安全機能を損なわない設計と

する。 

 

1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する 

設計方針 

化学薬品防護区画を有する化学薬品防護建屋外で発生を想定する化学

薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，壁

（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰等により化学薬品防護区画を有する

化学薬品防護建屋内への流入を防止する設計とし，化学薬品防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

また，漏えいした化学薬品の化学薬品防護区画への浸入経路としては，

洞道において漏えいした化学薬品に対する配管等の貫通部の隙間及び建屋

間の接合部等が考えられるため，これら浸入経路に対しては，貫通部等の

隙間には耐薬品性を有する流入防止措置を実施することにより，漏えいし

た化学薬品が化学薬品防護区画内へ流入することを防止する設計とし，化

学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

 

1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響評価 

化学薬品の漏えいにより安全上重要な施設の安全機能が損なわれない

設計とし，化学薬品の漏えい影響評価に当たっては，事業指定基準規則の
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解釈に基づき，事故等に対処するために必要な機器の単一故障を考慮して

も異常事象を収束できる設計とする。 

 

1.7.16.7.8 手順等 

化学薬品の漏えい影響評価に関して，以下の内容を含む手順を定め，適

切な管理を行う。 

(1) 配管の想定破損評価において，応力評価の結果により破損形状の

想定を行う場合は，評価結果に影響するような減肉がないことを継

続的な肉厚管理で確認する。 

(2) 配管の想定破損評価による化学薬品の漏えいが発生する場合及

び基準地震動による地震力により，耐震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損

し，化学薬品の漏えいが発生する場合においては，現場等を確認す

る手順を定める。 

(3) 化学薬品防護区画において，各種対策設備の追加，資機材の持込

み等により評価の条件としている床面積に見直しがある場合は，あ

らかじめ定めた手順により化学薬品の漏えい影響評価への影響確認

を行う。 

(4) 防水扉及び水密扉については，開放後の確実な閉止操作，閉止状

態の確認及び閉止されていない状態が確認された場合の閉止操作の

手順等を定める。 

(5) 化学薬品の漏えい発生後の回収等に関する手順を定める。 
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9.13 化学薬品防護設備 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが

発生した場合（漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含む。）において

も，安全機能を損なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置された機器及び配管の破損（地震起

因を含む。）による化学薬品の漏えい，再処理施設内で生じる異常状態の

拡大防止のために設置される系統からの消火剤の放出による化学薬品の

漏えいが発生した場合においても，再処理施設内における扉，堰，遮断

弁等により化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとしてもその影響を軽減する機能が損

なわれない扉，堰，遮断弁等の溢水防護設備については，化学薬品防護

設備として兼用する。 
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１．３ 規則への適合性 

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」（以下「事業指定

基準規則」という。）第十二条では，化学薬品の漏えいによる損傷の防止に

ついて，以下の要求がなされている。 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の

漏えいが発生した場合においても安全機能を損なわないものでなけ

ればならない。 

 

 

適合のための設計方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設内における化学薬品の漏えいが発

生した場合（漏えいに伴い有毒ガスが発生した場合を含む。）においても

安全機能を損なわない設計とする。 
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２．概要 

２．１ 化学薬品の漏えい防護に関する基本方針 

安全機能を有する施設は，再処理施設が化学薬品の漏えいの影響（漏え

いに伴い発生する有毒ガスを含む。）を受ける場合においても，その安全機

能を確保するために，化学薬品の漏えいに対して安全機能を損なわない設

計とする。 

ここで，安全機能を有する施設のうち，再処理施設内部で想定される化

学薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界防

止等の安全機能を維持するために必要な設備（以下「化学薬品防護対象設

備」という。）として，以下の安全評価上機能を期待する安全上重要な機能

を有する構築物，系統及び機器を抽出し，これらの設備が，内部溢水ガイ

ドに示す没水，被水及び蒸気の影響評価手法等を参考に，漏えいした化学

薬品の影響を受けて，その安全機能を損なわない設計（多重性又は多様性

を有する設備が同時にその安全機能を損なわない設計）とする。そのため

に，化学薬品の漏えい防護に係る設計時に再処理施設内において化学薬品

の漏えいの影響評価（以下「化学薬品の漏えい評価」という。）を実施する。 

・その機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそ

れがある設備

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料の受入れ施設

のうち，使用済燃料受入れ設備の燃料取出しピット及び燃料仮置き

ピット並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の使用済燃料

のうち，貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の燃料貯蔵プール，チャン

ネルボックス・バーナブルポイズン取扱いピット，燃料移送水路及

び燃料送り出しピット（以下「燃料貯蔵プール・ピット等」という。）

の冷却及び給水の機能を適切に維持するために必要な設備を含む。） 
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 ・設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害

を防止するため，放射性物質又は放射線が再処理施設外へ放出され

ることを抑制し，又は防止するために必要な設備 

また，これらの設計に当たり，化学薬品防護対象設備の安全機能を短

時間で損なうおそれのある化学薬品を設定する。 

化学薬品の漏えい評価では，化学薬品の漏えい源として発生要因別に

分類した以下の化学薬品の漏えいを主として想定する。また，化学薬品

の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備を設置する区画（以

下「化学薬品防護区画」という。）を設定し，化学薬品の漏えい評価がよ

り厳しい結果を与えるように化学薬品の漏えい経路を設定する。 

・化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する機器の破損等に

より生じる化学薬品の漏えい 

・再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置される系統

からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

・地震に起因する機器の破損等により生じる化学薬品の漏えい 

化学薬品の漏えい評価に当たっては，化学薬品防護対象設備の機能喪

失高さ（化学薬品の漏えいの影響を受けて，化学薬品防護対象設備の安

全機能を損なうおそれがある高さ）及び化学薬品防護区画を構成する壁，

扉，堰，床段差等の設置状況を踏まえ，評価の条件を設定する。 

化学薬品の漏えい評価において，化学薬品の漏えいの影響を軽減する

ための壁，扉，堰等の化学薬品防護設備については，化学薬品の影響を

受けたとしてもその影響を軽減する機能が損なわれない設計にすると

ともに，必要により保守点検等の運用を適切に実施することにより，化

学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 
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  竜巻等の自然現象により発生する化学薬品の漏えい及びその波及的影響

により発生する化学薬品の漏えいに関しては，化学薬品防護対象設備の配

置を踏まえて，最も厳しい条件となる影響を考慮し，化学薬品防護対象設

備が安全機能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 2-1】 

 

  化学薬品の漏えい防護を考慮した設計にあたり，具体的な方針を以下の

とおりとする。 

  (1) 再処理施設内で化学薬品の漏えいが生じた場合においても，化学薬

品防護対象設備の安全機能が損なわれないよう，化学薬品防護対策に

ついては，以下の設計上の配慮を行う。 

ａ．化学薬品防護対象設備を漏えいした化学薬品から防護するための

設備は，評価対象となる化学薬品防護対象設備が設置されている建

屋（以下「化学薬品防護建屋」という。）内及び屋外で発生する漏

えいした化学薬品の伝播による，化学薬品防護対象設備への影響，

その他環境条件を考慮して，適切な構造，強度，耐薬品性及び止水

性能を有するよう設計する。 

ｂ．化学薬品の漏えい発生時の早期検知，化学薬品の漏えい発生確認

後の適切な隔離措置等が可能な設計とする。 

ｃ．化学薬品の漏えい量を低減するため，再処理施設内の機器等は，

その内部流体の種類や温度，圧力等に従い，適切な構造，強度を有

するよう設計する。 

ｄ．再処理施設内での化学薬品の漏えい事象（地震起因を含む。）を

想定し，再処理施設内での漏えいした化学薬品の伝播経路及び滞留

を考慮して，化学薬品防護対象設備が，その安全機能を失わない（多
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重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備が同時に機能喪

失しない）設計とする。 

ｅ．化学薬品の漏えいによって，化学薬品防護対象設備の安全機能を

損なう（多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備が同

時に機能喪失する）おそれがある場合には，化学薬品防護対象設備

の設置高さを漏えいした化学薬品による液位を上回る高さに嵩上げ，

又は化学薬品に対して十分な耐性を有する機器への取替え等の防護

対策を行い，化学薬品防護対象設備が機能喪失しない設計とする。 

漏えいした化学薬品から有毒ガスが発生し，中央制御室及び使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に到達するおそれがある場合には，必

要に応じて外気との連絡口を遮断又は中央制御室内空気の再循環運転を行

うこと，防護具を着用すること等により，運転員への影響を防止すること

で安全機能を有する施設の安全機能を損なわない設計とする。また，緊急

時対策建屋に有毒ガスが到達するおそれがある場合には，必要に応じて外

気との連絡口を遮断し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転を行うこと，

防護具を着用すること等により，設計基準事故及び重大事故等の対処に必

要な指示を行う要員への影響を防止することで安全機能を有する施設の安

全機能を損なわない設計とする。

有毒ガスが発生した場合に再処理施設の安全性を確保するために必要

な措置をとるための具体的な事項は，「6.1.4 制御室」及び「6.1.5 制御

室換気設備」並びに「9.16 緊急時対策所」に記載する。 
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２．２ 再処理施設の化学薬品漏えいの影響評価に係る特徴について

評価の具体的な内容に入る前に，再処理施設の化学薬品の漏えい影響評

価に係る特徴について以下に示す。

(1) 再処理施設は，強酸や有機溶媒等，設備に影響を与えうる化学薬品を

用いる工場である。このため，これらの化学薬品の漏えいによる安全機

能を有する施設への影響を確認する。 

 また，化学薬品により設備の構成部材に与える影響が異なるため，漏

えいした化学薬品による化学薬品防護対象設備への影響は，化学薬品

と化学薬品防護対象設備の構成部材の組合せに応じて設定する。 

(2) 化学薬品の漏えい源の考え方及び漏えいに対する防護方針は，内部溢

水ガイドを参考に検討するが，「使用済燃料貯蔵プールのスロッシング

による溢水」に関しては，化学薬品の漏えい源ではないため，考慮を不

要とする。
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２．３ 化学薬品の漏えい影響評価フロー 

化学薬品の漏えいによる損傷の防止の影響評価は，内部溢水ガイドを参

考に，以下の第 2.3-1 図のフローにて実施する。 

 

 

 

 

第 2.3-1 図 化学薬品の漏えい影響評価フロー  

【化学薬品防護対象設備】 

内部溢水ガイド： 
2.2.2 項，3.2.2 項 

【化学薬品防護区画の設定】 

内部溢水ガイド：2.2.3 項，3.2.3 項 

【化学薬品の漏えい源の想定】 

内部溢水ガイド：2.1 項，3.1 項 

【化学薬品の漏えい経路の設定】 

内部溢水ガイド：2.2.4(1)項，3.2.4(1)項 

【評価に用いる各項目の算出及び影響評価】 

内部溢水ガイド： 
2.1.1 項～2.1.3 項, 2.2.4(2)項, 2.2.4(3)項 
3.1.1 項～3.1.3 項, 3.2.4(2)項, 3.2.4(3)項 

【化学薬品影響評価の判定】 

内部溢水ガイド：2.2.4(4)項，3.2.4(4)項 

【設計上考慮すべき 
 化学薬品の設定】 
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３．再処理施設における化学薬品取扱いの基本方針 

再処理施設においては，液体として硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，

ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」

という。），硝酸ガドリニウム，硝酸ナトリウム，炭酸ナトリウム，亜硝

酸ナトリウム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナトリウム及び模擬廃液並びに

気体として窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」という。）ガス，水素ガス，窒素ガ

ス，酸素ガス等の化学薬品を使用する。これらの化学薬品のうち，再処理

施設のプロセス工程（以下「再処理プロセス」という。）において大量に

取り扱う硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，硝酸ヒドラジ

ン，ＨＡＮ及び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学薬品貯蔵供給設備に保

有し，必要な量を各施設の化学薬品貯蔵供給系に移送する設計とする。 

再処理施設における化学薬品の取扱いは，「消防法」，「労働安全衛生

法」及び「毒物及び劇物取締法」の要求に従うものとする。 

化学薬品の取扱いの基本方針として，再処理施設及び従事者の安全性を

確保するために，以下の安全設計及び対策を行う。 

(１) 化学薬品を内包する設備は，化学薬品の性状に応じた材料を選定し，

腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品が通過する機器の継ぎ手部は，化学薬品

の性状に応じて適切な材料を選定するとともに，化学薬品が継ぎ手部か

ら漏えいした際に従事者に飛散する可能性がある場合には，飛散防止措

置を講ずる。 

(３)  化学薬品の漏えいが生じるおそれのある区画及び漏えいが伝播する

おそれのある経路並びにそれらに設置する機器等については，耐薬品性

を有する塗装材の塗布等により，漏えいにより生じる腐食性ガスの発生
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等の副次的な影響を低減する設計とする。 

 

また，万一の化学薬品の漏えい及び化学薬品の漏えいに伴い発生する有

毒ガスに備えた運転員及び敷地内の作業員の安全確保に係る対応として，

作業リスクに応じた防護具の着用や漏えい発生時の作業員の対応を定め，

必要な資機材を配備する。詳細を補足説明資料 3-1に示す。 

【補足説明資料 3-1】 

 

さらに，再処理施設内の化学薬品の安全管理に係る手順を定める。以下

に化学薬品の安全管理に対する必要な手順等を示す。 

(１) 敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃度等については，化学

薬品から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限を設ける。 

(２) 敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート

及び運搬先を含めた運搬計画を定める。運搬計画の策定・変更に当

たっては，有毒ガスが発生した場合の「6.1.4.4.1 中央制御室」，

「6.1.4.4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」及び

「9.16.1.4(１) 緊急時対策所」における有毒ガス防護に係る影響評

価結果に影響を及ぼさないことを確認する。特に，常温付近に沸点

を有し，漏えい発生時に有毒ガスを発生する化学薬品の受入れにつ

いては，外気温を考慮する。 

(３) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器によ

る化学薬品の運搬は同時に行わない。 

(４) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人を設け，漏えい又は異

臭等の異常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生
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を必要な箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の漏えいに

ついては，公的機関から情報を入手した者等が，通信連絡設備によ

り当該事象の発生を必要な箇所に通報連絡する。 
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４. 化学薬品防護対象設備 

化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの影響を受ける場合において

も安全機能を損なわないことを評価するために，化学薬品防護対象設備の抽

出及び設計上考慮すべき化学薬品を設定する。 

 

有毒ガスの発生の観点では，有毒ガスの発生要因（揮発，分解，接触，燃

焼等）を踏まえ，急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼすおそれのある化学

薬品（構成部材と反応する場合を含む。）を抽出する。 

【第９条 補足説明資料 5-9】 

化学薬品の漏えいにより安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設は，安全機能を有する施設とする。このうち，冷却，水素掃気，火

災及び爆発の防止，臨界防止等の安全機能を維持するために必要な安全上重

要な機能を有する構築物，系統及び機器を化学薬品防護対象設備とする。 

 

４．１ 事業指定基準規則第 12 条の要求事項及び内部溢水ガイドの規定に

ついて 

(1) 事業指定基準規則第 12 条及びその解釈では，安全機能を有する施設

が化学薬品の漏えいで機能喪失しないことを求めている。 

事業指定基準規則 第 12 条 事業指定基準規則の解釈 

（化学薬品の漏えいによる損傷の防

止） 

第十二条 安全機能を有する施設は，

再処理施設内における化学薬品の漏え

いが発生した場合においても安全機能

を損なわないものでなければならな

い。 

第 12条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止） 

２ 第 12条に規定する「安全機能を損なわない」

とは，再処理施設内部で発生が想定される化学

薬品の漏えいに対し，冷却，水素掃気，火災・爆

発の防止，臨界防止等の安全機能を損なわない

こと，安全機能を有する施設の構成部材が腐食

すること等による安全機能の喪失を防止するこ

と等をいう。 
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 なお，安全機能を有する施設のうち，安全上重要な施設の全体像は，「事

業指定基準規則及びその解釈第１条の３」に定義される「安全上重要な施設」

に該当する設備とする。 

【補足説明資料 4-1】 

○ 内部溢水ガイドでは，発電所で発生した溢水に対して防護すべき設備に

関して以下の記載がある。 

（2.2.2 溢水からの防護すべき対象設備） 

 2.1 項の溢水源及び溢水量の想定に当たっては発生要因別に分類したが，溢水か

ら防護すべき対象設備は，重要度の特に高い安全機能を有する系統が，その安全機

能を適切に維持するために必要な設備を溢水防護対象設備とする。 

（3.2.2 溢水から防護すべき対象設備） 

 3.1 項の溢水源及び溢水量の想定に当たっては発生要因別に分類したが，溢水か

ら防護すべき対象設備は，溢水の発生場所毎に「プール冷却」及び「プールへの給

水」の機能を適切に維持するために必要な設備を溢水防護対象設備とする。 

    

また，内部溢水ガイドでは原子炉施設の溢水評価に関して以下の記載

があり，想定破損により生じる溢水及び消火水の放水による溢水の想定

に当たっては一系統における単一の機器の破損を想定している。 

（2.1 溢水源及び溢水量の想定） 

 溢水源としては，発生要因別に分類した以下の溢水を想定する。 

(1) 溢水の影響を評価するために想定する機器の破損等により生じる溢水 

(2) 発電所内で生じる異常状態（火災を含む）の拡大防止のために設置される系統

からの放水による溢水 

(3) 地震に起因する機器の破損等により生じる溢水 

 ここで，上記(1)，(2)の溢水源の想定に当たっては，一系統における単一の機器

の破損とし，他の系統及び機器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多重

性又は多様性を有する機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損す

ると仮定する。 
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４．２ 化学薬品防護対象設備の選定 

事業指定基準規則第 12 条（化学薬品の漏えいによる損傷の防止）の要求

事項及び内部溢水ガイドの規定を踏まえ，化学薬品防護対象設備を選定す

る。選定の考え方は，「第 11 条 溢水による損傷の防止」における「３．

２ 溢水防護対象設備の選定」と同様である。 

 

化学薬品影響評価対象の選定フローを第 4.2-1 図に，化学薬品の漏えい

影響評価の対象外とする理由を補足説明資料 4-4 に示す。 

第 4.2-１ 図に示した化学薬品の漏えい影響評価対象の選定フローによ

り選定された化学薬品の漏えい影響評価対象設備のリスト及び配置（例）

について，補足説明資料 4-2 に示す。 

【補足説明資料 4-2】 

【補足説明資料 4-4】 

同様に補足説明資料 4-4の選定により化学薬品の影響を評価する対象か

ら除外された設備を，補足説明資料 4-3 に示す。 

【補足説明資料 4-3】 

【補足説明資料 4-4】 
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４．３ 設計上考慮すべき化学薬品の設定のための方針 

化学薬品の漏えいに対する設計方針の検討に当たって，再処理事業所内

における化学薬品を内包する機器等の設置状況を踏まえて，構成部材の腐

食等により化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれのある化学

薬品を設定する。この際，設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確

認等により再処理事業所内に存在する全ての化学薬品及び化学薬品防護

対象設備の構成部材を網羅的に抽出し，その中から構成部材の腐食試験等

を踏まえ，短時間で安全機能を損なうおそれのある化学薬品を設定する。

なお，ここで設定した以外の化学薬品については構成部材に腐食又は劣化

の影響を与えないものとして設計上考慮すべき対象から除外する。 

【補足説明資料 4-11】 

 

また，有毒ガス発生の観点では，急性毒性又は中枢神経への影響を及ぼ

すおそれのある化学薬品（構成部材と反応する場合を含む。）を考慮する。 

【第９条 補足説明資料5-9】 

 

４．３．１ 漏えいによる影響を検討する化学薬品及び構成部材の抽出 

再処理事業所内で用いられる化学薬品は，再処理プロセスにおいて使用

する化学薬品に加え，保守及び補修の非定常作業，その他再処理設備の附

属施設で使用する化学薬品に大別される。 

保守及び補修の非定常作業並びにその他再処理設備の附属施設で使用

する化学薬品については，取扱作業及び範囲が限定されていること，作業

安全管理を実施すること等により化学薬品の漏えいによる影響を及ぼす

おそれがないため，漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品としない。 
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再処理プロセスにおいて使用する化学薬品は，性状に応じて以下のもの

に分類する。 

 

液体：・酸性（硝酸，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ，硝酸ガドリニウム， 

硝酸を含む模擬廃液） 

・アルカリ性（水酸化ナトリウム，炭酸ナトリウム， 

亜硝酸ナトリウム） 

・中性（硝酸ナトリウム） 

・有機溶媒（ＴＢＰ，ｎ－ドデカン） 

気体：・腐食性ガス（ＮＯｘガス） 

・非腐食性ガス（水素ガス，窒素ガス，酸素ガス） 

 

再処理プロセスにおいて使用する化学薬品から，漏えいによる影響を検

討する化学薬品を抽出する。具体的には，再処理プロセスにおいて使用す

る化学薬品の液性，腐食性等を分類する。それらの分類から，腐食性や反

応性を示さないことが明らかであるものを除外することにより，漏えいに

よる影響を検討する化学薬品を抽出する。ここで，化学薬品のうち，文献

調査により腐食性や反応性を示さないことが明らかであるものとして，固

体の化学薬品，中性水溶液，非水溶液のうち燃料油及び非腐食性のガスと

して窒素ガス等を検討の対象から除外する。さらに，再処理施設において

耐食性を有する材料の選定要件となる硝酸濃度が0.2ｍｏｌ／Ｌ以上であ

ることから，0.2ｍｏｌ／Ｌ未満の硝酸は検討の対象から除外する。 
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また，化学薬品防護対象設備の構成部材について，主要な構成部材ごと

に材質を分類する。それらの分類から，化学薬品の漏えいにより損傷を受

けないことが明らかな構成部材を除外し，影響を検討する構成部材を抽出

する。ここで，構成部材のうち，化学薬品の漏えいにより損傷を受けない

ことが明らかであるものとして，ステンレスやジルコニウム等の耐食性を

有する金属材料，再処理プロセスで使用する化学薬品に対して，十分な厚

さがあることや塗装が施されていることにより短時間で損傷しないコン

クリート，再処理プロセスでは使用しない特定の化学薬品（フッ化水素等）

のみに対して顕著な反応を示すガラスを検討の対象から除外する。 

【補足説明資料 4-11】 

 

４．３．２ 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた 

設計上考慮すべき化学薬品の設定 

検討対象とする化学薬品と構成部材を組み合わせることで生じる腐食

等により，化学薬品防護対象設備の安全機能に短時間で影響を及ぼすおそ

れのある化学薬品を設計上考慮すべき対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故等の対処期間として見込んでおり，

漏えいした化学薬品の回収等の実施期間として見込むことのできる７日間

とする。 

具体的には，化学薬品防護対象設備で使用する主な構成部材のうち，検

討の対象として選定された炭素鋼，アルミニウム及びプラスチックについ

て，検討対象として設定した化学薬品ごとに腐食試験（浸漬及び曝露試験

を含む。）又は文献調査を実施する。ここで，検討の対象とする化学薬品と

しては，酸性水溶液として腐食に対する影響の主要因となる硝酸，アルカ
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リ性水溶液として強アルカリであって，文献によりアルミニウムに影響を

及ぼすことが明らかな水酸化ナトリウム，有機溶媒としてプラスチックに

影響を与える可能性があるＴＢＰ及びｎ－ドデカン，並びに腐食性ガスと

してＮＯｘガスを設定する。また，ＮＯｘガスについては，腐食試験より

配管，容器等の機器の安全機能に直ちに影響を与えるものではないことが

確認されているが，電子部品の集積回路等の機械的強度を必要としない材

料厚さの精密機器についても曝露試験により影響を確認する。 

これらの検討の結果から，設計上考慮すべき化学薬品として，0.2ｍｏｌ

／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ及びｎ－ドデカン

並びにＮＯｘガスを設定する。 

設計上考慮すべき化学薬品と化学薬品防護対象設備の主要な構成部材

の組合せを第４．３．２表に示す。 

 

第４．３．２表 設計上考慮すべき化学薬品と 

化学薬品防護対象設備の主要な構成部材の組合せ 

化学薬品 

構成部材 

酸性水溶液 

(硝酸溶液) 

アルカリ性水溶液 

（水酸化ナトリウム） 

有機溶媒 

（ＴＢＰ， 

ｎ－ドデカン） 

腐食性ガス 

（ＮＯｘガス） 

炭素鋼， 

アルミニウム 
○ 

○ 

(アルミニウム) 
－ 

○ 

（電子部品） 

プラスチック － － ○ － 

○：影響（作用）あり 

 

【補足説明資料 4-11】 
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４．４ 化学薬品防護対象設備の機能喪失の判定 

設定した化学薬品防護対象設備の各化学薬品の漏えいモードにおける

機能喪失の判定基準は，「３．２ 設計上考慮すべき化学薬品の設定」で

設定した設計上考慮すべき化学薬品が漏えいし，評価対象とした化学薬品

防護対象設備と接触することにより，該当化学薬品に対し耐性を有さない

構成部材の腐食又は劣化の影響による設備の機能喪失を想定し，以下のよ

うに定める。 

 

◇ 没水（以下，化学薬品の漏えいの影響評価としては，「没液」という。） 

 化学薬品防護対象設備の機能喪失高さ（化学薬品の影響を受けて，

化学薬品防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある高さ）と，

設置されている区画の化学薬品の漏えい液位を比較し，化学薬品の

漏えい液位の方が高い場合には当該設備は機能喪失と判定する。機

能喪失高さは，「３．２ 設計上考慮すべき化学薬品の設定」で設

定した化学薬品と化学薬品防護対象設備の構成部材の組合せに応じ

て設定する。 

 

◇ 被水（以下，化学薬品の漏えいの影響評価としては，「被液」という。） 

・（流体を内包する機器からの被液） 

 設計上考慮すべき化学薬品の漏えい源となる機器が耐薬品性を有

さない化学薬品防護対象設備から直視でき，当該化学薬品防護対象

設備に防護措置がなされていない場合は，機能喪失と判定する。 

・（上層階からの漏えいした化学薬品の伝播による被液） 
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化学薬品防護対象設備の上方に上層階からの漏えいした設計上考

慮すべき化学薬品の伝播経路が存在し，当該化学薬品防護対象設備

に被液防護措置がなされていない場合は，上層階で漏えいした化学

薬品が伝播経路を経由して被液することにより，当該化学薬品防護

対象設備は機能喪失と判定する。 

 

◇ 蒸気 

化学薬品の漏えいにおいては，腐食性ガスであるＮＯｘガスが蒸

気に該当する（以下，化学薬品の漏えいの影響評価としては，「腐

食性ガス」という。）。 

腐食性ガスが漏えいし，その経路に化学薬品防護対象設備のうち

電子部品を有する設備が存在する場合は，当該化学薬品防護対象設

備は機能喪失と判定する。 
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４．５ 化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

化学薬品の漏えいの影響を評価するために想定する単一の機器の破損

等により生じる化学薬品の漏えい（以下「想定破損による化学薬品の漏え

い」という。），再処理施設内で生じる異常状態の拡大防止のために設置

される系統からの消火剤の放出による化学薬品の漏えい（以下「消火剤の

放出による化学薬品の漏えい」という。），地震に起因する機器の破損等

により生じる化学薬品の漏えい（以下「地震起因による化学薬品の漏えい」

という。）及びその他の要因（地震以外の自然現象，誤操作等）により生

じる化学薬品の漏えい（以下「その他の化学薬品の漏えい」という。）に

対して，化学薬品防護対象設備が以降に示す没液及び被液の影響を受けて，

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

  

61



4-12 

 

４．５．１ 没液の影響に対する防護設計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学薬品

防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品の

流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧

及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防止機

能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学薬品の

漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当

該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を堰

や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるものと

する。 

【補足説明資料 4-5】 

 

ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより化学薬品の漏えい量を低減する。 
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又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置

することにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止する設

計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬品の漏え

いの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行うことで発生する化

学薬品の漏えい量を低減する設計とする。化学薬品の漏えい量低減

対策として設置する漏えい検知器は，想定破損に伴う化学薬品の漏

えい源からの被液により当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

【補足説明資料 4-7】 

ｄ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内又は建屋間

（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁により地震の発生を早

期に検知し，自動又は中央制御室からの手動遠隔操作により他建屋

から流入する系統を早期に隔離できる設計とすることにより，化学

薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。 
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(2) 化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件をあわせて考

慮した上で，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さに対して，化学

薬品防護対象設備の設置高さが，発生した化学薬品による液位を十

分に上回る設計とする。 

【補足説明資料 4-10】 

ｂ．化学薬品防護対象設備周囲に堰を設置し，化学薬品防護対象設備

が没液しない設計とする。設置する堰については，漏えいした化学

薬品により発生する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的

損傷の影響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生

じる荷重や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損なわれな

い設計とする。 

ｃ．没液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につい

ては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部品の

取替えを含む。）を行うことにより，没液から防護する設計とする。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に塗

布することにより，没液から防護する設計とする。 
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４．５．２ 被液の影響に対する防護設計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学

薬品防護対象設備が被液により安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び床

ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品の流

入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧

及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防止

機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学薬品

の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要

な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を堰

や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるもの

とする。 

【補足説明資料 4-5】 

 

ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。又
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は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置する

ことにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止する設計と

する。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 

 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 4-7】 

 

(2) 化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板の設置により，被液から

防護する設計とする。薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又は難

燃性材料を用い製作し，基準地震動による地震力に対して耐震性を

確保するとともに機器の破損により漏えいした化学薬品の腐食又

は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれ

ない設計とする。 

ｂ．化学薬品防護対象設備の被液の影響部位に耐薬品性を有するコー

キング等の水密処理を実施することにより，被液から防護する設計

とする。水密処理は，機器の破損により生じる化学薬品の水圧に対

して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 4-8】 
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ｃ．被液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につい

ては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部品の

取替えを含む。）を行うことにより，被液から防護する設計とする。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に塗

布することにより，被液から防護する設計とする。 

４．５．３ 腐食性ガスの影響に対する防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，

化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策

ａ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計

とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等

を設置することにより，化学薬品が漏えいすることを防止する設計

とする。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 
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ｂ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計とす

る。 

【補足説明資料 4-7】 

 

ｃ．化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施することに

より，化学薬品防護対象設備の設置区画への化学薬品の流入を防止

し，腐食性ガスの影響から防護する設計とする。気密処理は，機器

の破損により生じる腐食性ガスに対して当該機能が損なわれない設

計とする。
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５．化学薬品の漏えい源の想定 

(１) 考慮すべき化学薬品の漏えい源 

化学薬品の漏えい源としては，発生要因別に分類した以下の化学薬品

の漏えいを想定する。 

 ａ．想定破損による化学薬品の漏えい 

 ｂ．消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

 ｃ．地震起因による化学薬品の漏えい 

 ｄ．その他の化学薬品の漏えい 

 

化学薬品の漏えい源となり得る機器は，化学薬品を内包する配管及び容

器とし，設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認等により抽出を

行ったうえ，耐震評価及び応力評価を踏まえ想定する。ａ.又はｃ.の評価

において，応力又は地震により破損を想定する機器をそれぞれの評価での

化学薬品の漏えい源として想定する。 

具体的には，想定破損による化学薬品の漏えいでは，化学薬品の漏えい

源となり得る機器は化学薬品を内包する配管とし，地震起因による化学薬

品の漏えいでは，化学薬品防護対象設備の設置された建屋・区画内におい

て化学薬品を内包する配管及び容器（塔，槽類，熱交換器等）を抽出する。

ここで抽出された機器を想定破損及び地震起因のそれぞれの評価での化

学薬品の漏えい源として考慮する。 

【補足説明資料 5-1】 

a.又はｂ．の化学薬品の漏えい源の想定に当たっては，一系統における

単一の機器の破損又は単一箇所での異常状態の発生とし，他の系統及び機
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器は健全なものと仮定する。また，一系統にて多重性又は多様性を有する

機器がある場合においても，そのうち単一の機器が破損すると仮定する。 

 

 

５．１ 想定破損による化学薬品の漏えい 

想定破損による化学薬品の漏えいにおける，漏えい源の想定の考え方は，

「第11条 溢水による損傷の防止」における「４．１ 想定破損による溢水」

と同様である。化学薬品を内包する配管は，材料選定フローに基づき材料

選定を行っており，薬品環境下においても配管としての健全性は確保され

ているため，水の配管を前提とした応力評価の手法を化学薬品の配管へ適

用することは妥当である。詳細は補足説明資料5-2に示す。 

【補足説明資料 5-2】 

 

 

５．２ 消火剤の放出による化学薬品の漏えい 

消火剤の放出による化学薬品の漏えいは，内部溢水ガイドにおける「発

電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される

設備からの放水による溢水」に該当する。しかしながら，消火剤が放出さ

れても，化学薬品防護対象設備（即ち安全上重要な施設）に影響を与えな

い設計をすることとしているため，化学薬品の漏えい源としては想定しな

い。消火設備の詳細は，「第５条 火災等による損傷の防止」を参照。 
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５．３ 地震起因による化学薬品の漏えい 

地震起因による化学薬品の漏えいにおける，漏えい源の想定の考え方は，

「第11条 溢水による損傷の防止」における「４．３ 地震に起因する機器

の破損等により生じる溢水」と同様である。ただし，地震起因による燃料

貯蔵プール・ピット等のスロッシングについては，プール中の流体が化学

薬品防護対象設備の損傷の防止を検討する化学薬品に該当しないことか

ら，化学薬品の漏えい源としては想定しない。 

 

 

５．４ その他の化学薬品の漏えい 

その他の化学薬品の漏えいについては，地震以外の自然現象やその波及

的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学薬品防護区画内にて発生が想定され

るその他の漏えい事象が想定される。 

 

５．４．１ 地震以外の自然事象やその波及的影響に伴う化学薬品の漏えい 

地震以外の自然現象による化学薬品の漏えい影響としては，竜巻に起

因する飛来物等による，屋外タンク及び化学薬品の運搬及び補給のため

に一時的に事業所に立ち入るタンクローリ等の破壊のような間接的な影

響が考えられる。 

再処理施設内において，化学薬品を保有する屋外タンク等は設置して

おらず，想定される自然現象である，風（台風），竜巻，降水，落雷，

森林火災，高温，凍結，火山の影響，積雪，生物学的事象，塩害による

化学薬品の漏えいの影響はない。 

【補足説明資料2-1】 
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５．４．２ 化学薬品防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象

について 

化学薬品防護区画内にて発生が想定されるその他の漏えい事象としては，

機器損傷（配管以外）及び人的過誤による漏えいが想定される。 

その他の漏えいとして想定する化学薬品の漏えい事象に関し，機器の誤

操作による漏えい，及び配管フランジや弁グランドからのにじみについて

は，基本的に漏えい量が少ないと想定されるが，これらに対しても化学薬

品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

なお，再処理施設には発電炉にある格納容器スプレイのような自動にて

系外に化学薬品を放出する設備がないため，誤作動についての考慮を不要

とする。 

人的過誤による漏えいは，化学薬品防護対象設備を直接視認できないエ

リアから化学薬品防護対象設備に被液させる開放部を操作する設備はな

いため，当該区画における誤操作により生じる化学薬品の漏えいは発生し

ない。現場サンプリングについては，現場に人が介在し，漏えいがあれば

速やかに弁を閉止する。 

試薬建屋への受入れの際に運搬される化学物質の漏えいによる影響とし

ては，屋外での運搬又は受入れ時に化学物質の漏えいが発生したとしても，

化学薬品防護対象設備へ直接被液することはないため，当該安全機能に影

響を及ぼすことはない。 

【補足説明資料 5-3】
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６．化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の設定 

６．１ 化学薬品防護区画の設定 

評価対象となる化学薬品防護対象設備が設置されている建屋を，化学薬

品防護建屋として設定する。 

【補足説明資料 4-5】 

また，以下に示す化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，床段差等又はそれ

らの組合せによって他の区画と分離される区画として設定し，化学薬品防

護区画を構成する壁，扉，堰，床段差等については，現場の設備等の設置

状況を踏まえ，漏えいした化学薬品の伝播に対する評価条件を設定する。 

化学薬品防護建屋及び化学薬品防護区画の配置図（例）を補足説明資料

4-2 に示す。 

【補足説明資料 4-2】 

・化学薬品防護対象設備が設置されている全ての区画 

・中央制御室，使用済燃料の受入れ施設並びに貯蔵施設の制御室 

・運転員が，化学薬品の漏えいが発生した区画を特定する，又は必要に

より隔離等の操作が必要な設備にアクセスする通路部 

現場へのアクセスについては，「第 11 条 溢水による損傷の防止」

における「３．３ 溢水防護対象設備の機能喪失の判定」と同様である

が，アクセスする際には，漏えいした化学薬品から運転員を防護する

観点から，適切な安全装備を着用するものとする。 

【補足説明資料 3-1】 
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６．２ 化学薬品の漏えい経路の設定 

化学薬品防護建屋において，床開口部（機器ハッチ，階段等）及び化学

薬品の漏えい影響評価において耐薬品性を有する構成部材の設備（防水扉

や堰等）の抽出を行い，化学薬品の漏えい経路を設定する。 

 

化学薬品の漏えい影響評価において考慮する化学薬品の漏えい経路は，

化学薬品防護区画とその他の区画（化学薬品防護対象設備が存在しない区

画又は通路）との間における伝播経路となる扉，壁開口部及び貫通部，天

井開口部及び貫通部，床面開口部及び貫通部，床ドレン等の連接状況及び

これらに対する流入防止対策の有無を踏まえ設定する。化学薬品の漏えい

経路モデル（例）を補足説明資料 6-1 に，化学薬品の漏えい経路となる開

口部については補足説明資料 6-2 に示す。 

【補足説明資料 6-1】 

【補足説明資料 6-2】 

また，化学薬品防護区画図を補足説明資料 4-2 に示す。 

【補足説明資料 4-2】 

なお，防水扉及び堰の設置，壁開口部及び貫通部への止水処置，天井や

床面開口部及び貫通部への止水処置等の流入防止対策（例）ついては，補

足説明資料 4-5 に示す。 

【補足説明資料 4-5】 
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また，再処理施設の停止時（機器の計画的な点検，保守などを実施する

ためせん断等の処理をしない期間）における化学薬品防護対象設備の待機

除外や扉の開放等，再処理施設の保守管理上やむを得ぬ措置の実施により，

影響評価上設定した再処理の運転期間中の状態と一時的に異なる状態とな

った場合についても想定する。 

  【補足説明資料 6-3】 

 

６．２．１ 化学薬品の漏えい経路設定の基本方針 

化学薬品の漏えい経路設定の基本方針の考え方は，「第 11 条 溢水によ

る損傷の防止」における「５．２．１ 溢水経路設定の基本方針」と同様

である。化学薬品の漏えい経路と溢水経路となる開口の比較については，

補足説明資料 6-2 に示す。 

【補足説明資料 6-2】 

 

６．２．２ 基本方針を踏まえた対応方針 

(1) 再処理施設の稼動状態を踏まえた再処理施設特有の対応方針 

化学薬品の運用に関しては，通常運転時と再処理施設の停止時で特別な

違いはない。 

【補足説明資料 6-3】 

 

(2) 堰及び防水扉（又は水密扉）の設定に対する考え方 

堰及び防水扉の設定に対する考え方は，「第 11 条 溢水による損傷の防

止」における「５．２．２ 基本方針を踏まえた対応方針」の「(2) 堰及

び防水扉（又は水密扉）の設定に対する考え方」と同様である。 
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６．２．３ 化学薬品の漏えい経路の評価方針 

・ 化学薬品の漏えい影響評価においては，各評価区画の漏えいした化学薬

品が全量その評価区画に滞留した場合を想定する。漏えいした化学薬品

の液位の算出後，漏えいした化学薬品は設定した経路に沿って伝播する

ものとする。 

・ 下階には全量流下を想定する。 

 

６．２．４ 化学薬品防護区画内外における化学薬品の漏えい経路 

(1) 化学薬品防護区画内漏えいにおける化学薬品の漏えい経路 

化学薬品防護区画内漏えいに関する化学薬品の漏えい経路の評価を

行う場合，化学薬品防護対象設備の存在する化学薬品防護区画の液位

が最も高くなるように当該の区画から他の区画への流出がないように

化学薬品の漏えい経路を設定することを基本とする。 

 

化学薬品の漏えい影響評価を行う場合の，化学薬品防護区画内に存

在する床ドレン，開口部等の各構成要素の化学薬品の漏えいに対する

考え方は，「第 11 条 溢水による損傷の防止」における「５．２．４ 

溢水防護区画内外における溢水経路」の「(1) 溢水防護区画内漏えい

における溢水経路」と同様である。 

 

(2) 化学薬品防護区画外漏えいにおける化学薬品の漏えい経路 

化学薬品防護区画外漏えいでの化学薬品の漏えい経路の評価を行う

場合，化学薬品防護対象設備の存在する化学薬品防護区画の液位が最も
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高く（当該化学薬品防護区画に流入する液量は多く，排水する流量は少

なくなるように設定）なるように化学薬品の漏えい経路を設定する。 

 

化学薬品の漏えい影響評価を行う場合の，化学薬品防護区画内に存在

する床ドレン，開口部等の各構成要素の化学薬品の漏えいに対する考え

方は，「第 11 条 溢水による損傷の防止」における「５．２．４ 溢水

防護区画内外における溢水経路」の「(2) 溢水防護区画外漏えいにおけ

る溢水経路」と同様である。 

 

(3) 腐食性ガスの漏えい経路について 

気体である腐食性ガスは，重力に従う液体の場合と伝播の仕方が異な

り区画内へ拡散することから，床，壁及び天井等を境界として区域を分

割し，それら区域間の伝播経路を設定する。 

腐食性ガスの放出評価に用いる拡散範囲は，適切な評価方法を用い

て妥当な評価範囲を設定する。 

【補足説明資料 8-3】
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７． 建屋内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

想定した化学薬品の漏えい源及び化学薬品の漏えい量に対して，化学薬品

防護対象設備が没液及び被液の影響を受けて，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

７．１ 没液の影響に対する評価及び防護設計方針 

７．１．１ 没液の影響に対する評価方針 

「５．化学薬品の漏えい源の想定」にて想定した化学薬品の漏えい源か

ら発生する化学薬品の漏えい量と「６．化学薬品防護区画及び化学薬品の

漏えい経路の設定」にて設定した化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい

経路から算出した化学薬品の漏えい液位に対し，化学薬品防護対象設備が

安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

漏えいした化学薬品による没液の考え方は，「第 11 条 溢水による損傷

の防止」における「６．１．１ 没水の影響に対する評価方針」と同様で

ある。 

想定破損による化学薬品の漏えい影響評価を８.２に，地震起因による

化学薬品の漏えい影響評価を９.５に示す。 

化学薬品防護対象設備の機能喪失高さは，「４．３．２ 検討対象とす

る化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の

設定」で設定した化学薬品と化学薬品防護対象設備の構成部材の耐薬品性

の組合せを考慮し，化学薬品防護対象設備の耐薬品性を有していない構成

部材の下端とする。機能喪失高さについては，補足説明資料 7-2 に詳細を

示す。 

【補足説明資料 7-2】 
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７．１．２ 没液の影響に対する防護設計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学薬品

防護対象設備が没液により安全機能を損なわない設計とする。 

 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品の

流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧

及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防止機

能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学薬品の

漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要な当

該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を堰

や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるものと

する。 

【補足説明資料 4-5】 
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ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置

することにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止する設

計とする。 

あるいは，漏えい検知器を設置することにより，化学薬品の漏え

いの発生を可能な限り早期に検知し，隔離を行うことで発生する化

学薬品の漏えい量を低減する設計とする。化学薬品の漏えい量低減

対策として設置する漏えい検知器は，想定破損に伴う化学薬品の漏

えい源からの被液により当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 

 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより化学薬品の漏えい量を低減する。 

【補足説明資料 4-7】 

ｄ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，建屋内又は建屋間

（建屋外の洞道含む。）に設置する緊急遮断弁により地震の発生を早

期に検知し，自動又は中央制御室からの手動遠隔操作により他建屋
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から流入する系統を早期に隔離できる設計とすることにより，化学

薬品防護区画で発生する化学薬品の漏えい量を低減する設計とする。 

 

(2) 化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．評価の各段階におけるより厳しい結果を与える条件とあわせて考

慮した上で，化学薬品防護対象設備の機能喪失高さに対して，化学

薬品防護対象設備の設置高さが，発生した化学薬品による液位を十

分に上回る設計とする。 

【補足説明資料 4-10】 

ｂ．化学薬品防護対象設備周囲に堰を設置し，化学薬品防護対象設備

が没液しない設計とする。設置する堰については，漏えいした化学

薬品により発生する液位，水圧及び腐食又は劣化に起因する化学的

損傷の影響に対して流入防止機能が維持できるとともに，基準地震

動による地震力等の化学薬品の漏えいの要因となる事象に伴い生じ

る荷重や環境に対して必要な当該機能が可能な限り損なわれない設

計とする。 

ｃ．没液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につい

ては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部品の

取替えを含む。）を行うことにより，没液から防護する設計とする。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に塗

布することにより，没液から防護する設計とする。 
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７．２ 被液の影響に対する評価及び防護設計方針 

７．２．１ 被液の影響に対する評価方針 

「５．化学薬品の漏えい源の想定」にて想定した化学薬品の漏えい源か

らの直線軌道及び放物線軌道の飛散による被液並びに天井面の開口部若し

くは貫通部からの被液の影響を受ける範囲内にある化学薬品防護対象設備

が被液により安全機能を損なうおそれがないことを評価する。 

具体的には，「４．３．２ 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合

せを踏まえた設計上考慮すべき化学薬品の設定」で設定した化学薬品と化

学薬品防護対象設備の構成部材の組合せを考慮し，以下に示す要求のいず

れかを満足していれば，化学薬品防護対象設備が安全機能を損なうおそれ

はない。想定破損による化学薬品の漏えい影響評価を８.２に，地震起因に

よる化学薬品の漏えい影響評価を９.５に示す。 

(1) 化学薬品防護対象，又は，「４．５．２ 被液の影響に対する防護設

計方針」に示す水密処理対策について，化学薬品の漏えいにより機能が

損なわれないよう，耐薬品性塗料の塗布等による被液防護措置がなされ

ていること。 

機器の破損により漏えいした化学薬品による腐食又は劣化に起因する

化学的損傷に対して当該機能が損なわれない設計とする薬品防護板の

設置により，被液防護措置がなされていること。 

 (2) 多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備が同時に機能

喪失しないこと。その際，化学薬品の漏えいを起因とする事故等に対処

するために必要な機器の単一故障を考慮すること。 
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７．２．２ 被液の影響に対する防護設計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，化学

薬品防護対象設備が被液により安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．化学薬品防護区画外の化学薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁による流入防止対策を図り，漏えいした化学薬品の

流入を防止する設計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防水扉（又は水密扉），堰及び

床ドレン逆止弁は，漏えいした化学薬品により発生する液位，水圧

及び腐食又は劣化に起因する化学的損傷の影響に対して流入防止

機能が維持できるとともに，基準地震動による地震力等の化学薬品

の漏えいの要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対して必要

な当該機能が可能な限り損なわれない設計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装材やシール材を堰

や防水扉等に塗布することにより流入防止機能が維持できるもの

とする。 

【補足説明資料 4-5】 
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ｂ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。又

は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等を設置する

ことにより，化学薬品が区画内に漏えいすることを防止する設計と

する。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 

ｃ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより被液の影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 4-7】 

 

 

 (2) 化学薬品防護対象設備に対する対策 

ａ．化学薬品防護対象設備を覆う薬品防護板の設置により，被液から

防護する設計とする。薬品防護板は，主要部材に不燃性材料又は難

燃性材料を用い製作し，基準地震動による地震力に対して耐震性を

確保する設計及び実機での被液の条件を考慮しても安全機能を損

なわないことを被液試験等により確認する設計とするとともに，機

器の破損により漏えいした化学薬品の水圧並びに腐食又は劣化に
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起因する化学的損傷の影響に対して当該機能が損なわれない設計

とする。 

ｂ．化学薬品防護対象設備の被液の影響部位に耐薬品性を有するコー

キング等の水密処理を実施することにより，被液から防護する設計

とする。水密処理は，機器の破損により生じる化学薬品の水圧に対

して当該機能が損なわれない設計とする。 

【補足説明資料 4-8】 

ｃ．被液の影響に対して耐性を有しない化学薬品防護対象設備につい

ては，耐薬品性を有する機器への取替え（耐薬品性を有する部品の

取替えを含む。）を行うことにより，被液から防護する設計とする。 

ｄ．耐薬品性を有する塗装材やシール材を化学薬品防護対象設備に塗

布することにより，被液から防護する設計とする。 
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７．３ 腐食性ガスの影響に対する評価及び防護設計方針 

７．３．１ 腐食性ガスの影響に対する評価方針 

「４．３．２ 検討対象とする化学薬品と構成部材の組合せを踏まえた

設計上考慮すべき化学薬品の設定」にて検討した，化学薬品防護対象設備

のうち電子部品を有する設備が，「５．化学薬品の漏えい源の想定」にて

想定した化学薬品の漏えい源からの腐食性ガスの拡散による影響を確認す

るために，漏えいが発生した区画から，天井面の開口部，壁の貫通部等を

介して他区画へ伝播する条件とし，化学薬品防護対象設備のうち電子部品

を有する設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なうおそれがないこ

とを評価する。 

具体的には，以下に示す要求のいずれかを満足していれば化学薬品防護

対象設備のうち電子部品を有する設備が安全機能を損なうおそれはない。

想定破損による化学薬品の漏えい影響評価を８.４に，地震起因による化学

薬品の漏えい影響評価を９.７に示す。 

(1) 化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備が，腐食性ガスの

拡散経路に設置されていないこと。 

(2) 多重性又は多様性を有している化学薬品防護対象設備のうち電子部

品を有する設備が腐食性ガスにより同時に機能喪失しないこと。その際，

化学薬品の漏えいを起因とする事故等に対処するために必要な機器の

単一故障を考慮すること。 
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７．３．２ 腐食性ガスの影響に対する防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏まえ，以下に示す対策を行うことにより，

化学薬品防護対象設備が腐食性ガスの影響により安全機能を損なわない設

計とする。 

 

(1) 化学薬品漏えい源又は化学薬品の漏えい経路に対する対策 

ａ．想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形状を貫通クラックとできるか，

又は破損想定が不要とできるかを確認する。その結果より必要に応

じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏えい

源から除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計

とする。又は，破損を想定する配管に機器収納ボックスや二重管等

を設置することにより，化学薬品が漏えいすることを防止する設計

とする。 

【補足説明資料 4-6】 

【補足説明資料 4-9】 

 

ｂ．地震起因による化学薬品の漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施することにより基準地震動による地

震力に対して耐震性を確保する設計とし，化学薬品の漏えい源から

除外することにより腐食性ガスによる影響が発生しない設計とする。 

【補足説明資料 4-7】 
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ｃ．化学薬品の漏えい経路にある開口部に気密処理を実施することに

より，化学薬品防護対象設備の設置区画への化学薬品の移行を防止

し，腐食性ガスの影響から防護する設計とする。気密処理は，機器

の破損により生じる腐食性ガスに対して当該気密機能が損なわれな

い設計とする。 

７．４  その他の化学薬品の漏えいに対する設計方針 

機器の誤操作による漏えい，及び配管フランジや弁グランドからのにじ

みについては，基本的に漏えい量が少ないと想定されるが，これらに対し

ても化学薬品防護対象設備が安全機能を損なわない設計とする。 

なお，機器の誤作動による化学薬品の漏えいについては，再処理施設の

化学薬品防護建屋内において，発電炉に設置されている格納容器スプレイ

のように自動作動により系外に化学薬品を放出する設備はないことから，

想定しない。 

【補足説明資料 5-3】 

７．５ 洞道内の化学薬品防護対象設備を防護するための設計方針 

洞道内にある配管，ケーブル等の化学薬品防護対象設備が洞道内で発

生する化学薬品の漏えいによる影響を受けて，化学薬品防護対象設備の

安全機能を損なわない設計とする。 

【補足説明資料 7-1】 
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具体的には，化学薬品を内包する配管の耐震評価及び対策により，地

震に起因する化学薬品配管の破損がないように，化学薬品漏えいの発生

防止を図る設計とする。 

ただし，耐震補強が不可能な場合は，耐震性が確保できないことか

ら，その部位での破損を想定し，漏えいする化学薬品を耐震性の確保で

きる洞道内に流入させない対策を講じる，耐薬品性を有する塗装材やシ

ール材を化学薬品防護対象設備に塗布する，又は化学薬品の漏えい源に

対して緊急遮断弁を設置する，薬品防護板を設置する，或いはそれらの

組合せにより，化学薬品防護対象設備が化学薬品と接触することを防止

することで，安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定破損による化学薬品の漏えいに対しては，地震起因による

化学薬品の漏えいに対する対策に加え，応力評価又は応力評価結果より

必要に応じ，補強工事等の実施により発生応力を低減し，化学薬品の漏

えい源から除外する対策を行う，若しくは二重管等を設置し化学薬品が

漏えいすることを防止することにより，化学薬品防護対象設備の安全機

能を損なわない設計とする。 

 

７．６ 化学薬品防護区画を有する建屋外からの流入防止に関する設計方針 

化学薬品防護区画を有する化学薬品防護建屋外で発生を想定する化学

薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に流入するおそれがある場合には，壁

（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰等により化学薬品防護区画を有す

る化学薬品防護建屋内への流入を防止する設計とし，化学薬品防護対象設

備が安全機能を損なわない設計とする。 
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７．７ 化学薬品の漏えい影響評価 

化学薬品の漏えいにより安全上重要な施設の安全機能が損なわれない

設計とし，化学薬品の漏えい影響評価に当たっては，事故等に対して設備

の単一故障を考慮しても異常事象を収束できる設計とする。 
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８．想定破損評価に用いる各項目の算出及び影響評価 

想定破損による化学薬品の漏えいに対し，硝酸溶液，水酸化ナトリウム

及び有機溶媒（ＴＢＰ及びｎ－ドデカン）の各化学薬品の漏えい源ごとの

漏えい量を算出し，「６．化学薬品防護区画及び化学薬品の漏えい経路の

設定」にて設定した化学薬品の漏えい経路をもとに，影響評価を実施する。 

評価方針としては，あらゆる箇所での化学薬品の漏えいの発生を想定し

た上で，想定破損の化学薬品の漏えいによる化学薬品防護対象設備への影

響の確認及び機能喪失の判定を実施し，多重性又は多様性を有する化学薬

品防護対象設備の安全機能が同時に損なわれないことを確認する。 

多重性又は多様性を有する化学薬品防護対象設備の安全機能が同時に

損なうおそれがある場合は，化学薬品の漏えい経路，化学薬品防護対象設

備又は化学薬品の漏えい源に対して，以下に示す対策を組み合わせること

で安全機能を損なわない設計とする。 

(1) 化学薬品漏えい源に対する発生防止・影響緩和対策（以下「化学薬品

漏えい源に対する対策」という。） 

(2) 化学薬品の漏えい経路に対する拡大防止対策（以下「化学薬品の漏

えい経路に対する対策」という。） 

(3) 化学薬品防護対象設備に対する損傷防止対策（以下「化学薬品防護

対象設備に対する対策」という。） 

上記の評価及び防護方針をフローとして以下第 8-1 図に示す。 
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８．２．２ 判定 

８．２．１の各化学薬品防護対象設備の機能喪失判定を踏まえ，プラン

ト全体として安全機能が保たれているかについて判定を実施する。 

単一の機器が破損すると仮定した場合においても，多重性又は多様性を

有する機器が同時に機能喪失しないことを確認する。 

以上により想定破損による没液評価は終了となる。 

【補足説明資料 8-1】 

 

８．３ 想定破損による被液影響評価 

評価対象区画内に設置される配管の想定破損による直接の被液及び上

層階で漏えいした化学薬品が伝播経路を経由して発生する被液を考慮し，

化学薬品防護対象設備の被液影響評価を実施する。想定破損による被液影

響評価フローを第 8.3-1 図に示す。 

 

４．３に記載した判定基準に基づき，想定した化学薬品の漏えいに対し，

化学薬品防護対象設備が機能喪失しないことを確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる化学薬品の漏えい防護対

策（薬品防護板の設置等）を実施することにより，化学薬品防護対象設備

が機能喪失しないことを確認する。 

 

８．３．１ 評価方法 

想定破損による直接の被液及び化学薬品の漏えい経路からの被液に対

し，化学薬品防護対象設備の被液影響評価を実施する。 
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８．４ 想定破損による腐食性ガスの影響評価 

配管の破損により生じる腐食性ガスの発生源の有無，伝播経路，化学薬

品防護対象設備の設置位置等を考慮して，化学薬品防護対象設備のうち電

子部品を有する設備の腐食性ガスの影響評価を実施する。想定破損による

腐食性ガスの影響評価フローを第 8.4-1 図に示す。 

 

４．３に記載した判定基準に基づき，想定した腐食性ガスの影響に対し，

化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備が機能喪失しないこと

を確認する。 

なお，機能喪失と判定される場合，必要となる対策（補強工事，機器収

納ボックスの設置等）を実施することにより，化学薬品防護対象設備のう

ち電子部品を有する設備が機能喪失しないことを確認する。 

 

腐食性ガスの拡散範囲に化学薬品防護対象設備のうち電子部品を有す

る設備がある場合は，破損を想定する配管への機器収納ボックスや二重管

等の設置等による防護対策を実施する。 

【補足説明資料 4-9】 

 

８．４．１ 評価方法 

配管の破損により生じる腐食性ガスの発生源の有無，伝播経路，化学薬

品防護対象設備のうち電子部品を有する設備の設置位置等を考慮して，化

学薬品防護対象設備のうち電子部品を有する設備の腐食性ガスの影響評価

を実施する。 
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９．地震時評価に用いる各項目の算出及び影響評価 

化学薬品の漏えいにおける，地震時評価に用いる各項目の算出及び影

響評価の考え方は，「第 11 条 溢水による損傷の防止」における「９．

地震時評価に用いる各項目の算出及び影響評価」と同様である。ただし，

化学薬品の漏えいにおいては漏えい後に発生する影響を少なくする観

点から，化学薬品防護建屋内における地震起因による化学薬品の漏えい

に関しては，化学薬品の漏えい源の除外により化学薬品の漏えいの影響

が発生しない設計とする。 
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１０．化学薬品防護対象設備が設置されている建屋外からの化学薬品の漏え

い影響評価 

屋外タンク等の破損を考慮した再処理事業所内の化学薬品の漏えいに

より，化学薬品防護対象設備が設置されている化学薬品防護建屋に及ぼす

影響を確認する。 

 

１０．１ 建屋外からの化学薬品の漏えい影響評価 

化学薬品防護対象設備が設置されている建屋の外部に存在する化学

薬品の漏えい源としては，屋外タンク等に保有している化学薬品が挙げ

られる。 

以下にこれらの化学薬品の漏えい源が化学薬品防護対象設備に与え

る影響を評価する。 

 

１０．２ 屋外タンク等の化学薬品の漏えいによる影響評価 

再処理事業所内にある屋外タンク等の化学薬品が化学薬品防護対象

設備に与える影響として詳細評価を実施する。 

再処理事業所内にある屋外タンク等のうち，溢水の影響のあるタンク

等を抽出した（「第 11 条 溢水による損傷の防止」の「１１．溢水防護

対象設備が設置されている建屋外からの溢水影響評価」を参照）。 

その結果，屋外にあるタンク等については，検討対象となる化学薬品

を保有しておらず，化学薬品防護対象設備が設置されている建屋外から

の化学薬品の漏えいは発生しないため，化学薬品防護対象設備に影響を

与えることはない。 
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２章 補足説明資料 

次頁以降の記載内容のうち、 の記載事項は、前回提出から

の変更箇所を示す。
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再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト 令和４年８月３日 R14

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料2-1 自然現象による化学薬品の漏えい影響の考慮について 令和2年4月13日 4

補足説明資料3-1 作業員の安全確保に係る対応について 令和4年8月3日 2
・記載の適正化
・有毒ガスで担保すべき事項の変更に伴う申請書及び整理資料への反映事項の
記載の変更

補足説明資料3-2 化学薬品の漏えいによる化学的損傷以外に影響が発生する事象 令和1年12月4日 1

補足説明資料3-3 （欠番）

補足説明資料4-1 再処理施設における「事業指定基準規則」に基づく影響評価対象設備の抽出
（化学薬品の漏えいと，内部溢水及び内部火災における防護対象の比較）

令和2年4月13日 4

補足説明資料4-2 化学薬品防護対象設備のうち影響評価の対象とする設備リスト及び配置図（例） 令和2年4月13日 4

補足説明資料4-3 評価対象除外リスト 令和2年4月13日 3

補足説明資料4-4 化学薬品の影響評価の対象外とする理由について 令和2年4月13日 4

補足説明資料4-5 壁，防水扉，堰等による化学薬品の漏えい経路への対策について 令和4年7月15日 5

補足説明資料4-6 応力評価に基づくサポート等改造対策の概要について 令和1年11月8日 0

補足説明資料4-7 耐震Ｂ，Ｃクラス機器の評価について 令和1年11月8日 0

補足説明資料4-8 被液防護対策（例） 令和1年12月4日 2

補足説明資料4-9 化学薬品の漏えい防止対策と拡大防止対策について 令和2年4月13日 3

補足説明資料4-10 防護対象設備に対する嵩上げ対策について 令和1年12月4日 0

補足説明資料4-11 漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品の選定の詳細 令和4年7月15日 6

補足説明資料5-1 化学薬品漏えい源とする機器（配管、容器）について 令和2年4月13日 3

補足説明資料5-2 薬品配管への応力評価式の適用について 令和1年11月8日 0

補足説明資料5-3 その他漏えい事象に対する確認について 令和4年7月15日 7

補足説明資料6-1 化学薬品の漏えい経路モデル（代表例） 令和1年12月5日 1

補足説明資料6-2 化学薬品の漏えい経路となる開口部について 令和1年11月20日 1

第１２条：化学薬品の漏えいによる損傷の防止

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料）
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

(1/2)

1
0
1



再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト 令和４年８月３日 R14

資料№ 名称 提出日 Rev

第１２条：化学薬品の漏えいによる損傷の防止

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料）
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

補足説明資料6-3 再処理施設の停止時の化学薬品の漏えい影響について 令和1年11月8日 0

補足説明資料7-1 化学薬品防護対象設備が設置されている洞道について 令和2年4月13日 1

補足説明資料7-2 化学薬品の没液評価における防護対象設備の機能喪失高さについて 令和2年4月13日 0

補足説明資料8-1 想定破損による化学薬品による没液影響評価結果（例） 令和2年4月13日 4

補足説明資料8-2 想定破損による被液影響評価 令和1年12月4日 1

補足説明資料8-3 想定破損による腐食性ガス拡散結果（例） 令和1年12月5日 1

補足説明資料11-1 重大事故等対処施設を対象とした化学薬品の漏えい防護の基本方針について 令和1年12月4日 1

補足説明資料11-2 化学薬品の漏えい影響評価における保守性について 令和2年4月13日 2

補足説明資料11-3 過去の不具合事例への対応について 令和2年4月13日 3

補足説明資料11-4 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第12条） 令和4年8月3日 2
・記載の適正化
・有毒ガスで担保すべき事項の変更に伴う申請書及び整理資料への反映事項の
記載の変更

(2/2)

1
0
2



補 3-1-1 

令和４年８月３日 Ｒ２ 

補足説明資料３－１（１２条）
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補 3-1-1 

作業員の安全確保に係る対応について 

１．基本的な考え方 

再処理施設は，原子力施設であるとともに，化学工場であることから，

放射性物質のみならず，化学薬品の人体への危険性・有害性を認識し，化

学薬品の取扱いに係る法令及びこれまでの経験に基づき，設備対応と運用

管理を行い，作業従事者の安全を確保している。 

具体的には，放射性物質に関する以下の対応を実施している。 

（1） 放射性物質を内包する機器・配管は，その放射能濃度に応じた耐震

クラス，機種区分に基づいて，設計を行う。

（2） 放射能濃度の高い流体を内包する機器・配管は，原則として，セル

等の人がアクセスしないエリアに配置し，漏えい時の作業員への被ば

くの影響を抑制する配置設計とする。 

加えて，化学薬品に関する以下の対応を実施している。 

（1） 化学薬品の取扱いに係る法令及び過去の経験に基づき，漏えいの発

生防止及び作業員の保護を図っている。 

（2） 化学薬品を内包する機器・配管は，ステンレス鋼等の腐食し難い材

料を使用し，接合部のガスケットには，耐薬品性の材料を選定し，漏

えいの発生を防止している。 

（3） 万一の化学薬品の漏えいに備え，作業員が安全に避難するために必

要な社内規定を定めるとともに，必要な資機材の配備を行う。 

（4） 化学薬品の取扱い及び漏えい時の対応について，保安教育等により，

作業員に周知徹底する。 
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補 3-1-2 

さらに，再処理施設内の化学薬品の安全管理に係る手順を定める。以下に

化学薬品の安全管理に対する必要な手順等を示す（詳細は本書８．化学薬品

の安全管理に係る手順に示す。）。 

(１) 敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃度等については，化学薬品

から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限を設ける。

(２) 敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート及び

運搬先を含めた運搬計画を定める。運搬計画の策定・変更に当たって

は，有毒ガスが発生した場合の「6.1.4.4.1 中央制御室」，「6.1.4.

4.2 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室」及び「9.16.1.

4(１) 緊急時対策所」における有毒ガス防護に係る影響評価結果に

影響を及ぼさないことを確認する。特に，常温付近に沸点を有し，漏

えい発生時に有毒ガスを発生する化学薬品の受入れについては，外気

温を考慮する。

(３) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器による化

学薬品の運搬は同時に行わない。

(４) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人を設け，漏えい又は異臭等

の異常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生を必要

な箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の漏えいについては，

公的機関から情報を入手した者等が，通信連絡設備により当該事象の

発生を必要な箇所に通報連絡する。

105



補 3-1-3 

２．化学薬品に関する労働安全衛生法等に基づく対応 

労働安全衛生法，消防法等の要求に対し，以下の対応を行い，化学薬

品に対する安全を確保している。 

法令 要求事項 対応

労働安全

衛生法

【特化則】

作業に従事する労働者に不浸透性の保護

衣，保護手袋，保護長靴，呼吸用保護具等

必要な保護具を使用させること。（第 22 条）

作業に当たっては，作業場所には化学薬

品の種類に応じた適切な防護具をあらか

じめ配備する。 

地上の安全な場所に避難することができる二

つ以上の出入り口を設けること。（第 18 条）

安全な場所に避難することができるよう

に，避難経路上に，二つ以上の出入り口

を設ける。

接合部等の漏洩防止措置（ガスケット等）を

講じること。（第 14 条）

フランジ接合部には，適切なガスケットを

用いる等の漏えいし難い構造とするととも

に，必要に応じて飛散防止カバーを取り

付ける。

当該物質の種類，温度，濃度等に応じ，腐食

し難い材料で造り，内張りを施す等の措置を

すること。（第 13 条）

貯蔵タンク及び配管は，ステンレス等の腐

食し難い材料で構成する。

作業者が見やすい位置に当該原材料の種

類，送給の対象設備その他必要な事項を表

示すること。（第 17 条）

貯蔵タンク及び配管には，化学薬品を識

別できる表示を設ける。 

第一類物質又は，第二類物質を製造し，又は

取り扱う作業に労働者を従事させるときは，

洗眼，洗身又はうがいの設備，更衣設備，又

は洗濯のための設備を設けること。（第 38
条）

化学薬品を取り扱う場所の近くには，シャ

ワー，洗眼器等の洗浄用資機材を配備す

る。

労働安全

衛生法

【労働安

全衛生規

則】

化学設備から危険物が大量に流出した場合

等，危険物の爆発，火災等による労働災害

発生の急迫した危険があるときには直ちに作

業を中止し，労働者を安全な場所に退避させ

ること。（第 274 条の 2）

保安教育等によって，被災時の緊急対応

等を作業員に周知徹底する。

消防法
液体の危険物を取り扱うタンクの周囲には，

防油堤（堰）を設けること。（第 13 条の 3）

液体の化学薬品を取り扱うタンクの周囲

には，万一全量漏えいした場合でも，貯留

できる堰を設ける。

化学プラ

ントにおけ

るセーフテ

ィアセスメ

ント

取扱いされている物質の潜在的危険性は十

分に把握されており，危険性物質の不時放出

に対する予防対策がとられていること。（基発

第 149 号 平成 12 年 3 月 21 日）

保安教育等によって，被災時の緊急対応

等を作業員に周知徹底する。
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補 3-1-4 

３．現場作業時の対応 

化学薬品及び放射性物質を取り扱う建屋で実施する作業に当たっては，

作業における化学薬品及び放射性物質による被災等のリスクを作業計画段

階で評価し，評価したリスクに対して，以下のような対応を行うことによ

り，作業員の安全を確保する。 

（1） 使用薬品，放射性物質の物性・危険性・有害性に応じて，適切な防

護具を選定し，作業リスクに応じて，作業時に着用する等の装備方法

を定める。 

（2） 作業環境の線量評価を行い，必要な放射線防護装備を着用する。

（3） 化学薬品を取り扱う作業時には，必要な吸収剤，中和剤を準備して，

作業を実施する。 

（4） 作業前にTBM※１，KY※２を実施することで，作業員全員が存在するリ

スクの認識とリスクに対して必要な対応策を確認する。

※１ TBM（ツールボックスミーティング）：作業の内容や方法・段取り・

問題点について，作業前等に話し合い，指示伝達を行うもの

※２ KY（危険予知）：事故・災害を防ぐため，作業開始前に作業上の危

険を予想し，作業従事者同士が確認し合うこと
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補 3-1-5 

 

４．作業リスクに応じた防護具の着用 

作業員は，作業安全管理要領や放射線管理計画書に従い，管理区域内

での作業に当たって，作業環境並びに取り扱う化学物質の物性・危険性・

有害性に応じて，適切な防護具を着用することにより，放射性物質・化学

薬品の万一の漏えいに備える。 

化学物質の漏えいにより発生する有毒ガスに対する防毒マスク及び吸

収缶は，有毒ガスの種類及び濃度に応じたものとする。なお，制御室の運

転員及び緊急時対策所の指示要員に対して配備する硝酸及び窒素酸化物用

の吸収缶（「安全審査 整理資料 第20条 制御室等 補足説明資料２－

８」及び「安全審査 整理資料 第26条：緊急時対策所 補足説明資料２

－５」参照。）は，フッ化水素，塩化水素，硫化水素，二酸化硫黄，塩素，

n-ヘキサン，ベンゼン，トルエン，メタノール等にも対応可能である（大

里衛生材料製造所 マスク専用ホームページ（http://www.mask.co.jp/ 

bodoku/bodoku001.htm）より）。アンモニアについては当該吸収缶の機能

に期待できないが，アンモニア受入れ時の立会人はアンモニア用の吸収缶

を取り付けた防毒マスクを携行するとともに，万一の漏えい時に終息活動

を行う作業員についても同防毒マスクを着用することで，有毒ガスから防

護できる。 
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補 3-1-6 

防護具の例 

半面マスク （半面マスクの着用例） 

ケミカルスーツ

耐薬品性手袋 

防毒マスク 
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補 3-1-7 

５．漏えい発生時の作業員の避難 

地震により，放射性物質・化学薬品の漏えいが発生した場合，作業員

は消防計画，危険物予防規程，管理区域からの緊急避難対応細則等に従い，

セーフティマップに示された所定の避難通路から，現場状況に応じた適切

なルートを選択して，建屋外に避難する。 

避難の際，異常・非常時対策要領に従い，作業員は，現場の状況に応

じて，必要な装備を以下のように着用する。 

（1） 放射性物質による内部被ばくを防止するため，放射性物質が漏えい

しているおそれがある場合は，直ちに常時携行している半面マスクを

着用する。 

（2） 化学薬品の吸引を防止するため，化学薬品が漏えいしているおそれ

がある場合は，常時携行している半面マスクに，あらかじめ現場に配

備している防毒用のフィルタカートリッジを取り付け，着用する。 

（3） 化学薬品による被災を防止するため，化学薬品の漏えいの状況に応

じて，あらかじめ現場に配備しているケミカルスーツ等を着用する。 

建屋外に避難の後，あらかじめ定められた場所に集合する。 

避難の際，放射性物質や化学薬品が付着したおそれがある場合は，核

燃料物質使用施設保安管理要領，作業安全管理要領等に基づき，以下の対

応を行う。 

（1） 放射性物質が皮膚に付着した場合は，患部の状況を確認し，除染の

可否を判断する。 

（2） 放射性物質により汚染した可能性がある場合には，放管員によるサ
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補 3-1-8 

ーベイを実施し，必要に応じて除染を実施する。 

（3） 化学薬品が皮膚に付着した場合は，大量の水で洗浄する。

（4） 軽度の薬傷の場合は，ウエスによる拭き取り，中性洗剤による洗浄

の順で除染を実施し，重度の薬傷の場合は，事業所内診療所に搬送し，

産業医による診断・処置を実施する。 

（5） 化学薬品が眼に入った場合は，洗眼器で洗眼する。
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補 3-1-11 

 

７．漏えい発生時の対応に係る教育訓練 

放射性物質・化学薬品の漏えいが発生した際に，確実な対応ができる

よう，漏えい時の対応について，保安教育・訓練等により，作業員に周知

徹底する。 

教育・訓練の内容については，更なる充実を図る。 

 

教育・ 
訓練項目 

実施内容 頻度 

保安教育 ・核燃料物質等の取扱いに関すること 
・非常の場合に採るべき処置に関すること 

入所時 
（３年に１回再教育）， 

１回／年 
化学物質 
取扱教育 

・関係法令の周知 
・化学物質の管理組織，職務 
・化学物質の安全取扱 
・化学物質の保管，管理 
・取扱物質の SDS 

（Safety Data Sheet／安全データシート） 
・防護具の取扱 
・異常時の措置 

１回／年 

漏洩等初動
対応訓練 

・漏えい事象の発見，関係箇所への連絡通報 
・現場対応者による漏えい箇所確認・隔離操
作・環境測定 
・現場指揮者(当直長)の指示による現場対応 
・防護具の取扱 
・漏えい液回収・サンプリング 
・復旧対応 

１回／年 

事象発生時 
資機材使用
訓練 

・資機材の設置場所，種類，数量の確認 
・空気呼吸器の使用方法 
・汚染時対応キットの使用方法 

２回／年 

消防活動 
訓練 

・空気呼吸器の使用方法 
１回／年 
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補 3-1-12 

８．化学薬品の安全管理に係る手順 

再処理施設で取り扱う化学薬品については，漏えいが発生した場合に有毒

ガスを生じさせるおそれがあることを踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評価

を実施することにより，有毒ガスが及ぼす影響を検討し，その影響に応じた

対策をとることにより，制御室及び緊急時対策所の安全機能並びに重大事故

等対処に影響を及ぼさないことを確認している。 

そのため，有毒ガス防護に係る影響評価において前提としている事項を確

実に遵守することで、有毒ガス防護に係る影響評価結果に影響を及ぼさない

ようにする必要があり，以下の手順を定めることにしている。 

本項では，具体の手順と期待している事項について整理する。 

（１）敷地内で保有する化学薬品の種類，量，濃度等については，化学薬品

から発生する有毒ガスの影響を考慮し，制限を設ける。 

有毒ガス防護に係る影響評価においては，再処理施設内で取り扱う化学薬

品を，設計図書等をもとに整理し，有毒ガスの発生の可能性を検討している。 

また，有毒ガスの発生量の評価においては，濃度，保有量等の種々条件を

使用している。 

そのため，敷地内で保有する化学薬品については，運用の見直し等により

条件が変更された場合でも，有毒ガス防護に係る影響評価結果に影響を及ぼ

さないことを確認する必要があることから，化学薬品の種類，量，濃度等を

運用において制限する。 
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補 3-1-13 

(２) 敷地内への化学薬品の受入れに当たっては，敷地内の運搬ルート及び

運搬先を含めた運搬計画を定める。運搬計画の策定・変更に当たって

は，有毒ガスが発生した場合の制御室及び緊急時対策所における有毒

ガス防護に係る影響評価結果に影響を及ぼさないことを確認する。特

に，常温付近に沸点を有し，漏えい発生時に有毒ガスを発生する化学

薬品の受入れについては，外気温を考慮する。 

有毒ガス防護に係る影響評価においては，有毒ガスの発生地点と評価地点

を設定し，同評価地点間での大気中での希釈効果を見込んで有毒ガス濃度を

評価している。一方，可動源については車両に輸送容器が積載されている構

造であるため，有毒ガス防護に係る影響評価において想定した発生地点以内

に評価地点に近接しないことを遵守する必要がある。そのため，運搬ルート

や運搬先を定めた運搬計画を遵守することにより，有毒ガス防護に係る影響

評価結果に影響を及ぼさないよう措置を講じる。 

また，可動源として取り扱う化学薬品のうち，ガラス固化技術開発建屋へ

輸送するアンモニア水は室温付近（約38℃）に沸点を有し，外気温が沸点を

上回っている状態において漏えいが発生することを想定すると，アンモニア

水が沸騰することで大気中への移行量が増大することから，化学薬品の漏え

いにおけるリスク低減の観点から，外気温が30℃未満となることを確認した

上で受け入れる運用とし，運搬計画に定めることとする。なお，アンモニア

水の運搬頻度は年に数回程度であり，硝酸等の他の化学薬品に比べて低頻度

である。 
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補 3-1-14 

(３) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，敷地内で複数の輸送容器による化

学薬品の運搬は同時に行わない。 

前記（１）と同様に，有毒ガス防護に係る影響評価において前提とした保

有量を遵守するため，敷地内で複数の輸送容器による化学薬品の運搬は同時

に行わない運用とする。 

(４) 敷地内への化学薬品の受入れ時は，立会人を設け，漏えい又は異臭等

の異常を確認した場合には通信連絡設備により当該事象の発生を必要

な箇所に通報連絡する。また，敷地外の化学薬品の漏えいについて

は，公的機関から情報を入手した者等が，通信連絡設備により当該事

象の発生を必要な箇所に通報連絡する。 

化学薬品漏えい時においては，制御室，緊急時対策所及び重大事故等対処

要員を防護するため，換気設備の隔離，換気設備の再循環運転への切替，防

毒マスクの着用及び化学薬品漏えいに係る終息活動を実施する必要がある。 

 そのため，化学薬品の漏えい，異臭等の異常を確実に確認し,迅速に通報

することで有毒ガス防護に係る対処を実施できるよう，敷地内にあっては立

会人を設け，敷地外にあっては公的機関から情報を入手した者からの通報が

可能なよう，通信連絡設備を用いて異常を通報できる手順を整備する。 

制御室及び緊急時対策所を防護するための通信連絡設備を用いた通報連絡

の手順の概要は，「安全審査 整理資料 第20条 制御室等 補足説明資料

２－８」に示す。また，重大事故等対処要員を防護するための通信連絡設備

を用いた通報連絡の手順の概要は，「安全審査 整理資料 使用済燃料の再

処理の事業に係る重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するた

めに必要な技術的能力 補足説明資料1.0－６」に示す。 

以 上 
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令和４年７月 15 日 Ｒ５ 

補足説明資料４－５（１２条） 

118



補 4-5-1 

壁，防水扉，堰等による化学薬品への漏えい経路への対策について 

１．はじめに 

化学薬品防護対象設備が化学薬品の漏えいの発生により，漏えいした

化学薬品に対する止水性がない扉の隙間等を介して広範囲に化学薬品

が伝播し，安全機能を損なうおそれがある。 

このような化学薬品の漏えい経路に対して流入防止対策を実施する

ことにより，化学薬品防護対象設備が設置される区画への伝播を防ぐな

ど，化学薬品の漏えいの影響を限定的にすることができ，安全機能を維

持することが可能となる。 

化学薬品の漏えい経路への流入防止対策は，「第 11 条 溢水による損

傷の防止」における溢水経路への流入対策と同様であるが，流入防止対

策の化学薬品による化学的な損傷を考慮する必要がある。このため，漏

えいした化学薬品に被液する箇所について，耐薬品性を有する部材で構

成するか，耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装（別紙１参照）又は

コーキング（別紙２参照）を施すことにより，化学薬品防護設備に直接

的に化学薬品が接触しない場合には，流入防止機能が維持できる設計と

する。 

 化学薬品の漏えい経路への流入防止対策の例を２項に示すとともに，

耐薬品性を有する塗装，コーキングの例を３項に示す。なお，ここで塗

装とは被液する箇所や流入防止対策を要する箇所全面に施工するものを

示し，コーキングとは当該の隙間部といった局所的に施工するものを示

す。 
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補 4-5-2 

また，想定破損による配管からの化学薬品の漏えいを早期に検知する

ことにより，隔離までの時間を短縮することで，漏えい量を低減するこ

とが可能となる。この方策として，漏えい検知器を設置する設計とする。 

４項に漏えい検知器の設置（例）を示す。 

ＮＯｘの伝播に関しては補足説明資料 8-3 にて議論しているが，ＮＯ

ｘには化学薬品として使用されるＮＯｘの他，化学薬品と化学薬品防護

対象設備の構成部材の組合せのうち，硝酸と炭素鋼との反応に伴い生成

するＮＯｘがある（補足説明資料 3-1 参照）。そこで，硝酸と炭素鋼と

の反応により生成するＮＯｘの発生量抑制について５項にて示す。 
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補 4-5-4 

【逆止弁（実例）】（床ファンネルタイプの例） 

←逆止弁概略図 

逆止弁の構造材としてステンレス鋼を使用 
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補 4-5-6 
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補 4-5-8 

（２）堰（コーキング例）

126





補 4-5-10 

５．硝酸と炭素鋼との反応により生成するＮＯｘの発生量抑制 

硝酸と炭素鋼は硝酸濃度に応じてさまざまな反応を示すが，濃硝酸の

領域では主に以下のようになる。 

Ｆｅ＋6ＨＮＯ3→Ｆｅ（ＮＯ3）3＋3ＮＯ2＋3Ｈ2Ｏ 

硝酸と炭素鋼との反応により生成するＮＯｘの量は，硝酸濃度や接触

面積，接触時間によって変化するため，定量的な評価は難しいが，以下

の条件において，硝酸が漏えいする際に生成するＮＯ２の量を算出した。 

 

 

 

上記の試験条件はより厳しい条件を与えたものであり，比較的小さな部

屋で大量の硝酸が漏えいし，広範囲で炭素鋼に接触した場合は，その部屋

のＮＯｘ濃度は無視できない値となり得る。従って，化学薬品防護対象設

備の近傍において硝酸と炭素鋼との反応によりＮＯｘが生成することを

抑制するため，硝酸配管の近傍に比較的大きな表面積を持つ炭素鋼製の設

備（例：化学薬品防護対象設備でないダクト）がある場合は，その設備に

耐薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗装を施す措置を講じる。 

試験条件 ：条件１ 漏えいした硝酸全量が炭素鋼と反応

条件２ 建屋内の換気条件（最小換気回数：１回/h）は考慮せず 
  （想定破損時は換気が有効であり，生成したＮＯｘは建屋換気系を

通して拡散・希釈されるため，ＮＯｘが１つの部屋に滞留することはない） 
漏えい硝酸の濃度 ：6 mol/L （補足説明資料 3-1 において炭素鋼の腐食速度が最も大きい濃度） 
接触した炭素鋼の量：10 m2 
腐食速度 ：1.1mm/h

（腐食試験により算出した，6 mol/L 硝酸による炭素鋼の腐食速度） 

生成するＮＯ2 の量：4600 mol/h（1 気圧, 25℃の理想気体として計算すると約 110 m3/h に相当） 
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別紙１

補 4-5-11 

エポキシ樹脂系塗料の耐薬品性について

化学薬品の漏えい発生時における化学的な損傷の防止対策として，エポキ

シ樹脂系の塗装を挙げているが，エポキシ樹脂系塗料の耐薬品性について以

下にまとめる。 

 一般に，エポキシ樹脂系塗料は耐薬品性に優れる 1)とあるものの，耐酸性

や耐アルカリ性といった薬品種別での耐性については言及されていない。 

エポキシ樹脂系塗料は，主剤と呼ばれるいわゆるエポキシ樹脂と硬化剤と

の混合により構成され，予め混合されているものから使用時に混合するもの

等，形状もさまざまであり，その組合せにより性質も多岐に渡る。 

 ここで，主剤と硬化剤を使用時に混合する「２液形エポキシ樹脂塗料」を

例に取ると，耐薬品性の観点からは，アミン系の硬化剤と酸無水物系の硬化

剤に大別され，一般に，前者は高温・高濃度の酸への耐性が低く耐アルカリ

性に優れたものが多く，特に硝酸への耐性が低いとされている。しかしなが

ら，アミン系硬化剤でもその種類により耐性は大きく異なり，硝酸によって

も腐食がほとんど認められないものもある 2)。 

 一方，酸無水物系硬化剤は耐酸性に優れており，硝酸への浸漬によっても

ほとんど重量変化が認められない結果が得られている 2)。 

これらのことから，すべてのエポキシ樹脂系塗料で耐薬品性を担保できる

わけではないものの，その特性を踏まえて適切に使用することにより，化学

的な損傷の防止を図ることが可能である。 
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補 4-5-12 

参考文献： 

1)植木憲二 編集委員長「JIS 使い方シリーズ 塗料の選び方・使い方」日本規格協

会

2)久保内昌俊，津田健，西山俊明，北條英光，大野茂「酸水溶液中におけるエポキ

シ FRP の化学的劣化とファイバー/マトリックスの分離」第 44回熱硬化性樹脂講

演討論会 講演要旨集 p33-p36 (1994) 
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別紙２

補 4-5-13 

シール材，コーキング材の耐薬品性について

 化学薬品の漏えいによる損傷の防止対策として，耐薬品性を有するシール

材の塗布又はコーキングを実施するが，これらに要求される耐薬品性につい

て以下にまとめる。 

一般に用いられるシール材，コーキング材の種類を表１にまとめる。シー

ル材，コーキング材は目的に応じた材質の使い分けがなされているが，ここ

では耐薬品性に優れた材料の選択が要求され，シリコーン系及びフッ素ゴム

系が候補として挙げられる。 

表１ シール材，コーキング材の種類 1)，2) 

種類 特徴 適用先 

シリコーン系 耐候性・耐水性・耐熱性に優れる 

コーキング上への塗装不可

キッチン・

浴槽周りの補修

変成シリコーン系 耐候性・塗装性：良好 建築，外壁，躯体部 

ポリウレタン系 塗装性：良好 

耐候性：不適 

塗装下地処理 

アクリル系 硬化して非弾性化 

耐候性：不適 

塗装・クロス下地処理 

ポリサルファイド系 耐候性：良好 目地充填 

フッ素ゴム系 耐薬品性・耐熱性・耐油性：優良 配管フランジ接合部 

装置内部シール 

耐薬品性については，対象となる化学薬品により反応が異なり種別ごとの

評価が必要となるため，シリコーン系及びフッ素ゴム系それぞれについて調

査した。 
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補 4-5-14 

１．シリコーン系の耐薬品性 

シリコーン系は汎用的に用いられるシール材／コーキング材であり，ケ

イ素と酸素から成るシロキサン結合（-Si-O-Si-）を主骨格にメチル基（CH3）

が配置したシリコーンゴムを主成分とする 3)。 

シリコーンゴムの劣化機構は，配位した有機基の酸化分解とケイ素－酸

素結合の解裂が主なものであり，これらは紫外線の長期間照射や 200℃を

超える高温環境，又は化学薬品によって引き起こされる 4)。このうち，化

学薬品による影響としては，溶剤・油による膨潤・軟化と酸・アルカリに

よる溶解・溶出に大別され，前者は，分子構造中に溶剤・油が浸入するこ

とで分子間を拡張し，分解や溶解を引き起こすものである。シリコーンゴ

ムは，一部の溶剤・油により膨潤するものの，構造を侵されることはほと

んどなく，浸入した溶剤・油を取り除くことで元の性状に回復する。一方，

酸・アルカリによる劣化は化学反応による分解・解裂を伴うものであり，

一度引き起こされると性状が回復することはない 3)。 

  各種化学薬品をシリコーンゴムに１週間浸漬させた際，濃硝酸などの強

酸では 10％程度の重量減が認められ，希硝酸（7％）ではほとんど劣化が

確認されないとの報告があり，一方，アルカリについては，20％水酸化ナ

トリウム液への浸漬でも劣化は認められず，顕著な影響がないことが確認

されている 3)。 

２．フッ素ゴム系の耐薬品性 

フッ素ゴムは，フッ素含有モノマーを基本とし，他のフッ素含有モノマ

ーを共重合させた高分子集合体であり，基本構造に C-F 結合を有すること

により合成ゴムの中でも特に優れた耐熱性及び耐油性，耐薬品性を示す。
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補 4-5-15 

これらの特性は，重合させるモノマーの種類や架橋構造（加硫剤の種類）

により大きく異なり，目的に応じた適切な製品の選択が必要となる 5)。 

  耐薬品性に関しては，従来，アルカリ環境下でフッ素の脱離による劣化

が認められていたものについて，濃硝酸などの強酸に加え，強アルカリに

対しても 5％以内の重量減に抑えられる製品が開発されている 2)。 

上述のとおり，フッ素ゴム系おいては幅広く優れた耐薬品性を有するシー

ル材／コーキング材が確認されているものの，フッ素ゴム系はシリコーン系

と比べて耐低温性に劣る 5)ことから，使用環境（温度，使用する化学薬品等）

に応じて適切な製品を選択することにより，化学的な損傷の防止を図ること

が可能である。 

参考文献： 

1)「作業の手引き－シーリング材の種類」シャープ化学工業株式会社

(https://www.sharpchem.co.jp/companion/?cate=10) 

2)「製品一覧－エイトシール F-100シリーズ」太平化成株式会社

(http://www.taiheikasei.co.jp/381) 

3)「シリコーンゴムの特性」信越化学工業株式会社

4)井上凱夫「シリコーンゴムの劣化 耐候，耐熱，耐化学薬品性」日本ゴム協会誌 第

62 巻 第 12 号 p803-p818（1989）

5)松田惇也，鈴木勝雄「資料 フッ素ゴムの現状と課題」日本ゴム協会誌 第 63 巻 第

4号 p195-p203（1990）
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令和元年 11 月 8 日  R0 

 

 

 

 

 

補足説明資料４－６（１２条）  
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応力評価に基づくサポート等改造対策の概要について  

 

 

応力評価に基づくサポート等改造対策の概要については，「第

11 条  溢水による損傷の防止」における「補足説明資料 3-7 応

力評価に基づくサポート等改造対策の概要について」と同じで

ある。  

 

以  上  
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令和元年 11 月 8 日  R0 

 

 

 

 

 

補足説明資料４－７（１２条）  
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耐震Ｂ，Ｃクラス機器の評価について  

 

耐震Ｂ，Ｃクラス機器の評価については，「第 11 条  溢水によ

る損傷の防止」における「補足説明資料 3-8 耐震Ｂ，Ｃクラス

機器の評価について」と同じである。  

 

以  上  
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令和元年 12月 4日 Ｒ2 

 

 

 

 

 

補足説明資料４－８（１２条） 
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令和４年７月 15 日 Ｒ６ 

補足説明資料４－１１（１２条） 
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漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品の選定の詳細 

目 次 

１．漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品の選定の基本方針 

２．化学薬品の漏えいによる損傷 

３．再処理施設において用いられる化学薬品の抽出 

３．１ 再処理施設の事業所内に保有する化学薬品 

３．２ 再処理プロセスで使用される化学薬品の抽出 

４．化学薬品の分類 

４．１ 化学薬品の物質の三態による分類 

４．２ 液体の化学薬品の分類 

４．２．１ 化学薬品の溶媒による分類 

４．２．２ 水溶液の液性による分類 

４．２．３ 非水溶液の液性による分類 

４．３ 気体の化学薬品の分類 

４．４ 腐食及び劣化の影響を与えない化学薬品の除外 

５．化学薬品の漏えいによる損傷を検討する構成部材の抽出 

６．構成部材の分類 
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７．化学薬品防護対象設備に影響を与える化学薬品の評価 

７．１ 硝酸溶液による影響評価 

 ７．１．１ 炭素鋼への影響評価 

 ７．１．２ ＰＶＣへの影響評価 

７．２ アルカリ性水溶液による影響評価 

 ７．２．１ 炭素鋼への影響評価 

 ７．２．２ ＰＶＣへの影響評価 

７．３ 有機溶媒による影響評価 

 ７．３．１ 炭素鋼への影響評価 

 ７．３．２ ＰＶＣへの影響評価 

７．４ ＮＯｘガスによる影響評価 

 ７．４．１ 炭素鋼への影響評価 

 ７．４．２ ＰＶＣへの影響評価 

 

８．検討する化学薬品のまとめ 

 

９．参考文献 

 

別紙１ 0.2 mol/L未満の硝酸溶液の除外について 

別紙２ 各種金属材料の組成（代表例） 

別紙３－１ 炭素鋼の硝酸腐食試験 

別紙３－２ 炭素鋼塗装配管の耐薬品性確認試験 

別紙３－３ ケーブルシースの耐薬品性確認試験 

別紙３－４ 炭素鋼のNOxガス腐食試験 

別紙３－５ 電子部品のNOxガス腐食試験 

別紙４ 再処理施設の各工程で使用する化学薬品の例 
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１．漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品の選定の基本方針 

再処理施設においては多種多様な化学薬品が用いられている。これら

の化学薬品に関し，事業指定基準規則第12条 化学薬品の漏えいによる損

傷の防止の観点から，以下の方針に従い漏えいによる損傷の防止を検討

する化学薬品の選定を実施した。 

(1) 再処理施設において用いられる化学薬品の抽出

再処理施設の事業所内に存在する全ての化学薬品を抽出する。

① 事業所内の化学薬品の抽出

② 抽出した化学薬品のうち，取扱量の少ない化学薬品の除外

(2) 化学薬品の分類

(1)で抽出した化学薬品について，影響評価を行う対象を分類する。

① 化学薬品の物質の三態による分類

② 化学薬品の性質による分類

③ 明らかに腐食及び劣化の影響を与えない化学薬品の除外

(3) 防護対象設備の選定及び構成部材の抽出

漏えいの影響を評価する防護対象設備を選定し，それらを構成す

る構成部材を抽出する。 

① 施設の安全機能を有する施設のうち，安重施設の抽出

② 安重施設において用いられる構成部材の抽出
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(4) 構成部材の分類

(3)で抽出した構成部材について，影響評価を行う対象を分類する。

① 構成部材の分類

② 明らかに化学薬品の漏えいによる影響を受けない構成部材の除外

(5) 組合せによる影響の有無の検討

(2)で抽出・分類した化学薬品と(4)で抽出・分類した構成部材の

組合せから漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品を選定する。 

① 化学薬品と構成部材の組合せの選定

② 選定した化学薬品に対する構成部材への影響評価

 (1)～(5)の選定方法を第1-1図の選定フローに示す。 

第1-1図 漏えいによる損傷の防止を検討する化学薬品の選定フロー 
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補 4-11-3 

 

なお，第12条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止では化学的損傷によ

る影響を評価するが，液体の化学薬品における液体としての性質は，

「第11条 溢水による損傷の防止」において評価する。 
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２．化学薬品の漏えいによる損傷 

  再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈では，化学

薬品による損傷について「化学薬品の漏えいに対し（中略），安全機能を

有する施設の構成部材が腐食すること等による安全機能の喪失を防止する

こと等をいう。」とされている。本項目では，化学薬品による損傷を定義

することを目的とする。 

化学薬品による損傷については，解釈に記載されている腐食の他に劣

化が考えられる。ただし，一般的に腐食や劣化というと，製品のライフサ

イクルに対する影響を論じる場合がほとんどであり，長期的な影響である

場合が多い。 

この条文の中では，化学薬品の漏えいの発生により，設備が漏えいし

た化学薬品に曝露されることとなるが，その状態が解消されるまでの間，

すなわち，化学薬品の中和処理や回収がなされるまでの期間における設備

の損傷について検討するものである。そのため，ここで取り上げるべき腐

食や劣化は一般に論じられるものとはその進行速度が異なる。例えば，一

般的な腐食はその進行速度をmm/yの単位で表すが，ここではそのような腐

食は問題とせず，mm/hのような，いわゆる溶解に近いものを安全機能の喪

失に影響を与えるものとする。ただし，安全機能を構成する機器には電気

盤や電子部品を有する機器のように集積回路を配置した精密機器があり，

機械的強度を必要としない材料厚みのため，配管，容器等の機器では機能

喪失に影響を与えない腐食速度でも有意な影響を与える可能性がある。こ

のため，これらの機器に対しては，一般的な腐食も安全機能の喪失に影響

を与えるものとする。 

また，劣化についても長期的な脆化などは問題とせず，短期間でのひ
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び割れの発生や，液の浸透を伴う膨潤を安全機能の喪失に影響を与えるも

のとする。 

ここで，漏えいした化学薬品に設備が曝露される期間を以下の考え方

により７日間と設定する。 

・規則の中でも，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安

全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量として，非常用発電機が７日間の連続運転をできる

量としている。また，基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドの中

でも外部の支援を期待しない約７日間を算定根拠として採用しており，本

項でも７日間化学薬品に曝露されても，安全機能が喪失しないことを指標

とする。

なお，これまでに六ヶ所再処理施設内で化学薬品の漏えいが発生した

場合の実績として，翌日までに最大600 Lの化学薬品の漏えいの中和・回

収がなされている。 
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３．再処理施設において用いられる化学薬品の抽出 

３．１ 再処理施設の事業所内に保有する化学薬品 

  再処理施設の事業所内で使用・保管されている化学薬品について，再処

理プロセスや再処理施設の運転管理等で使用される化学物質の購入量・使

用量の管理等に用いている化学物質管理システムにより抽出した。これら

の化学薬品は，事業所内の各所に約2,100種類保管している。 

３．２ 再処理プロセスで使用される化学薬品の抽出 

  ３．１で抽出した化学薬品は，再処理プロセスで使用されるものと，再

処理施設の運転管理等に使用するものとに大別される。 

  このうち，前者については再処理施設の安全上重要な施設において使用

する化学薬品として，第3.2表のとおり抽出した。これらの化学薬品は，

常設の配管・貯槽に保管されているものであり，再処理施設全体で多量に

取り扱う。 

第3.2表 再処理プロセスで使用される化学薬品 

化学薬品 主な使用目的 使用・保管場所 

硝酸 
使用済燃料の溶解 
核分裂生成物の洗浄 
アルカリ性廃液の中和処理

再処理施設全体 
(保管：試薬建屋) 

水酸化ナトリウム 
酸性廃液の中和処理 
有機溶媒の洗浄 

再処理施設全体 
(保管：試薬建屋) 

ＴＢＰ 
溶解液からのＵ，Ｐｕの抽
出  

分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

ｎ－ドデカン ＴＢＰの希釈 
分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

硝酸ヒドラジン 
硝酸ウラナスの分解抑制 
ＨＡＮの安定  

分離建屋，精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

硝酸ヒドロキシル
アミン（ＨＡＮ）

Ｐｕの還元 
精製建屋 
(保管：試薬建屋) 

硝酸ガドリニウム 溶解槽における臨界管理 前処理建屋 

151



補 4-11-7 

硝酸ナトリウム 
ガラス溶融炉供給液の成分
調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

炭酸ナトリウム 有機溶媒の洗浄 

分離建屋，精製建屋 
高レベル廃液ガラス
固化建屋 
(保管：試薬建屋) 

亜硝酸ナトリウム アジ化物の分解

前処理建屋， 
分 離 建 屋 ， 精 製 建
屋，高レベル廃液ガ
ラス固化建屋

模擬廃液 ガラス溶融炉の洗浄運転 
高レベル廃液ガラス
固化建屋 

調整液 
ガラス溶融炉供給液の成分
調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

溶解液 使用済燃料の溶解 
前処理建屋， 
分離建屋 

硝酸ウラニル 
溶解液からのＵ抽出 
Ｕ製品溶液 

分 離 建 屋 ， 精 製 建
屋 ， ウ ラ ン 脱 硝 建
屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋

硝酸プルトニウム 
溶解液からのＰｕ抽出 
Ｐｕ製品溶液 

分 離 建 屋 ， 精 製 建
屋，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋

硝酸ウラナス Ｐｕの還元 分離建屋，精製建屋 

放射性廃液 
Ｕ，Ｐｕ抽出後の廃液 
管理区域内での作業廃液 

再処理施設全体 

重油 ボイラ，発電機等の燃料 再処理施設全体 

ＮＯｘガス 
溶解液のよう素の追い出し 
Ｐｕの酸化 

前処理建屋，分離建
屋，精製建屋，ウラ
ン脱硝建屋

水素ガス 硝酸ウラナスの製造 精製建屋 

窒素ガス 貯槽内の不活性化 再処理施設全体 

酸素ガス 
廃ガス処理（ＮＯｘ回収の
ためのＮＯの酸化） 

前処理建屋 

模擬ガラスビーズ 
（廃液模擬成分を
含む） 

ガラス溶融炉の熱上げ及び
液位調整 

高レベル廃液ガラス
固化建屋 

放射性廃棄物 管理区域内での作業廃棄物 再処理施設全体 
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  一方，再処理施設の運転管理等に使用するものは，分析作業及び点検等

の非定常作業で使用するもので多種多様であるが，以下の対策を講じてい

る。 

・ 常時保管する分析用試薬については，消防法，労働安全衛生法，毒

物及び劇物取締法といった化学薬品に関する法令要求に準じて，管

理区分・種別に応じた管理保管を行っており，容易に漏えい・混合

しない対応としていること(第3.2図参照)

・ 分析用試薬の保管容器は，大きいもので20 Lのポリタンクがあるが，

分析作業用の少量容器に小分けして使用することから，１回あたり

の取扱量が少なく，漏えい時の影響が小さいこと

・ 直接取り扱うことから，漏えい発生時にも速やかに対処が可能であ

ること

なお，分析用試薬の保管場所は，防護対象からの離隔距離を確保する

とともに，保管容器若しくは薬品の保管部屋に防液堤を設置することによ

り漏えいが発生した場合においても拡大を防止する措置を講じている。 

以上の理由により，常時保管する分析用試薬については検討すべき化

学薬品として選定しない。 
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４．化学薬品の分類 

４．１ 化学薬品の物質の三態による分類 

再処理のプロセスは，主に常設の配管・貯槽において，使用済燃料を

硝酸で溶解した溶解液に対し，液体あるいは気体の化学薬品との化学反

応及び濃縮・蒸発等の物理反応を経て，製品と廃棄物を得る一連の工程

である。このため，常設の配管・貯槽で使用・保管する化学薬品におい

て，物質の三態（液体，気体，固体）に分類した。 

液体の化学薬品は，再処理プロセスにおいて，プロセス液や廃液等と

化学反応を起こすものや，溶媒として用いるものがあり，再処理におい

て化学薬品と呼ばれる物質の大部分を占める。 

気体の化学薬品は，酸化剤としてのＮＯｘガス，各反応器において使

用される窒素ガス，酸素ガス，水素ガスが存在する。なお，液体の化学

薬品から発生する揮発成分（蒸気を含む。）は，当該の液体の化学薬品

との直接接触による影響と比べて小さくなることから，揮発成分による

影響は液体の化学物質に包含する。 

固体の化学薬品は，漏えいが発生した場合においても，漏えい発生箇

所からの伝播が少なく，影響の範囲は限定される。 

化学薬品の物質の三態による分類結果を第4.1表に示す。 
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第4.1表 化学薬品の物質の三態による分類結果 

分類前の 
化学薬品 

常設の配管・貯槽で使用・保管する化学薬品 
（3.2参照） 

分類形態 
化学薬品の物質の三態による分類 

液体 気体 固体 

分類後の 
化学薬品 

・硝酸
・水酸化

ナトリウム
・ＴＢＰ
・ｎ－ドデカン
・硝酸ヒドラジン
・硝酸ヒドロ

キシルアミン
・硝酸

ガドリニウム 
・硝酸ナトリウム
・炭酸ナトリウム
・亜硝酸

ナトリウム
・模擬廃液
・調整液
・溶解液
・硝酸ウラニル
・硝酸

プルトニウム 
・硝酸ウラナス
・放射性廃液
・重油

・ＮＯｘガス
・水素ガス
・窒素ガス
・酸素ガス

・模擬ガラスビー
ズ

・放射性廃棄物

本項以降の 
分類 

（4.2参照） （4.3参照） － 
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４．２ 液体の化学薬品の分類 

４．２．１ 化学薬品の溶媒による分類 

4.1で選定した，常設の配管・貯槽で使用する液体の化学薬品において，

溶媒が水の場合（水溶液）と，溶媒が水以外の場合（非水溶液）に分類

した。 

化学薬品の溶媒による分類結果を第4.2.1表に示す。 

 

第4.2.1表 化学薬品の溶媒による分類結果 

分類前の 

化学薬品 

常設の配管・貯槽で使用・保管する液体の化学薬品 

（4.1参照） 

分類形態 
化学薬品の溶媒による分類 

水溶液 非水溶液 

分類後の 

化学薬品 

・硝酸溶液* 

・水酸化ナトリウム 

・硝酸ナトリウム 

・炭酸ナトリウム 

・亜硝酸ナトリウム 

・ＴＢＰ 

・ｎ－ドデカン 

・重油 

 

本項以降の 
分類 

（4.2.2参照） （4.2.3参照） 

* 硝酸溶液は，硝酸，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒドロキシルアミン，硝酸

ガドリニウム，模擬廃液，調整液，溶解液，硝酸ウラニル，硝酸プル

トニウム，硝酸ウラナス等の再処理プロセスで使用される硝酸系の化

学薬品の総称として用いる。 

 

 

157



 

補 4-11-13 

 

４．２．２ 水溶液の液性による分類 

水溶液は，その液性により酸性，中性及びアルカリ性に分類され，第4．

2.1表にて水溶液として挙げられた化学薬品の分類結果を第4.2.2表に示

す。 

 

第4.2.2表 水溶液の化学薬品の液性による分類結果 

分類前の 

化学薬品 

水溶液の化学薬品 

（4.2.1参照） 

分類形態 
化学薬品の液性による分類 

酸性 中性 アルカリ性 

分類後の 

化学薬品 

・硝酸溶液 ・硝酸 

ナトリウム 

・水酸化ナトリウム 

・炭酸ナトリウム 

・亜硝酸ナトリウム 

 

４．２．３ 非水溶液の液性による分類 

非水溶液の化学薬品として，ＴＢＰ，ｎ－ドデカン，燃料油がある。 

再処理施設では燃料油としてLSA重油を用いているが，これは汎用的に

広く用いられている物質であり，安全データシート(以下「ＳＤＳ」とい

う。)1)を参照しても，避けるべき材料として特に注意喚起は無い。 

一方，再処理施設では，再処理プロセスにおける有機溶媒としてＴＢ

Ｐとｎ－ドデカンを混合し，大量に使用している。これらのＳＤＳによ

ると，ＴＢＰについては「アクリル樹脂などのプラスチック，ゴム，被

膜剤を侵す。」と示されており2)，又，ｎ－ドデカンは再処理プロセスで

はほとんどがＴＢＰと混合して使用されることから，これらを合わせて

上記の燃料油とは別に評価することとした。 

 

非水溶液の化学薬品の液性による分類結果を第4.2.3表に示す。 
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第4.2.3表 非水溶液の化学薬品の液性による分類結果 

分類前の 

化学薬品 

非水溶液の化学薬品 

（4.2.1参照） 

分類形態 
非水溶液の化学薬品の反応性による分類 

有機溶媒 その他 

分類後の 

化学薬品 

・ＴＢＰ

・ｎ－ドデカン

・燃料油

４．３ 気体の化学薬品の分類 

4.1で選定した，常設の配管・貯槽で使用する気体の化学薬品において，

化学薬品防護対象への腐食又は劣化による化学的損傷を考えるため，腐

食性の気体と非腐食性の気体に分類した。 

再処理施設で使用する気体のうち，ＮＯｘガスは腐食性の気体に分類

され，酸素ガス，窒素ガス，水素ガスは腐食性を示さない気体に分類さ

れ，結果を第4.3表に示す。 

第4.3表 気体の化学薬品の腐食性による分類結果 

分類前の 

化学薬品 

常設の配管・貯槽で使用・保管する気体の化学薬品 

（4.1参照） 

分類形態 
化学薬品の腐食性による分類 

腐食性 非腐食性 

分類後の 

化学薬品 

・ＮＯｘガス ・水素ガス

・窒素ガス

・酸素ガス
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４．４ 腐食及び劣化の影響を与えない化学薬品の除外 

  4.1～4.3にて分類した化学薬品について，分類ごとの性質から化学薬品

防護対象設備への影響の有無を検討し，以下の分類については明らかに損

傷を与えないものとして除外する。 

(1)固体の化学薬品

腐食は，水が介在する「湿食」と，水が介在しない「乾食」に大別

され，固体の化学薬品は後者に属する。一般に，乾食は大気中で生じ

る反応であり，又，室温ではその反応速度は湿食と比べると著しく遅

いことから3)，ここでは損傷を与えないものとして扱う。 

(2)0.2 mol/L未満の硝酸溶液

硝酸溶液は，後述する材料選定フローにおいて，0.2 mol/L以上の硝

酸を内包する系統には，耐食性を有する材料を適用することと定めら

れている。これは第２回設工認申請の100℃における硝酸中のステンレ

ス鋼の腐食速度が硝酸濃度0.2 mol/Lで約0.01 mm/yと十分に小さくな

ること（第4.4図参照）と，これを踏まえた文献調査及び試験の結果か

ら設定したものである（別紙１参照）。これより，0.2 mol/L未満の硝

酸溶液については，損傷を与えないものとする。また，本書において

は，以降0.2 mol/L以上の硝酸を含む溶液を「硝酸溶液」と定義し，

0.2 mol/L未満のものは損傷を与えないものとして扱う。 
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第4.4図 304系ステンレス鋼の腐食評価線図 
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 (3)中性水溶液の化学薬品 

   中性水溶液中においても腐食は発生するが，中性環境下の腐食は溶液

中に溶け込んだ酸素（溶存酸素）が寄与する反応であり，酸素の拡散

速度に律速されるため，その速度は酸性の溶液と比較して遅い 4)。この

ため，化学薬品防護対象設備の機能喪失には至らないことから，損傷

を与えないものとして扱う。 

 

 (4)その他の非水溶性の化学薬品 

   4.2.3に示したとおり，その他の非水溶性の化学薬品である燃料油は

接触を避けるべき物質としての注意喚起が挙げられていない。このた

め，化学薬品防護対象設備の機能喪失に至るような損傷は与えないも

のとして扱う。 

 

 (5)非腐食性の気体の化学薬品 

   4.3に示したとおり，気体の化学薬品は腐食性の有無により分類して

おり，ＮＯｘガスを除く水素ガス，窒素ガス，酸素ガスは腐食性を有

さない。このうち，水素については感受性を有する材料に曝されるこ

とで水素脆化を引き起こすことが知られているが，水素脆化は材料内

部への水素の侵入により引き起こされるものがほとんどであるため，

長期的な環境因子によることが多い4)。 

   これらより，非腐食性に分類した水素ガス，窒素ガス，酸素ガスは化

学薬品防護対象設備の機能喪失に至るような損傷を与えないものとし

て扱う。 
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５．化学薬品の漏えいによる損傷を評価する構成部材の抽出 

再処理施設における安重施設の主な構成部材を第５表に示す。 

第５表 安重設備で使用されている主な構成部材 

材質 安重設備での使用例 

金属 

炭素鋼 化学薬品以外の貯槽，配管，フィル

タ類，ダクト，回転機器 等

ステンレス鋼 化学薬品を含む塔槽類，配管 等 

ジルコニウム 溶解槽 

ハステロイ 焙焼炉，還元炉 

アルミニウム 粉末缶，計装機器カバー 

コンクリート 躯体 

プラスチック 
ＰＶＣ ケーブル被覆 等

ポリエチレン 遮へい扉，遮へいスラブ 等 

ガラス 
ほうけい酸ガラス 遮へい窓 

ガラス繊維 フィルタろ材

  また，安全機能を構成する機器として，電気盤や電子部品を有する機器

が挙げられる。これは，基板に集積回路を配置した精密機器であり機械的

強度を必要としない材料厚みのため，配管，容器等の機器では問題となら

ない腐食速度でも影響を与える可能性があるため，上記の部材と併せて化

学薬品の漏えいによる機能の喪失について検討する。 
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６．構成部材の分類 

 (1)金属材料 

第５表に抽出した構成部材のうち，金属材料について耐食材料と一

般用材に分類した。このうち，ステンレス鋼及びジルコニウムは，第

７回設工認申請における材料選定フロー（第６図参照）に従い，耐食

材料に分類される。 

 

ステンレス鋼は，成分に含むＣｒが材料表面に酸化皮膜を形成し，

これが優れた耐食性を示すことが知られており，ジルコニウムはその

酸化物が皮膜となり耐食性を示すとされている4)。 

このことからも，ステンレス鋼及びジルコニウムは，化学薬品の漏

えいにより損傷を受ける構成部材から除外する。 

     

ハステロイは，ウラン・プルトニウム混合脱硝施設の焙焼炉，還元

炉に用いられているが，ステンレス鋼と同様にＣｒを含む耐食性に優

れた材料である3)ことから，化学薬品の漏えいによる損傷を受ける構成

部材から除外する。 
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(2)コンクリート

コンクリートは，砂，砂利などの骨材を，セメント水和物で結合さ

せた硬化物である。セメント水和物の主成分は水酸化カルシウム，ケ

イ酸カルシウム水和物などの塩基性塩であり，酸に反応して化学的に

影響を受ける。しかしながら，硝酸が接触した場合は表面に劣化生成

物の層を形成し，静的な環境下では，これが保護膜のはたらきをして

腐食の進展を抑制する5)。 

再処理施設のコンクリートは要求される遮へい機能に応じた十分な

厚さがあることから，安全機能として求められる閉じ込めや遮へい機

能が化学薬品の漏えい発生からその処理期間までにおいて喪失される

ことは考え難い。なお，化学薬品を取り扱う区域に対しては，エポキ

シ樹脂を代表とする耐薬品性を有する塗装が施されている。このため，

化学薬品の漏えいによる損傷を受ける構成部材から除外する。 

(3)ガラス

ガラスは，ホウ素，ケイ素を主成分とし，各種化学薬品の保管容器と

して用いられている。ガラスはフッ化水素酸により侵されることが知

られているが，再処理プロセスにおいてフッ化水素酸は使用しない。

また，高温の水酸化ナトリウムにおいても腐食するが，その腐食速度

は75℃でも約2mm/yであり6)，化学薬品の漏えいによる損傷を考慮する

程度のものではない。このため，化学薬品の漏えいによる損傷を受け

る構成部材から除外する。 
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上記に記載のない金属の一般用材である炭素鋼及びアルミニウム，プ

ラスチックについては，特に耐薬品性を有しているという根拠が無いため，

化学薬品の漏えいにより損傷を受ける構成部材とする。 

167



 

補 4-11-23 

 

７．化学薬品防護設備に影響を与える化学薬品の評価 

  ２項から４項で分類・選定した化学薬品と，５項から６項で選定した損

傷を受ける構成部材から，化学薬品の漏えいによる損傷の防止において評

価する化学薬品を検討した。 

 

  評価する化学薬品としては腐食及び劣化を引き起こす可能性のある４分

類のものとし，酸性水溶液，アルカリ性水溶液，有機溶媒及び腐食性ガス

を選定する。構成部材としては金属の一般用材及びプラスチックを選定す

る。 

  ここで，金属の一般用材は，防護対象設備に用いられる構成部材のうち，

一般用材としては大部分を占める炭素鋼で代表する。  

 

  また，プラスチックについては，代表的に検討するものとして以下のと

おり選定した。 

  ①防護対象となる設備において，再処理施設内で最も化学薬品と接液す

る可能性を有する露出面積の大きいものはケーブルである。 

  ②ケーブルの被覆（シース）材料は，ポリ塩化ビニル（以下「ＰＶＣ」

という。）とポリエチレンに大別される。 

  ③公開されているＰＶＣとポリエチレンの耐薬品性7)を比較すると，全

体としてはＰＶＣが劣る。 

  以上より，防護対象の構成部材として最も幅広く用いられているプラス

チックであり，耐薬品性に劣るＰＶＣを，検討するプラスチック材料とし

て代表する。 

 

評価の組合せを，評価を記載する項番号とともに第７表に示す。 
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第７表 影響を評価する化学薬品と構成部材の組合せ 

酸性水溶液 

(硝酸溶液) 

アルカリ性

水溶液 

(水酸化 

ナトリウム

水溶液) 

有機溶媒 

(ＴＢＰ，ｎ

－ドデカン) 

腐食性ガス 

(ＮＯｘ 

ガス) 

金属 

（炭素鋼） 
７．１．１ ７．２．１ ７．３．１ ７．４．１ 

プラスチック 

（ＰＶＣ） 
７．１．２ ７．２．２ ７．３．２ ７．４．２ 

  ここで，電子部品を有する機器への影響評価はＮＯｘガスのみを対象と

しているが，これは，電子部品を有する機器は「第11条 溢水による損傷

の防止」において，没水又は被水により損傷することとしており，化学薬

品として損傷を考慮する必要があるのは，気体の化学薬品のみとなるため

である。 

７．１ 硝酸溶液による影響評価 

７．１．１ 炭素鋼への影響評価 

  硝酸溶液は腐食性の強い溶液であり，耐食性の無い金属を容易に腐食さ

せる。炭素鋼試験片を硝酸溶液に浸漬させた腐食試験では，6 mol/L硝酸

において，最大で1.1 mm/hの腐食速度が得られている。 

  一方，再処理施設で適用している炭素鋼配管等には塗装が施されており，

炭素鋼に対して硝酸が直接接液することはないと考えられるため，その影

響について確認した。塗装を施した炭素鋼配管試験片に対して，0.2 

mol/L～13.6 mol/Lの硝酸への腐食試験を実施したところ，表面塗膜の膨

張等は確認されたものの，いずれの試験片においても24時間の浸漬で配管

内面への通液を伴う損傷は確認されなかった。 
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なお，試験溶液として設定した硝酸濃度0.2，6，13.6 mol/Lは，硝酸

溶液の下限濃度として0.2 mol/L，再処理施設で使用する最大の硝酸濃度

である13.6 mol/Lを上限としたものである。また，6 mol/Lは，炭素鋼に

対する腐食速度が最も大きくなる硝酸濃度（第7.1図参照）8)として設定

したものである。（6 mol/L=約31.5%HNO3） 

第7.1図 硝酸濃度と炭素鋼の腐食速度の関係8) 

試験結果より，硝酸溶液は接液により塗装が施された炭素鋼構造材に対

して速やかに影響を及ぼすものではないが，工場内のいたるところに存在

することから，接液リスクの高さを考慮し，より厳しい条件を与えるため

有意な影響を及ぼす化学薬品とする。 

７．１．２ ＰＶＣへの影響評価 

  硝酸溶液によるＰＶＣへの影響は，腐食試験により確認した。対象とす

るケーブルシースを0.2 mol/L～13.6 mol/Lの硝酸に最大32日間浸漬させ

た結果，いずれの試験においてもシース内部への浸透は確認されなかった。

また，浸漬後の時間経過による劣化影響を確認するため，同様の試験系で

24時間硝酸に浸漬させた後，気中に32日間静置した結果，いずれも内部へ
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の浸透は確認されなかった。 

  さらに，一般的な知見として，プラスチックの耐薬品性に関する指標が

公開されている。本指標は常用的に接液した環境における耐薬品性を示す

ものであり，この表の中でもＰＶＣの硝酸に対する影響は顕著でないこと

が示されているため，直ちに劣化等の影響を与えるものではない。 

 

７．２ アルカリ性水溶液による影響評価 

７．２．１ 炭素鋼への影響評価 

  アルカリ性水溶液の金属材料に対する腐食速度は，腐食性生物が皮膜を

形成することにより，酸に比べて遅い4)。アルカリ性水溶液に対する鉄の

腐食速度については，100℃，18.1 mol/Lの水酸化ナトリウム水溶液に対

する炭素鋼の24時間腐食試験により，約0.8 mm/yの腐食速度が報告されて

いる9)。これは，直ちに影響を与えるものではない。ただし，一般用材と

して防護対象設備の構成部材に用いられるアルミニウムは，両性金属と呼

ばれ，酸にもアルカリにも腐食されることが知られている4)。このため，

アルカリ性水溶液は，アルミニウムに対しては有意な影響を及ぼす化学薬

品とする。 

 

７．２．２ ＰＶＣへの影響評価 

  アルカリ性水溶液によるプラスチックへの影響は，硝酸と同様にＰＶＣ

に対する腐食試験により確認した。ケーブルシースを10 mol/Lの水酸化ナト

リウム水溶液に最大32日間浸漬させた結果，シース内部への浸透は確認され

なかった。また，気中静置試験においても，表面への白色変色が認められた

ものの，有意な影響は確認されなかった。 

  公開されているプラスチックに対する耐薬品性の指標においても，10 
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mol/L，70℃の条件ではやや劣るとあるものの，本指標は常用的に接液し

た環境における耐薬品性を示すものであり，さらに，再処理施設において

は当該環境での使用はなく，十分な耐薬品性が確認できる。 

  以上より，アルカリ性水溶液はプラスチックに対して直ちに影響を与え

るものではない。 

 

７．３ 有機溶媒による影響評価 

７．３．１ 炭素鋼への影響評価 

  有機溶媒は，その極性及びプロトン供与性の有無により腐食性が大きく

異なる。金属の腐食反応は電気化学的な反応であることから，溶液中にイ

オン性物質が溶解し易い場合（極性溶媒）において発生し易く，非極性溶

媒では発生しにくい。また，プロトン供与性は溶媒からの水素イオンの放

出し易さを示すものであり，放出された水素イオンが腐食に寄与すること

から，当該溶媒の腐食性に大きく影響する4)。 

  評価対象とするＴＢＰ及びｎ－ドデカンは，いずれも非極性溶媒であり，

かつプロトン供与性を有しないことから，金属に対する腐食性は顕著でな

く，有意な影響を与えない。 

 

７．３．２ プラスチックへの影響評価 

  プラスチックへの影響評価に関する試験は，有機溶媒に対しても実施し

ており，ＴＢＰとｎ－ドデカンの混合溶液（ＴＢＰ：30％）に浸漬させた

結果，浸漬開始から5～7日で有機溶媒のケーブルシース内部への浸透が確

認された。 

  これより，有機溶媒（ＴＢＰ及びｎ－ドデカン）はプラスチックに対し

て有意な影響を及ぼす化学薬品とする。 
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７．４ ＮＯｘガスによる影響評価 

７．４．１ 炭素鋼への影響評価 

  ＮＯｘガスによる炭素鋼への影響は，ＮＯｘ雰囲気中へ炭素鋼を曝露さ

せる腐食試験により確認した。6 mol/L硝酸中に炭素鋼片を浸漬して発生

させたＮＯｘガスを試験雰囲気として，当該雰囲気中に最大162時間炭素

鋼試験片を曝露させた結果，0.0014 mm/hの腐食速度となった。これは，

炭素鋼の0.2 mol/L硝酸溶液への腐食試験による腐食速度：0.016 mm/hと

比べて十分に小さく，直ちに有意な影響を与えるものではない。 

  しかしながら，電子部品を有する機器は，精密機器であることから，わ

ずかな腐食によっても機能を喪失する可能性がある。このため，ＮＯｘガ

スによる電子部品を有する機器への影響を試験により確認した。試験片と

してパソコンのメモリを用い，ＮＯｘガス雰囲気中に３日間曝露させる前

後で機能損傷の有無を確認することにより影響を評価するものとした。 

なお，本試験において電子部品を有する機器の代表としてパソコンのメ

モリを選定したのは，基板にチップを内蔵したＩＣが接続されており，最

も損傷が想定されるチップ及び接続部分を有するためである。また，曝露

期間を３日間としたのは，ＮＯｘガスが漏えいした場合においても，施設

内の換気設備の稼働により，ＮＯｘガスが滞留・蓄積することなく排気さ

れることを想定し，より厳しい条件を与えるため設定したものである。 

試験の結果，ＮＯｘ曝露後のメモリを装着したパソコンは正常に起動し

ないことが確認され，ＮＯｘによる影響が確認された。このため，ＮＯｘ

ガスは金属（電子部品）に対して有意な影響を及ぼす化学薬品とする。 
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７．４．２ プラスチックへの影響評価 

  ＮＯｘガスによる影響は，漏えいしたＮＯｘガスが空気中の水分に吸収

されて硝酸を形成することにより引き起こされるものであることから，硝

酸による影響に準ずるものと考える。硝酸によるプラスチックへの影響は，

7.2.2に示したとおり有意な腐食を引き起こさないことから，ＮＯｘガス

はプラスチックに対して有意な影響を与えない。 
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８．検討する化学薬品のまとめ 

７項にて整理した影響を評価する化学薬品と構成部材の組合せによる

評価結果を第８表に示す。 

 

第８表 第12条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止において 

検討する化学薬品   

化学薬品 

 

構成部材 

酸性水溶液 

(硝酸溶液) 

アルカリ性 

水溶液 

(水酸化 

ナトリウム) 

有機溶媒 

(ＴＢＰ， 

ｎ－ドデカン) 

腐食性ガス 

(ＮＯｘ 

ガス) 

炭素鋼， 

アルミニウム 
○ 

○ 

(アルミニウム) 
－ 

○ 

(電子部品) 

プラスチック － － ○ － 

○：影響（作用）あり 

 

  結果として，以下の化学薬品と構成部材の組合せを第12条 化学薬品の

漏えいによる損傷の防止において損傷の防止を検討する化学薬品として設

定する。 

 

   ・炭素鋼及びアルミニウムと硝酸溶液 

   ・アルミニウムとアルカリ性水溶液 

   ・プラスチックとＴＢＰ，ｎ－ドデカン 

   ・電子部品とＮＯｘガス 

 

なお，本表にて明示しない化学薬品については，化学薬品の分類の経

緯でいずれも検討対象から除外しており，損傷の防止を検討する化学薬品

として設定しない。 
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0.2 mol/L未満の硝酸溶液の除外について 

第12条 化学薬品の漏えいによる損傷の防止において，0.2 mol/L未満の硝

酸溶液は明らかに腐食および劣化の影響を与えないものとして除外するが，

この根拠について以下にまとめる。 

１．再処理プロセスにおける0.2 mol/L未満の硝酸溶液の位置づけ 

再処理プロセスで試薬として使用する硝酸は，試薬建屋から受け入れる非

放射性のものと，プロセス内で再利用するための回収酸が挙げられる。これ

らは，各建屋にて受け入れた際に使用済燃料の溶解や機器の除染とい った目

的に応じた濃度に希釈されるが，このうち0.2 mol/L未満で定常的に用いら

れるものの一部に，0.02 mol/Lまで希釈される回収酸がある。ただし，これ

らの硝酸は配管区分上，試薬として分類する設計としていることから，濃度

変動等の不確かさを考慮して，より厳しい条件を与えるため影響評価の対象

として選定することとしている。 

 一方，硝酸系の化学薬品としての硝酸溶液は，上記の硝酸試薬を再処理プ

ロセスで処理した際に発生する溶液を含み，化学反応や他の溶液との混合に

よって様々な硝酸濃度となるが，処理の過程で一時的に発生するものを除く

と，0.2 mol/L未満となるものは放射性廃液の一部のみである。 

 これらの配管は，不定期に発生するフロアドレンや定常的に発生する塔槽

類廃ガス処理設備の廃ガス洗浄液等を内包するもので，酸の混入も考えられ

ることから硝酸濃度：0.2 mol/L未満と設定しているものである。なお，定

常的に発生する廃ガス洗浄液の運転時の酸濃度は0.001 mol/L（pH＝3）程度

であり，この程度の酸濃度では被腐食性を有する代表的な構成部材である

炭素鋼に対しても，ほとんど影響を与えないとされている1)。
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したがって，再処理施設で取り扱う0.2 mol/L未満の硝酸溶液である廃ガ

ス洗浄液は，影響を与えないものとして除外する。 

 

２．0.2 mol/L 硝酸における腐食速度について 

再処理施設で定常的に発生する 0.2 mol/L 未満の硝酸溶液は，１項で

示したとおり酸濃度が 0.001 mol/L 程度の廃ガス洗浄液のみである一方で，

腐食および劣化の影響を与えないものとして，0.2 mol/L 未満の硝酸を影

響評価対象から除外する根拠を以下に示す。この 0.2 mol/L という閾値は，

第 7 回設工認申請における材料選定フローに記載の値を引用したものであ

る。当該の値は，ステンレス鋼に対する 0.2 mol/L 硝酸の腐食速度が

100℃においても 0.01 mm/y と十分に小さく，機器の材料選定において耐

食性を有する材料の選定を要求されないことを踏まえて設定したものであ

る。 

 

  ここでは，0.2 mol/L 未満の硝酸を化学薬品の漏えいによる損傷の防止

における評価対象から除外することの妥当性について，改めて検討する。 

 

炭素鋼に対する腐食については試験及び文献により確認しており，0.2 

mol/L 硝酸に炭素鋼を浸漬させた腐食試験の結果，48 時間の試験で

0.0025 mm/h の腐食速度を得ている（図１参照）。この腐食環境が７日間

続いたとした場合，0.42 mm の減肉となる。一方，再処理施設に適用され

ている炭素鋼配管の肉厚は最小 3.0 mm であり，0.2 mol/L 硝酸へ 1 週間

浸漬した場合においても，設計上の必要最小肉厚 1.4 mm は担保される。 
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硝酸濃度 6 h 24 h 48 h 

0.2 mol/L 0.022 mm/h 0.0054 mm/h 0.0025 mm/h 

※腐食速度は，それぞれ当該時間まで浸漬させた場合の値を示す。 

図１ 炭素鋼の硝酸腐食試験結果 

 

３．腐食反応について 

金属材料の腐食反応は，環境中に酸化剤が存在するときに起こるもの

であり，酸性水溶液中の鉄の腐食反応は，以下の反応式で表される。 

 

Fe + (1/2)O2 + 2H+ → Fe2+ + H2O 

 

この反応は，鉄の酸化反応と酸素の還元反応の電気化学反応に分解で

き，前者をアノード反応，後者をカソード反応という（図２参照）。 

 

Fe → Fe2+ + 2e   （アノード反応） 

(1/2)O2 + 2H+ + 2e → H2O （カソード反応） 
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図２ 金属腐食の電気化学モデル2) 

また，これらの腐食反応の進行は電気化学親和力（反応系と生成系の

電気化学ポテンシャルの差）で表され，アノード反応とカソード反応の電

気化学親和力の和が正のときに腐食反応が進むこととなる。これは，カソ

ード反応の平衡電位とアノード反応の平衡電位の差であり，すなわち腐食

反応の平衡電位が環境中における酸化剤の還元反応の平衡電位よりも低い

場合，その金属は腐食されることを示している。各種金属の溶解の平衡電

位と酸素および水素イオンの還元反応平衡電位を比較すると，酸性水溶液

（pH＝0）中では，鉄や亜鉛といった卑金属は水素発生型および酸素還元

型腐食のいずれも生じる可能性があるが，銀や銅などは酸素共存下ではじ

めて腐食する（図３参照）。 
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図３ 酸性水溶液中の金属の腐食電位域2) 

 

上記のとおり，酸による腐食は溶液中の水素イオンと腐食される金属

の反応によるものであり，腐食速度はその反応に律速されるものである。

腐食の進行により溶液中の水素イオンが消費されるため，十分な溶液との

接触では腐食速度は一定となるが，溶液量が少ない場合は水素イオンの消

費により，腐食速度は低下する。 

 

実際，炭素鋼に少量の硝酸（6 mol/L，4 mL）を滴下して，時間ごとの

腐食速度を測定したところ，図４のように，時間の経過とともに腐食速度

が低下することを確認している。また，硝酸濃度をパラメータとして同様

の試験を実施したところ，60分静置後の腐食速度は硝酸濃度と直線関係と

なった（図５参照）。これは，滴下した硝酸中の水素イオンが60分の静置

時間中に消費され，結果として水素イオン量（≒硝酸濃度）が反応量（≒

腐食速度）として現れたためと考えられる。 

 

181



 

補 4-11-37 

 

 

図４ 少量の硝酸滴下による腐食速度の低下 

 

 

図５ 少量の硝酸滴下による腐食速度の濃度依存性 
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４．0.2 mol/L 未満の硝酸による腐食影響評価 

１項から３項の検討結果を踏まえ，既設工認実績で，酸濃度 0.2 mol/L

未満の溶液は材料を規定するものではないこと，再処理施設で実際に取り

扱っている 0.2 mol/L 未満の硝酸溶液の酸濃度が 0.2 mol/L と比べて大幅

に小さいこと等から，0.2 mol/L 未満の硝酸については，化学薬品の漏え

いによる損傷の防止における影響評価の対象から除外する。 

なお，２項に示す 0.2 mol/L の試験結果は，試験条件による変動要因

を含んでおり，これらの不確かさを考慮して，0.2 mol/L 硝酸は防護対象

に影響を与える化学薬品として選定する。 

1) 柴田俊夫「炭素鋼の水溶液腐食」材料と環境 第63巻 第4号 p109-p115

（2014）

2) 腐食防食協会 編「腐食・防食ハンドブック」丸善株式会社

183



別紙２

補 4-11-39 

各種金属材料の組成（代表例） 

①炭素鋼

種類の記号 C Si Mn P S 

SS400 - - 0.050 

以下 

0.050 

以下 

S25C 0.22～ 

0.28 

0.15～ 

0.35 

0.30～ 

0.60 

0.030 

以下 

0035 

以下 

②ステンレス鋼

種類の 

記号 

C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N その 

他 

SUS304 0.08 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

8.00 

～ 

10.50 

18.00 

～ 

20.00 

- - - - 

SUS304L 0.030 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

9.00 

～ 

13.00 

18.00 

～ 

20.00 

- - - - 

SUS316 0.08 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

10.00 

～ 

14.00 

16.00 

～ 

18.00 

2.00 

～ 

3.00 

- - - 

SUS316L 0.030 

以下 

1.00 

以下 

2.00 

以下 

0.045 

以下 

0.030 

以下 

12.00 

～ 

15.00 

16.00 

～ 

18.00 

2.00 

～ 

3.00 

- - - 

③ジルコニウム

種類の記号 Zr + Hf Hf Fe + Cr H N C O 

R-Zr 99.2 

以上 

4.5 

以下 

0.2 

以下 

0.005 

以下 

0.025 

以下 

0.05 

以下 

0.16 

以下 

④ハステロイ

種類の記号 Ni Cr Mo W Fe Cu C その他 

Hastelloy C-22 残 22 13 3 3 - 0.015 

以下 

- 

Hastelloy G-30 残 30 5 3 15 1.7 0.03 

以下 

Nb+Ta： 

0.7 
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炭素鋼の硝酸腐食試験 

 

１．概要 

  種々の濃度の硝酸に炭素鋼を浸漬させた腐食試験を実施することにより，

再処理工場で硝酸漏えいが発生して炭素鋼に接液した場合の腐食影響につ

いて確認する。 

 

２．試験方法 

試験方法は，ステンレス鋼に対する腐食試験方法として定められてい

るJIS規格1)を参照し，影響を考慮する化学薬品に直接接触させることで

実態を模擬した条件とした。 

 (1)試験片 

   腐食試験に用いた試験片は，25 mm×15 mm×2.6 mm の炭素鋼片であ

り，600 番の研磨紙で湿式研磨したものを用いた。 

 (2)試験溶液 

   浸漬させる硝酸の濃度は，0.2，6，13.6 mol/L とし，それぞれ 500 

mL を用いた。 

(3)試験方法 

 ①500 mL のセパラブルフラスコに各試験液をそれぞれ入れ，ガラス製

の試験片ホルダに把持した炭素鋼試験片を室温にて浸漬させた。 

②腐食速度は，浸漬開始から 1 時間後及び 6 時間後に試験片を取り出

して純水洗浄の後に重量測定を行い，浸漬前後の重量減より算出し

た。 
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補 4-11-42 

炭素鋼塗装配管の耐薬品性確認試験 

１．概要 

 塗装済みの炭素鋼配管に対して，硝酸及び NOx ガス腐食試験を行い，炭

素鋼に塗装施工された場合の腐食影響について確認する。 

２．試験方法 

(1)試験片

試験に用いた炭素鋼は，再処理工場で実際に適用されている塗装を施

した配管材とし，5 cm に切断したものの両端を液体パッキン及び熱収

縮チューブにより封止することで，内部に試験液が入らないようにし

た。（図１参照） 

図１ 塗装配管試験片の外観・処置 

(2)試験溶液

①硝酸：試験に用いた硝酸は 0.2，3，６，13.6 mol/L のものとし，そ

れぞれ 250 mL を用いた。

②NOx ガス：セパラブルフラスコに入れた 6 mol/L 硝酸 200 mL 中で炭

素鋼を腐食させてフラスコ内に NOx ガスを充満させて試験系とした。
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(3)試験方法 

  ①セパラブルフラスコ内に設置したテフロン製の試験台に配管試験片を

載せ，試験液中に室温にて浸漬させた。NOx ガスへの曝露については，

NOx ガスを発生させる前に試験片を設置し，発生させたガスによる雰

囲気を保持した。（図２参照） 

  ②浸漬及び曝露開始後 24 時間で試験片を取り出し，塗膜の状態及び配

管内部に至る腐食の有無を確認した。 

 

  

図２ 塗装配管の浸漬・曝露試験状況 

（左：硝酸浸漬，右：NOx ガス曝露） 

 

３．試験結果 

  硝酸への浸漬，NOx ガスへの曝露のいずれの試験においても，塗装の膨

張が確認され，又，0.2 mol/L 硝酸への浸漬以外の試験片においては，塗

装表面の変色が確認された。しかしながら，硝酸腐食試験ではいずれの試

験片においても，内部への試験液の浸入は確認されず，NOx ガス腐食試験

では，配管内面に孔等の損傷が確認されなかったことから，配管内面に至

る腐食はないものと判断した。 
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別紙３－３

補 4-11-46 

ケーブルシースの耐薬品性確認試験

１．概要 

 再処理工場で使用されているケーブルのさや管（シース）に対して各種

薬品への腐食試験を実施し，再処理工場において薬品が漏えいした際の腐

食・劣化影響について確認する。 

２．試験方法 

(1)試験片

試験に用いたケーブルシースは，再処理工場において使用されている

ケーブルから以下の 3 種類を選定し，内部のケーブル類を除いたシー

スのみを使用した。

・M-ECXF 5C-2VV（難燃性低塩酸ビニルシース高周波同軸ケーブル）

・FR-CPV-S 1.25sq-2C（600V 制御用遮へい付難燃 EP ゴム絶縁

難燃性低塩酸ビニルシースケーブル） 

・600V CV（架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル）

各ケーブルシースの外側に PP チューブを設置し，底部に配置したア

ルミ棒をシールテープと液体パッキンにより封止することで試験液を

浸漬させるためのさや管を設置した。（図１参照） 
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図１ ケーブルシースの耐薬品性試験の試験材外観 

(2)試験液

浸漬させる化学薬品は，硝酸（0.2，3，6，13.6 mol/L），水酸化ナト

リウム水溶液（10 mol/L），TBP/n-ドデカン混合液とし，1 試験体あた

り約 5 mL を用いた。 

(3)試験方法

①準備した試験片に試験液をそれぞれ入れ，ケーブルシース外面を浸漬

させた。（全 18 条件，図２参照）

②浸漬後，1 日ごとにケーブルシース内面に pH 測定紙を挿入して，pH

の変動や試験紙の濡れにより浸透の有無を確認し，最大 7 日間継続し

た。

③試験終了後，ケーブルシースの外面を観察し，浸漬によるその他の影

響を確認した。
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図２ ケーブルシースの耐薬品性試験の状況 

 

３．試験結果 

  腐食試験の結果，以下の 3 ケースについてケーブルシース内部への試験

液の浸透が確認された。 

  ・M-ECXF 5C-2VV と TBP/n-ドデカン混合液：浸漬開始から 5 日目 

  ・FR-CPV-S 1.25sq-2C と TBP/n-ドデカン混合液：浸漬開始から 5 日目 

  ・600V CV と TBP/n-ドデカン混合液：浸漬開始から 7 日目 

  上記以外の硝酸及び水酸化ナトリウム水溶液の浸漬については，いずれ

のケーブルシースにおいても浸透は確認されなかった。 

 

  また，試験終了後の外観については，すべてのケーブルシースと化学薬

品の組み合わせで表面の光沢が失われる傾向が確認され，水酸化ナトリウ

ム水溶液に浸漬させたケーブルシースは，一部が白色に変色していること

が確認された。（図３参照） 
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図３ 腐食試験後のケーブルシースの外観（FR-CPV-S） 
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別紙３－４ 

補 4-11-50 

 

炭素鋼の NOx ガス腐食試験 

 

１．概要 

  炭素鋼を NOx ガス中に曝露させた腐食試験を実施することにより，NOx

ガスが漏えいした場合の炭素鋼への腐食影響について確認する。 

 

２．試験方法 

 (1)試験片 

   腐食試験に用いた試験片は，25 mm×15 mm×2.6 mm の炭素鋼片であ

り，600 番の研磨紙で湿式研磨したものを用いた。 

 (2)試験雰囲気 

セパラブルフラスコに入れた 6 mol/L 硝酸 200 mL 中で炭素鋼を腐食

させてフラスコ内に NOx ガスを充満させて試験雰囲気とした。 

 (3)試験方法 

  ①(2)に記載の方法で調製した NOx ガス雰囲気中に PFA 製のチューブを

用いて試験片を吊り下げることにより，室温にて曝露させた。なお，

曝露は NOx の発生が完了した後（炭素鋼が完全に溶解した後）に実施

した。（図１） 

 

 

図１ 炭素鋼の NOx ガス曝露試験の状況 
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②曝露開始から 1 日後及び 2 日後，6 日後，7 日後に試験片を取り出し

て，純水洗浄及び中性除錆剤を用いた表面処理後の重量測定により，

腐食速度を算出した。

３．試験結果 

 各時間で算出した腐食速度の結果を表１に示す。試験期間全体での腐食

速度は 0.0014 mm/h となった。 

表１ 炭素鋼の NOx ガス腐食試験結果 

NOxガス 

濃度 

０～24 

[h] 

24～47 

[h] 

47～138 

[h] 

138～162 

[h] 

162[h] 

累計 

成り行き 0.0019 

[mm/h] 

0.0017 

[mm/h] 

0.0009 

[mm/h] 

0.0025 

[mm/h] 

0.0014 

 [mm/h] 
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補 4-11-52 

 

電子部品の NOx ガス腐食試験 

 

１．概要 

  電子部品を有する機器は，被水により機能喪失が想定されることから，

液体の化学薬品については機能喪失と判断されるが，NOx ガスによる腐食

影響が不明であることから，試験により確認する。 

 

２．試験方法 

 (1)試験片 

   電子部品の試験片としてパソコンのメモリを選定し，当該メモリが健

全であることを確認した後に試験に供した。 

 (2)試験雰囲気 

セパラブルフラスコに入れた 6 mol/L 硝酸 200 mL 中で炭素鋼を腐食

させて NOx ガスを発生させ，当該の NOx ガスを試験片のみを設置した

セパラブルフラスコ内に導入することで試験雰囲気を調製した。（図１

参照） 

 

 (3)試験方法 

  ①健全性を確認したメモリを取り外し，(2)で構築した NOx ガス雰囲気

内に曝露させた。また，初期値として NOx ガス濃度をガス検知管によ

り測定した。 

  ②曝露開始から 3 日間後にメモリを雰囲気から取り出し，外観を観察し

た。この際，試験終了時のものとして NOx ガス濃度を測定した。 

  ③②で取り出したメモリをパソコンに再び設置し，当該パソコンの起動

確認を行った。 

197





図の凡例 ①溶解設備 ②清澄・計量設備 ③分離設備 ④分配設備 ⑤ウラン精製設備
⑥プルトニウム精
製設備

⑦ウラン脱硝設備
⑧ウラン・プルトニ
ウム混合脱硝設
備

⑨第１酸回収系，
⑩第２酸回収系

⑪～⑬ *1 ⑭～⑯ *2
⑰低レベル廃液
処理設備

備考

硝酸，回収硝酸 f 〇 〇
〇

約1 5～10mol/L
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

使用済硝酸 e 〇 〇 〇 〇 〇
〇

～約13mol/L
〇

溶解硝酸 g
〇

約6mol/L

廃ガス洗浄廃液 i 〇 〇 〇

a
〇

約3mol/L
〇

約3mol/L
〇

約3mol/L

b 〇
〇

約0 1～0 8mol/L
〇

約0 04～1mol/L
〇

0 2～0 5mol/L
〇

約0 2～4 4mol/L

c
〇

約1 8mol/L
〇

約1 8～7mol/L
〇

約4 4～7mol/L

高レベル濃縮廃液 d 〇 〇 〇
〇

約2～3mol/L

低レベル廃液 h 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇

〇 〇

〇

〇

〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇 〇

b 〇 〇 〇 〇

c 〇 〇 〇

アルカリ
性溶液

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
主に非定常の洗浄運転，
中和等に使用

〇

〇 〇
主に非定常の洗浄運転
等に使用

〇 〇

ボイラ，発電機等の燃料
に使用

〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇 〇 〇

〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

〇：再処理プロセスで使用される化学薬品 プロセス液等については硝酸濃度 [mol/L]を記載
*1：⑪高レベル廃液濃縮設備， ⑫高レベル廃液貯蔵設備， ⑬高レベル廃液ガラス固化設備
*2：⑭せん断処理・溶解廃ガス処理設備， ⑮高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備， ⑯塔槽類廃ガス処理設備

水素ガス

窒素ガス

酸素ガス

再処理施設の各工程で使用する化学薬品の例

硝酸溶液
系

硝酸

硝酸ウラニル溶液

硝酸プルトニウム溶液

放射性廃液

硝酸ヒドラジン

硝酸ヒドロキシルアミン（ＨＡＮ）

再処理施設で使用される化学薬品

硝酸ウラナス

硝酸ガドリニウム

模擬廃液

調整液

溶解液

ＮＯｘガス

有機溶媒
ＴＢＰ

ｎ－ドデカン

ウランを含む有機溶媒

プルトニウムを含む有機溶媒

固体 模擬ガラスビーズ
（廃液模擬成分を含む）

放射性廃棄物

水酸化ナトリウム

その他の
液体

硝酸ナトリウム

炭酸ナトリウム

亜硝酸ナトリウム

重油

気体

1
9
9
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その他の漏えい事象に対する確認について

その他の漏えい事象に対して，想定される事象を整理するとともに，

漏えいした化学薬品が安全機能に影響を及ぼさない設計となっているこ

とを確認する。

１. その他の漏えい事象の整理

化学薬品防護建屋内にて発生が想定される，化学薬品の漏えいにおけ

るその他の漏えい事象について第１表に整理する。

第１表 その他の漏えい事象

分類 想定事象

(1)機器ドレン ・サンプルシンクドレン 等

(2)機器損傷
（配管以外）

・開放端に繋がる弁のシートリーク
・弁グランドリーク
・ポンプシールリーク
・フランジリーク 等

(3)人的過誤 ・弁誤操作等

(4)非定常作業 ・事業所内にて化学薬品を受け入れる際の漏えい
・通常時使用しない機器・配管からの漏えい

(1) 機器ドレン

通常運転状態において発生するドレンであり，床及び機器ドレンフ

ァンネルにより排水可能な設計としている。

機器ドレンについては，化学薬品を系外にドレン（廃水）する機器

は存在しないため，化学薬品の漏えい源には該当しない。
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(2) 機器損傷（配管以外）

事象については，漏えい量は比較的少なく，漏えいした化学薬品は

床ドレンファンネルを経由して一般排水ピット等に溜まる設計とし

ている。

配管フランジや弁グランドからの漏えいは，内包する流体の種類・

温度・圧力等を考慮した適切な設備を選定しているため，設備が健全

である場合はにじみ程度であると考えられる。再処理施設の過去の化

学薬品の漏えい事象においては，いずれも不適切な構成部材の設備を

用いることにより，百数十リットル～数百リットルの化学薬品の漏え

いが発生している。 

前処理建屋：炭素鋼製閉止プラグを用いることにより，157 リット

ルの漏えいが発生。漏えいした設備はウラン試験用の

仮設である。 

ウラン脱硝建屋：耐薬品性のないパッキンを用いたため，約 0.6m3

の硝酸漏えいが発生。当事象を受け，全フランジ部を

調査し，適切なパッキンの材料（テフロン）を使用し

ていることを確認しており，以降大量の化学薬品漏え

いは発生していない。

203





補 5-3-4 

(3) 人的過誤

化学薬品防護対象設備を直接視認できないエリアからの誤操作に

よって，化学薬品防護対象設備を被液させるおそれのある開放部又は

水密処理されていない閉止部は化学薬品防護区画に設置しない設計

とすることから，当該区画における誤操作により生じる化学薬品の漏

えいは発生しない。

その他の人的過誤による漏えいは，「第 11 条 溢水による損傷の防

止」における「補足説明資料４－５」と同様である。 

(4) 非定常作業

事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学薬品としては，試薬

建屋の機器に内包される化学薬品，各建屋の機器に内包される化学薬

品並びに試薬建屋への受入れの際に運搬される化学薬品がある。事業

所内において化学薬品を貯蔵する施設については化学薬品が漏えい

し難い設計とするため，人為事象として試薬建屋への受入れの際に運

搬される化学薬品の漏えいを想定する。

試薬建屋へ受け入れる化学薬品は，硝酸，水酸化ナトリウム，炭酸

ナトリウム及び硝酸ヒドロキシルアミン，試薬建屋東側に隣接する地

下の貯槽に受け入れる化学薬品は，硝酸ヒドラジン，ＴＢＰ及びｎ－

ドデカンである。これらの化学薬品は，大型タンクローリにより試薬

建屋近傍まで運搬され，試薬建屋，又は試薬建屋東側に隣接して設置

される地下の貯槽への接続口にて受け入れる。この受入れまでの運搬

経路の例を第３図に示す。受入れの運搬経路の近傍には化学薬品防護

建屋が存在する。

205









補 5-3-8 

 

試薬建屋への化学薬品の受入れ作業は，試薬建屋内にある接続口に

ホースを接続し，作業員が常時立会いで実施するため，化学薬品が漏

えいしたとしてもすぐに対応することが可能である。しかしながら，

化学薬品の漏えいが発生・拡大した場合の評価として，試薬建屋への

化学薬品の受入れ作業時に漏えいが発生した場合における，試薬建屋

から最も近い化学薬品防護建屋である主排気筒管理建屋へ与える影

響を検討した。具体的には，試薬建屋入口において化学薬品を供給す

るタンクローリに積載している化学薬品の全量が漏えいし，漏えい地

点から扇形に広がった際の面積から没液高さを算出した。 

主排気筒管理建屋への影響評価結果を第２表に示す。建屋は十分な

厚さを有するコンクリート躯体の構築物である。10t タンクローリに

おける試算では，建屋の入口部（許容浸水深 0.3m）に対し，約 0.012m

の没液高さであることから，化学薬品の受入れ作業時に運搬した化学

薬品の全量が屋外に漏えいしたとしても，主排気筒管理建屋の化学薬

品防護対象設備の安全機能を損なうおそれはない。また，主排気筒管

理建屋より遠くにある建屋については，没液高さはより低くなるため

影響を受けることはない。 

試薬建屋に隣接する地下の貯槽への化学薬品の受入れに関しては，

試薬建屋の東側近傍に設置する接続口より受け入れる予定であるた

め，化学薬品の漏えい時における影響は上記と同様である。 
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補 5-3-9 

第２表 主排気筒管理建屋への影響評価結果 

再処理事業所設置高さ(m)*1 EL.+55.0 

許容浸水深(m)*1 0.3 

化学薬品防護建屋地表開口部高さ(m)*1 EL.+55.3 以上 

最大薬品漏えい量(m3)*2 約 13.4 

評価面積(m2)*3 約 1200 

没液高さ(m) 約 0.012 

*1：「第 11 条 溢水による損傷の防止」の「補足説明資料１１－３（１１条） 屋

外タンク等の溢水による敷地内の溢水影響評価」を参照。 

*2：再処理施設内の化学薬品の運搬車両として 10t タンクローリを想定。漏

えい量はより厳しい条件を与えるため，最も比重の小さい薬品であるｎ－

ドデカン（比重：0.75）の場合を想定（小数点以下第２位切り上げ）。 

*3：漏えいした化学薬品は，試薬建屋入口から主排気筒管理建屋の出入口側に中

心角 90 度の扇形に広がるものとして面積を想定。下図の斜線部を参照。 

斜線部面積
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補 5-3-10 

 

② 化学薬品の運搬経路上で発生する漏えい 

第６図に運搬経路近傍の化学薬品防護建屋の配置図を示す。 

化学薬品の運搬経路において万一，化学薬品の漏えいが発生した場

合は，運搬経路近傍にある化学薬品防護建屋への影響並びに運搬経路

の地下に設置されている洞道の排気口への流入が考えられる。 

運搬経路における化学薬品の漏えいの影響評価として，運搬経路に

最も近い入口部を有するウラン・プルトニウム混合脱硝建屋において，

運搬している化学薬品の全量が漏えいして建屋側に扇形に広がる場

合の影響を検討した。影響評価結果を第３表に示す。運搬経路に最も

近いウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においても，建屋の入口部（許

容浸水深 0.3m）に対し約 0.034m の没液高さであることから，運搬経

路において化学薬品が漏えいした場合でも運搬経路近傍の建屋内の

安全機能へ影響を与えない。 

洞道の排気口への流入に関しては，第６図に示すとおり洞道排気口

は１m 以上の排気口高さを有しており，運搬経路上で漏えいした化学

薬品が洞道排気口へ流入しない構造としているため，洞道内へ漏えい

した化学薬品が流入することはない。 
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補 5-3-13 

 

③ 化学薬品の受け入れ時及び運搬経路上で発生する漏えいの処理等 

化学薬品の受け入れ時及び運搬中に漏えいが発生した場合の処理等

に係る実施体制を第７図に示す。なお，化学薬品の漏えいに伴い発生す

る有毒ガスに対し，制御室及び緊急時対策所の居住性を確保するための

措置は，「安全審査 整理資料 第20条 制御室等」及び「安全審査 整

理資料 第26条：緊急時対策所」に示す。 

 

 

 

第７図 化学薬品の運搬中に漏えいが発生した場合の処理等

に係る実施体制 

 

化学薬品の受け入れ時及び運搬中に漏えいが発生した場合の処理等

に係る手順を以下に示す。また，終息活動のイメージを第８図に示す。 

なお，終息活動については，重大事故等の対処に必要な要員以外の再

処理事業所員が対応する。 

(1) タンクローリ等による化学薬品の受け入れ及び運搬に立ち会う作

業員は，化学薬品の漏えいが発生したことを担当課長に連絡する。 

214



補 5-3-14 

(2) 担当課長は，終息活動要員に防護具の着用及び化学薬品の漏えいを

終息させるために必要な措置を実施するよう指示するとともに，終

息活動の開始を統括当直長に連絡する。

(3) 終息活動要員は，担当課長の指示により，防護具を着用するととも

に，化学薬品の漏えいを終息させるために速やかに回収等の措置を

実施する。

(4) 終息活動要員は，化学薬品の漏えいが終息したことを確認後，担当

課長に終息活動完了を連絡する。

(5) 担当課長は，化学薬品の漏えいが終息したことを統括当直長に連絡

する。

第８図 終息活動のイメージ 
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補 5-3-15 

 

２. その他の漏えい事象に対する対応方針 

以上より，第１表に整理した事象は，上記に示した検知・対応により，

安全機能に影響を及ぼさないと考えられる。 

なお，機器の誤作動により，系外に液体を放出する発電炉に設置され

る格納容器スプレイのような設備は，再処理施設の化学薬品防護建屋に

はない。 

以 上 
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令和４年８月３日 R２ 

補足説明資料１１－４（１２条）
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補 11-4-1 

 

有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12 条） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「再処理施設の位

置、構造及び設備の基準に関する規則」（以下，「事業指定基準規則」とい

う。）の第 20 条（制御室等）の第３項第１号及び第 26 条（緊急時対策所）

第２項に係る基準適合性に関しては，既許可での申請範囲には含めず，別

途申請することとしていたことから，改めて基準適合性の確認が必要であ

る。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

事業指定基準規則においては，運転員及び緊急時対策所の指示要員の対

処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスの発生源に対し，有毒ガスの発

生を検出する装置及び警報装置その他の適切に防護するための設備の設置

といった有毒ガスの発生源，防護対象者及び防護対策（検知手段，防護措

置）に係る具体的要求事項が追加されている。第 12 条では，これらの要求

事項及び化学薬品の漏えいに対する安全機能を有する施設の防護に係る要

求事項に対し，有毒ガスの発生源（化学薬品の漏えい源）及び防護対象者

（化学薬品の取扱い及び漏えい対応を行う要員）の整理並びに防護対策（防

護措置）の設計方針を反映することが求められることから，これらの観点

で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（1／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内が化学薬品の漏えいの影響を受

ける場合においても，その安全機能を

確保するために，化学薬品の漏えいに

対して安全機能を損なわない方針と

する。 

 

 

 

ここで，安全機能を有する施設のう

ち，再処理施設内部で想定される化学

薬品の漏えいに対して，冷却，水素掃

気，火災及び爆発の防止，臨界防止等

の安全機能を維持するために必要な

設備（以下「化学薬品防護対象設備」

という。）として，安全評価上機能を期

待する安全上重要な機能を有する構

築物，系統及び機器を抽出し，これら

の設備が，没水，被水及び蒸気の影響

評価手法等を参考に，漏えいした化学

薬品の影響を受けて，その安全機能を

損なわない設計（多重性又は多様性を

有する設備が同時にその安全機能を

損なわない設計）とする。そのために，

化学薬品の漏えい防護に係る設計時

に再処理施設内において発生が想定

される化学薬品の漏えいの影響評価

（以下「化学薬品の漏えい評価」とい

う。）を実施する。 

 

 

1.7.16 化学薬品の漏えい防護に関

する設計 

1.7.16.1 化学薬品の漏えい防護に

関する設計方針 

 

 

事業指定基準規則の要求事項を踏

まえ，安全機能を有する施設は，再処

理施設が化学薬品の漏えいの影響を

受ける場合においても，その安全機能

を確保するために，化学薬品の漏えい

に対して安全機能を損なわない方針

とする。 

そのために，内部溢水ガイドを参考

に，化学薬品防護対象設備として，安

全評価上機能を期待する安全上重要

な機能を有する構築物，系統及び機器

を抽出し，これらの設備が，内部溢水

ガイドに示す没水，被水及び蒸気の影

響評価手法等を参考に，漏えいした化

学薬品の影響を受けて，その安全機能

を損なわない設計（多重性又は多様性

を有する設備が同時にその安全機能

を損なわない設計）とする。 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

本項目は概要であり，既許可の整理

は後述する「化学薬品取扱いの基本方

針」，「考慮すべき化学薬品の漏えい事

象」，「手順等」及び「化学薬品貯蔵供

給設備」の項目で整理する。 

 

■発生源 

既許可では申請書本文及び添付書

類並びに整理資料補足説明資料に発

生源を記載している。詳細は，6/46ペ

ージ参照。 

 

なお，本文，添付書類及び整理資料

とも，化学薬品の漏えいに伴う有毒ガ

スの発生源は，第９条（その他外部衝

撃）で建屋外へ放出される有毒ガスの

発生源としても整理されるが，第 12

条で考慮する有毒ガスの発生源につ

いては，第９条（その他外部衝撃）で

合わせて整理していることが明確化

されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記２のとおり後述する「化学薬品

取扱いの基本方針」，「考慮すべき化学

薬品の漏えい事象」，「手順等」及び「化

学薬品貯蔵供給設備」の項目で整理す

る。 

 

■有毒ガスの発生源 

 再処理施設内に存在する化学薬品

を網羅的かつ体系的に抽出した上で，

再処理施設の安全機能に影響を与え

る化学薬品（有毒ガス防護対象者への

影響を考慮すべき有毒ガスを含む）を

特定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左記２のとおり後述する「化学薬品

取扱いの基本方針」，「考慮すべき化学

薬品の漏えい事象」，「手順等」及び「化

学薬品貯蔵供給設備」の項目で整理す

る。 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文（反映事項あり：記載の

明確化） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

漏えいする化学薬品及び再処理

施設の安全機能を限定する記載

とはしておらず，化学薬品を網羅

的かつ体系的に抽出することは

読み取れるが，有毒ガス防護対象

者への影響を考慮すべき有毒ガ

スを含むことは読み取れないこ

とから，今回新たに「安全機能を

有する施設は，再処理施設内が化

学薬品の漏えいの影響（漏えいに

伴い発生する有毒ガスを含む。）

を受ける場合においても，その安

全機能を確保するために，化学薬

品の漏えいに対して安全機能を

損なわない方針とする。」と反映

することで，上記事項を明確化す

ることにより，左記に示す担保す

べき事項を満足する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

添付書類六 1.7.16.1において，

設備への腐食性を考慮して化学

薬品を網羅的に抽出したことは

読み取れるが，人体への悪影響を

考慮して抽出していることが読

み取れないことから，今回新たに

「安全機能を有する施設は，再処

⑤ 6/46, 9/46, 11/46へ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（2／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
11
-
4
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

■防護対象者

本文では化学薬品の漏えいに対し

て安全機能を有する施設の安全機能

を損なわない方針とすることを記載

している。 

添付書類では有毒ガス防護対象者

について「1.7.16.2 再処理施設にお

ける化学薬品取扱いの基本方針」にて

以下の防護対象者を記載している。 

 運転員

 従事者

■有毒ガス防護対象者

安全機能を有する施設の安全機能

を損なわないために，有毒ガス対応と

して，再処理事業所内の複数の箇所で

対応が必要になる再処理施設の特徴

を考慮し，制御室の運転員，敷地内の

作業員等を防護対象として担保する

必要がある。 

このため，中央制御室の運転員，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の運転員，敷地内の作業員及

び設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を有毒ガ

ス防護対象者としていること。

理施設内が化学薬品の漏えいの

影響（漏えいに伴い発生する有毒

ガスを含む。）を受ける場合にお

いても，その安全機能を確保する

ために，化学薬品の漏えいに対し

て安全機能を損なわない方針と

する。」と反映することで，左記に

示す担保すべき事項を満足する。 

・補足説明資料（反映事項あり：補足

説明資料の追加） 

有毒ガスの発生源の観点で，急

性毒性又は中枢神経への影響を

及ぼすおそれのある再処理施設

内の化学薬品の漏えいを考慮す

る固定源・可動源は，第 9条補足

説明資料 5-9で整理する。 

■有毒ガス防護対象者

・申請書本文（反映事項あり：記載の

明確化） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

漏えいする化学薬品及び再処理

施設の安全機能を限定する記載

とはしておらず，化学薬品を網羅

的かつ体系的に抽出することは

読み取れるが，有毒ガス防護対象

者への影響を考慮すべき有毒ガ

スを含むことは読み取れないこ

とから，今回新たに「安全機能を

有する施設は，再処理施設内が化

学薬品の漏えいの影響（漏えいに

伴い発生する有毒ガスを含む。）

を受ける場合においても，その安

全機能を確保するために，化学薬

品の漏えいに対して安全機能を

損なわない方針とする。」と反映

することで，上記事項を明確化す2
2
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（3／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文及び添付書

類（「1.7.16.2 再処理施設における

化学薬品取扱いの基本方針」）並びに

整理資料補足説明資料に防護措置を

記載している。防護措置の詳細は，

9/46ページ参照。 

なお，本文，添付書類及び整理資料

とも，有毒ガスの終息活動を行うため

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

想定される有毒ガスに対し，中央制

御室及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の外気との連絡

口を遮断又は中央制御室内空気の再

循環運転を行うこと，防護具を着用す

ること。また，敷地内の作業員を防護

に必要な資機材を配備すること。 

緊急時対策建屋の外気との連絡口

ることにより，左記に示す担保す

べき事項を満足する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

有毒ガス防護対象者が読み取

れない記載となっていることか

ら，今回新たに，「1.7.16.1 化学

薬品の漏えい防護に関する設計

方針」の既存の記載の後に，「運転

員への影響を防止することで」及

び「設計基準事故及び重大事故等

の対処に必要な指示を行う要員

への影響を防止することで」と記

載を追加することで，左記のう

ち，中央制御室及び使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の運転員及び設計基準事故及

び重大事故等の対処に必要な指

示を行う要員を防護することを

明確化する。また，敷地内の作業

員については後述の章項目で記

載することで左記に示す担保す

べき事項を満足する。 

・補足説明資料（反映事項なし）  

本文，添六で防護対象者が読み

取れる記載となっており足説明

資料への反映事項はない。 

 

■有毒ガス防護措置 

・申請書本文（反映事項なし） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

「安全機能を有する施設は，再処

理施設内が化学薬品の漏えいの

影響を受ける場合においても，そ

の安全機能を確保するために，化

学薬品の漏えいに対して安全機

能を損なわない方針とする。」と2
2
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（4／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の手順及び体制を示していない。 

 

 

を遮断し，緊急時対策建屋内空気の再

循環運転を行うこと，防護具を着用す

ること。 

 

記載している。 

従って，安全機能を有する施設

の安全機能の確保に必要な要員

に有毒ガス防護措置を行うこと

が読み取れることから，反映事項

はない。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

有毒ガス防護対象者に対する

防護措置が読み取れない記載と

なっていることから，今回新たに

「1.7.16.1 化学薬品の漏えい防

護に関する設計方針」の既存の記

載の後に，「漏えいした化学薬品

から有毒ガスが発生し，中央制御

室及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室に到達す

るおそれがある場合には，必要に

応じて外気との連絡口を遮断又

は中央制御室内空気の再循環運

転を行うこと，防護具を着用する

こと等により，運転員への影響を

防止することで安全機能を有す

る施設の安全機能を損なわない

設計とする。また，緊急時対策建

屋に有毒ガスが到達するおそれ

がある場合には，必要に応じて外

気との連絡口を遮断し，緊急時対

策建屋内空気の再循環運転を行

うこと，防護具を着用すること等

により，設計基準事故及び重大事

故等の対処に必要な指示を行う

要員への影響を防止することで

安全機能を有する施設の安全機

能を損なわない設計とする。」と

記載することで，有毒ガス防護対

象者のうち，中央制御室及び使用2
2
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（5／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の運転員及び設計基

準事故及び重大事故等の対処に

必要な指示を行う要員を防護す

ることを明確化する。 

また，敷地内の作業員について

は後述の章項目で記載すること

で先に示す担保すべき事項を満

足する。 

なお，運転員及び設計基準事故

及び重大事故等の対処に必要な

指示を行う要員の有毒ガス防護

措置に関する具体的事項は事業

指定基準規則第 20条及び第 26条

にて考慮していることを明確化

するために，今回新たに「有毒ガ

スが発生した場合に再処理施設

の安全性を確保するために必要

な措置をとるための具体的な事

項は，「6.1.4 制御室」及び「6.1.5 

制御室換気設備」並びに「9.16 緊

急時対策所」に記載する。」と記載

を追加する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

本文，添六で防護対措置が読み取

れる記載となっており，補足説明

資料への反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2
2
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（6／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内が化学薬品の漏えいの影響を受

ける場合においても，その安全機能を

確保するために，化学薬品の漏えいに

対して安全機能を損なわない方針と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.2 再処理施設における化学

薬品取扱いの基本方針 

再処理施設においては，液体として

硝酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ

－ドデカン，硝酸ヒドラジン，硝酸ヒ

ドロキシルアミン（以下「ＨＡＮ」と

いう。），硝酸ガドリニウム，硝酸ナト

リウム，炭酸ナトリウム，亜硝酸ナト

リウム，硫酸，ヒドラジン，りん酸ナ

トリウム及び模擬廃液並びに気体と

して窒素酸化物（以下「ＮＯｘ」とい

う。）ガス，水素ガス，窒素ガス，酸素

ガス等の化学薬品を使用する。これら

の化学薬品のうち，再処理におけるプ

ロセス工程（以下「再処理プロセス」

という。）において大量に取り扱う硝

酸，水酸化ナトリウム，ＴＢＰ，ｎ－

ドデカン，硝酸ヒドラジン，ＨＡＮ及

び炭酸ナトリウムは，試薬建屋の化学

薬品貯蔵供給設備に貯蔵し，必要な量

を各施設の化学薬品貯蔵供給系に移

送する設計とする。 

 

 

 

1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学

薬品の設定のための方針 

設計図書（施工図面等）及び必要に

応じ現場確認等により再処理事業所

内に存在する全ての化学薬品及び化

学薬品防護対象設備の構成部材を網

羅的に抽出し，その中から構成部材の

腐食試験等を踏まえ，短時間で安全機

能を損なうおそれのある化学薬品を

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文及び添付書

類並びに整理資料補足説明資料に以

下の発生源を記載している。 

 硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，

n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，

HAN，硝酸ガドリニウム，硝酸ナ

トリウム，炭酸ナトリウム，亜

硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラ

ジン，りん酸ナトリウム，模擬

廃液 等 

 NOxガス，水素ガス，窒素ガス，

酸素ガス 等 

 副次的影響を考慮するもの 

 漏えいにより生じる腐食性

ガスの発生について，既許

可の「補足説明資料 4-5 壁，

防水扉，堰等による化学薬

品への漏えい経路への対策

について」に記載している。 

 

なお，本文，添付書類及び整理資料

とも，化学薬品の漏えいに伴う有毒ガ

スの発生源は，第９条（その他外部衝

撃）で建屋外へ放出される有毒ガスの

発生源としても整理されるが，第 12

条で考慮する有毒ガスの発生源につ

いては，第９条（その他外部衝撃）で

合わせて整理していることが明確化

されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

再処理施設内に存在する化学薬品

を網羅的かつ体系的に抽出した上で，

再処理施設の安全機能に影響を与え

る化学薬品（有毒ガス防護対象者への

影響を考慮すべき有毒ガスを含む）を

特定すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文（反映事項あり：記載の

明確化） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

漏えいする化学薬品及び再処理

施設の安全機能を限定する記載

とはしておらず，化学薬品を網羅

的かつ体系的に抽出することは

読み取れるが，有毒ガス防護対象

者への影響を考慮すべき有毒ガ

スを含むことは読み取れないこ

とから，今回新たに「安全機能を

有する施設は，再処理施設内が化

学薬品の漏えいの影響（漏えいに

伴い発生する有毒ガスを含む。）

を受ける場合においても，その安

全機能を確保するために，化学薬

品の漏えいに対して安全機能を

損なわない方針とする。」と反映

することで，上記事項を明確化す

ることにより，左記に示す担保す

べき事項を満足する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

添付書類六 1.7.16.2において，

化学薬品の取扱いの基本方針と

して，再処理施設で取り扱う化学

薬品を列挙している。また，添付

書類六 1.7.16.3.2において，「設

計図書（施工図面等）及び必要に

応じ現場確認等により再処理事

業所内に存在する全ての化学薬

品及び化学薬品防護対象設備の

構成部材を網羅的に抽出し，その

中から構成部材の腐食試験等を

踏まえ，短時間で安全機能を損な

うおそれのある化学薬品を設定

④ 15/46から 

 

⑤ 1/46から 

 

2
2
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（7／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 化学薬品の漏えいが生じるお

それのある区画及び漏えいが伝

播するおそれのある経路並びに

それらに設置する機器等につい

ては，耐薬品性を有する塗装材

の塗布等により，漏えいにより

生じる腐食性ガスの発生等の副

次的な影響を低減する設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

５．硝酸と炭素鋼との反応により生成

するＮＯｘの発生量抑制 

硝酸と炭素鋼は硝酸濃度に応じて

さまざまな反応を示すが，濃硝酸の領

域では主に以下のようになる。 

Ｆｅ＋6ＨＮＯ3→Ｆｅ（ＮＯ3）3＋

3ＮＯ2＋3Ｈ2Ｏ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。」 と記載しており，設備へ

の腐食性を考慮して化学薬品を

網羅的に抽出したことは読み取

れるが，人体への悪影響を考慮し

て抽出していることが読み取れ

な い こ と か ら ， 今 回 新 た に

1.7.16.3に「有毒ガスの発生の観

点では，有毒ガスの発生要因（揮

発，分解，接触，燃焼等）を踏ま

え，急性毒性又は中枢神経への影

響を及ぼすおそれのある化学薬

品（構成部材と反応する場合を含

む。）を抽出する」と反映すること

で，上記事項を明確化することに

より，左記に示す担保すべき事項

を満足する。 

・補足説明資料（反映事項あり：補足

説明資料の追加） 

有毒ガスの発生源の観点で，急

性毒性又は中枢神経への影響を

及ぼすおそれのある再処理施設

内の化学薬品の漏えいを考慮す

る固定源・可動源は，第 9条補足

説明資料 5-9で整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 10/46から 

 

2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（8／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 3-1 作業員の安全確

保に係る対応について】 

１．基本的な考え方 

再処理施設は，原子力施設であると

ともに，化学工場であることから，放

射性物質のみならず，化学薬品の人体

への危険性・有害性を認識し，化学薬

品の取扱いに係る法令及びこれまで

の経験に基づき，設備対応と運用管理

を行い，作業従事者の安全を確保して

いる。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（9／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
10 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内が化学薬品の漏えいの影響を受

ける場合においても，その安全機能を

確保するために，化学薬品の漏えいに

対して安全機能を損なわない方針と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設における化学薬品の取

扱いは，「消防法」，「労働安全衛生法」

及び「毒物及び劇物取締法」の要求を

満足するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，化学薬品の漏えいに備えた運

転員の安全確保に係る対応として，作

業リスクに応じた保護具の装着や漏

えい発生時の作業員の対応を定め，必

要な資機材の配備，対応に係る教育訓

練等を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．化学薬品に関する労働安全衛生法

等に基づく対応 1 

労働安全衛生法，消防法等の要求に

対し，以下の対応を行い，化学薬品に

対する安全を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 3-1 作業員の安全確

保に係る対応について】 

４．作業リスクに応じた保護具の装着 

作業員は，作業安全管理要領や放射

線管理計画書に従い，管理区域内での

作業に当たって，作業環境並びに取り

扱う化学物質の物性・危険性・有害性

に応じて，適切な保護具を着装するこ

とにより，放射性物質・化学薬品の万

一の漏えいに備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文及び添付書

類並びに整理資料補足説明資料に以

下の防護措置を記載している。 

 「消防法」，「労働安全衛生法」，

「毒物及び劇物取締法」，「高圧

ガス保安法」の要求を満足する 

 各法令では，化学薬品の性状

に応じた保管管理方法や漏え

い及び漏えいの拡大防止措

置，漏えい時の警報設備や除

害に必要な設備の設置，防護

具の配備，定期的な保守点検

等が求められており，それら

は社内規定に反映されてい

る。 

 飛散防止措置 

 機器の継ぎ手部からの化

学薬品の漏えいについて

は，既許可の整理資料「第

12条：化学薬品の漏えい

による損傷の防止 補足

説明資料 5-3 その他の

漏えい事象に対する確認

について」で飛散防止カ

バー等の設置と管理によ

り，漏えいの拡大・飛散

防止を図ることとしてい

る。 

 腐食性ガスの発生等の副次的

な影響を低減する設計 

 腐食性ガスの発生量低減

については，硝酸配管近

傍のダクト等に耐薬品性

を有するエポキシ樹脂系

の塗装を施す措置を講じ

ることとしている。 

■有毒ガス防護措置 

想定される有毒ガスに対し，中央制

御室及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の外気との連絡

口を遮断又は中央制御室内空気の再

循環運転を行うこと，防護具を着用す

ること。 

また，敷地内の作業員に対し，化学

薬品及び化学薬品から発生する有毒

ガスから防護するための必要な手順

の整備，資機材の配備を行うこと。 

緊急時対策建屋の外気との連絡口

を遮断し，緊急時対策建屋内空気の再

循環運転を行うこと，防護具を着用す

ること。 

また，再処理施設内の化学薬品の安

全管理に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・申請書本文（反映事項あり：記載の

追加） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

「安全機能を有する施設は，再処

理施設内が化学薬品の漏えいの

影響を受ける場合においても，そ

の安全機能を確保するために，化

学薬品の漏えいに対して安全機

能を損なわない方針とする。」と

記載していることから，化学薬品

の漏えい時の対応を行う有毒ガ

ス防護対象者を化学薬品（有毒ガ

スを含む）から防護すること読み

取れるが，再処理施設内の化学薬

品の安全管理に係る手順に係る

記載がないことから，今回新たに

「また，再処理施設内の化学薬品

の安全管理に係る手順を整備す

る。」と記載の追加することで，左

記に示す担保すべき事項を満足

する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可添付書類において，化学

薬品の取扱いの基本方針として，

「化学薬品の漏えいに備えた運

転員の安全確保に係る対応とし

て，作業リスクに応じた保護具の

装着や漏えい発生時の作業員の

対応を定め，必要な資機材の配

備，対応に係る教育訓練等を実施

している。」と記載している。 

また，添付書類六 1.7.16.7.8 

(5)において，「化学薬品の漏えい

発生後の回収等に関する手順を

定める。」と記載している。 

① 11/46へ 

 

⑤ 1/46から 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（10／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
11 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学薬品の取扱いの基本方針とし

て，再処理施設及び従事者の安全性を

確保するために，以下の安全設計及び

対策を行う。 

(１) 化学薬品を内包する設備は，

化学薬品の性状に応じた材料を

選定し，腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品

が通過する機器の継ぎ手部は，

化学薬品の性状に応じて適切な

材料を選定するとともに，化学

薬品が継ぎ手部から漏えいした

際に従事者に飛散する可能性が

ある場合には，飛散防止措置を

講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 化学薬品の漏えいが生じるお

それのある区画及び漏えいが伝

播するおそれのある経路並びに

それらに設置する機器等につい

ては，耐薬品性を有する塗装材

の塗布等により，漏えいにより

生じる腐食性ガスの発生等の副

次的な影響を低減する設計とす

る。 

【補足説明資料 5-3 その他の漏えい

事象に対する確認について】 

(2)機器損傷（配管以外） 

（略） 

また，過去に発生した硝酸漏えい事

象を受け，再処理施設内（非管理区域

を含む）のフランジ接続部等への飛散

防止カバー等の設置について管理し

ている（第２図参照）ため，漏えいの

拡大防止・対応が可能な設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

５．硝酸と炭素鋼との反応により生成

するＮＯｘの発生量抑制 

硝酸と炭素鋼は硝酸濃度に応じて

さまざまな反応を示すが，濃硝酸の領

域では主に以下のようになる。 

Ｆｅ＋6ＨＮＯ3→Ｆｅ（ＮＯ3）3＋

3ＮＯ2＋3Ｈ2Ｏ 

（略） 

従って，化学薬品防護対象設備の近

傍において硝酸と炭素鋼との反応に

よりＮＯｘが生成することを抑制す

るため，硝酸配管の近傍に比較的大き

な表面積を持つ炭素鋼製の設備（例：

化学薬品防護対象設備でないダクト）

がある場合は，その設備に耐薬品性を

有するエポキシ樹脂系の塗装を施す

措置を講じる。 

 

 化学薬品の漏えいに備えた運

転員の安全確保 

 作業リスクに応じた保護

具を着装する 

 漏えい発生時の作業員の

対応を定める 

 必要な資機材を配備する 

 化学薬品を取り扱う

従事者，運転員の安全

確保については，化学

薬品の取扱いに係る

法令及びこれまでの

経験に基づき，設備対

応と運用管理を行う

こととしている。 

なお，本文，添付書類及び整理資料

とも，有毒ガスの終息活動を行うため

の手順及び体制を示していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方，上記の安全確保に係る運

転員以外の有毒ガス防護対象者

にも適用することが読み取れな

い こ と か ら ， 今 回 新 た に

「1.7.16.2 再処理施設におけ

る化学薬品取扱いの基本方針」に

「化学薬品の漏えい及び化学薬

品の漏えいに伴い発生する有毒

ガスに備えた運転員，敷地内の作

業員等の安全確保に係る対応と

して」と反映する。 

また，制御室の運転員及び設計

基準事故及び重大事故等の対処

に必要な指示を行う要員に対す

る有毒ガス防護措置については

「1.7.16.1 化学薬品の漏えい

防護に関する設計方針」で記載す

ることで左記に示す担保すべき

事項のうち，有毒ガス防護対象者

への防護措置を満足する。 

さらに，再処理施設内における

化学薬品の漏えい及び化学薬品

の漏えいに伴い発生する有毒ガ

スの発生の防止及び低減のため

の措置を定めることが読み取れ

な い こ と か ら ， 今 回 新 た に

「1.7.16.2 再処理施設におけ

る化学薬品取扱いの基本方針」

「再処理施設内の化学薬品の安

全管理に係る手順を定める。以下

に化学薬品の安全管理に対する

必要な手順等を示す。 

(１) 敷地内で保有する化学薬

品の種類，量，濃度等については，

化学薬品から発生する有毒ガス

の影響を考慮し，制限を設ける。 

(２) 敷地内への化学薬品の受③ 7/46 へ 
 

② 11/46 へ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（11／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
12 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅰ) 安全機能を有する施設 

(ｄ) 化学薬品の漏えいによる損傷の

防止 

 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内が化学薬品の漏えいの影響を受

ける場合においても，その安全機能を

確保するために，化学薬品の漏えいに

対して安全機能を損なわない方針と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，化学薬品の漏えいに備えた運

転員の安全確保に係る対応として，作

業リスクに応じた保護具の装着や漏

えい発生時の作業員の対応を定め，必

要な資機材の配備，対応に係る教育訓

練等を実施している。 

 

 

 

 

化学薬品の取扱いの基本方針とし

て，再処理施設及び従事者の安全性を

確保するために，以下の安全設計及び

対策を行う。 

(１) 化学薬品を内包する設備は，

化学薬品の性状に応じた材料を

選定し，腐食し難い設計とする。 

(２) 化学薬品を内包又は化学薬品

が通過する機器の継ぎ手部は，

化学薬品の性状に応じて適切な

材料を選定するとともに，化学

薬品が継ぎ手部から漏えいした

際に従事者に飛散する可能性が

ある場合には，飛散防止措置を

講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入れに当たっては，敷地内の運搬

ルート及び運搬先を含めた運搬

計画を定める。運搬計画の策定・

変更に当たっては，有毒ガスが発

生した場合の「6.1.4.4.1 中央制

御室」，「6.1.4.4.2 使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室」及び「9.16.1.4(１) 緊急時

対策所」における有毒ガス防護に

係る影響評価結果に影響を及ぼ

さないことを確認する。特に，常

温付近に沸点を有し，漏えい発生

時に有毒ガスを発生する化学薬

品の受入れについては，外気温を

考慮する。 

(３) 敷地内への化学薬品の受

入れ時は，敷地内で複数の輸送容

器による化学薬品の運搬は同時

に行わない。 

(４) 敷地内への化学薬品の受

入れ時は，立会人を設け，漏えい

又は異臭等の異常を確認した場

合には通信連絡設備により当該

事象の発生を必要な箇所に通報

連絡する。また，敷地外の化学薬

品の漏えいについては，公的機関

から情報を入手した者等が，通信

連絡設備により当該事象の発生

を必要な箇所に通報連絡する。」

と記載を追加することにより，左

記に示す担保すべき事項のうち

再処理施設内における化学薬品

の安全管理に係る手順を満足す

る。 

・補足説明資料（反映事項あり） 

今回新たに「化学薬品の受け入

れ時及び運搬中に漏えいが発生

② 10/46から 
 

① 9/46から 
 ⑤ 1/46から 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（12／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
13 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文に以下の防

護対象者を記載している。 

 運転員 

 従事者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

安全機能を有する施設の安全機能

を損なわないために，有毒ガス対応と

して，再処理事業所内の複数の箇所で

対応が必要になる再処理施設の特徴

を考慮し，制御室の運転員，敷地内の

作業員等を防護対象として担保する

必要がある。 

このため，中央制御室の運転員，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の運転員，敷地内の作業員及

び設計基準事故及び重大事故等の対

処に必要な指示を行う要員を有毒ガ

ス防護対象者としていること。 

 

した場合の処理等に係る手順を

以下に示す。（一部抜粋）」ことを

補足説明資料 3-1及び 5-3に反映

することで，化学薬品の回収によ

り，有毒ガスの終息が可能である

ことを明確化することにより，左

記に示す担保すべき事項を満足

する。 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文（反映事項なし） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

「安全機能を有する施設は，再処

理施設内が化学薬品の漏えいの

影響を受ける場合においても，そ

の安全機能を確保するために，化

学薬品の漏えいに対して安全機

能を損なわない方針とする。」と

記載している。 

従って，安全機能を有する施設

の安全機能の確保に必要な左記

要員を有毒ガス防護対象者とす

ることが読み取れることから，反

映事項はない。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可添付書類六 1.7.16.2に

おいて，化学薬品の取扱いの基本

方針として，「化学薬品の漏えい

に備えた運転員の安全確保に係

る対応として」と記載があるが，

敷地内の作業員を防護対象者と

することが読み取れないため，今

回新たに「1.7.16.2 再処理施設

における化学薬品取扱いの基本

方針」に「化学薬品の漏えい及び

化学薬品の漏えいに伴い発生す2
3
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（13／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
14 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

る有毒ガスに備えた運転員，敷地

内の作業員等の安全確保に係る

対応として」と反映することで，

敷地内の作業員を有毒ガス防護

対象者とすることを明確化する

ことにより，左記に示す担保すべ

き事項を満足する。また，設計基

準事故及び重大事故等の対処に

必要な支持を行う要員について

は「1.7.16.1 化学薬品の漏えい

防護に関する設計方針」で記載す

ることで左記に示す担保すべき

事項を満足する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

補足説明資料において，既許可

における有毒ガス防護対象者を

適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないことから，反映事

項はない。 

 

2
3
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（14／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
15 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.3 化学薬品防護対象設備の

抽出及び設計上考慮すべき化学薬品

の設定のための方針 

1.7.16.3.1 化学薬品防護対象設備

を抽出するための方針 

化学薬品の漏えいによってその安

全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設を全ての安全機能

を有する構築物，系統及び機器とし，

その上で事業指定基準規則及びその

解釈並びに内部溢水ガイドで安全機

能の重要度，化学薬品の漏えいから防

護すべき安全機能等が定められてい

ることを踏まえ，全ての安全機能を有

する構築物，系統及び機器の中から安

全評価上機能を期待するものとして，

安全上重要な機能を有する構築物，系

統及び機器を化学薬品防護対象設備

として抽出する。 

 

具体的には，公衆又は従事者に放射

線障害を及ぼすおそれがあるもの及

び設計基準事故時に公衆又は従事者

に及ぼすおそれがある放射線障害を

防止するため，放射性物質又は放射線

が再処理施設外へ放出されることを

抑制し，又は防止するために必要な設

備（燃料貯蔵プール・ピット等の冷却

及び給水の機能を適切に維持するた

めに必要な設備を含む。）がこれに該

当し，これらの設備には，事故等の拡

大防止及び影響緩和のために必要な

設備が含まれる。 

 

なお，以下の設備は「1.7.16.3.2 

設計上考慮すべき化学薬品の設定の

ための方針」で設定する化学薬品の漏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文（反映事項あり：記載の

明確化） 

四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)において，

漏えいする化学薬品及び再処理

施設の安全機能を限定する記載

とはしておらず，化学薬品を網羅

的かつ体系的に抽出することは

読み取れるが，有毒ガス防護対象

者への影響を考慮すべき有毒ガ

スを含むことは読み取れないこ

とから，今回新たに「安全機能を

有する施設は，再処理施設内が化

学薬品の漏えいの影響（漏えいに

伴い発生する有毒ガスを含む。）

を受ける場合においても，その安

全機能を確保するために，化学薬

品の漏えいに対して安全機能を

損なわない方針とする。」と反映

することで，上記事項を明確化す

ることにより，左記に示す担保す

べき事項を満足する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

添付書類六 1.7.16.2において，

化学薬品の取扱いの基本方針と

して，再処理施設で取り扱う化学

薬品を列挙している。また，添付

書類六 1.7.16.3.2において，「設

計図書（施工図面等）及び必要に

応じ現場確認等により再処理事

業所内に存在する全ての化学薬

品及び化学薬品防護対象設備の

構成部材を網羅的に抽出し，その

中から構成部材の腐食試験等を

踏まえ，短時間で安全機能を損な

うおそれのある化学薬品を設定2
3
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（15／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
16 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えいの影響を受けても，必要とされる

安全機能を損なわないことから，化学

薬品の漏えいによる影響評価の対象

として抽出しない。 

(１) 化学薬品の影響を受けない

構成部材で構成する以下の構築物，系

統及び機器 

a.ステンレス鋼でライニングされ

た燃料貯蔵プール，コンクリートのセ

ル，躯体等の構築物 

b.化学薬品の影響を受けない部材

で構成された，容器，熱交換器，配管，

手動弁等の静的設備 

(２) 動的機能が喪失しても安全

機能に影響しない機器（フェイルセイ

フ機能を持つ設備を含む。）  

 

上記に含まれない安全機能を有す

る施設は，化学薬品の漏えいによる損

傷を考慮して，代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障のな

い期間での修理の対応を行うこと又

はそれらを適切に組み合わせること

により，その安全機能を損なわない設

計とする。 

 

1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化学

薬品の設定のための方針 

化学薬品の漏えいに対する設計方

針の検討に当たって，再処理事業所内

における化学薬品を内包する機器等

の設置状況を踏まえて，構成部材の腐

食等により化学薬品防護対象設備の

安全機能を損なうおそれのある化学

薬品を設定する。この際，設計図書（施

工図面等）及び必要に応じ現場確認等

により再処理事業所内に存在する全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。」 と記載しており，設備へ

の腐食性を考慮して化学薬品を

網羅的に抽出したことは読み取

れ る が ， 具 体 的 な 評 価 を

「1.7.16.3 化学薬品防護対象

設備の抽出及び設計上考慮すべ

き化学薬品の設定のための方針」

にて実施していることから，改め

て「化学薬品防護対象設備が化学

薬品の漏えいの影響を受ける場

合においても安全機能を損なわ

ないことを評価するために，化学

薬品防護対象設備の抽出及び設

計上考慮すべき化学薬品を設定

する。 

有毒ガスの発生の観点では，有

毒ガスの発生要因（揮発，分解，

接触，燃焼等）を踏まえ，急性毒

性又は中枢神経への影響を及ぼ

すおそれのある化学薬品（構成部

材と反応する場合を含む。）を抽

出する。」と記載することで，本項

で実施する評価には左記に示す

担保すべき事項を満足するもの

であることを示す。 

・補足説明資料（反映事項あり：補足

説明資料の追加） 

有毒ガスの発生源の観点で，急

性毒性又は中枢神経への影響を

及ぼすおそれのある再処理施設

内の化学薬品の漏えいを考慮す

る固定源・可動源は，第 9条補足

説明資料 5-9で整理する。 

 

 

 

 2
3
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（16／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
17 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

また，これらの設計に当たり，化学

薬品防護対象設備の安全機能を短時

間で損なうおそれのある化学薬品を

設定する。 

 

 

 

 

ての化学薬品及び化学薬品防護対象

設備の構成部材を網羅的に抽出し，そ

の中から構成部材の腐食試験等を踏

まえ，短時間で安全機能を損なうおそ

れのある化学薬品を設定する。なお，

ここで設定した以外の化学薬品につ

いては構成部材の腐食等の影響がな

いものとして設計上考慮すべき対象

から除外する。 

 

 

1.7.16.3.2.1 漏えいによる影響を

検討する化学薬品及び構成部材の抽

出 

「1.7.16.3.2 設計上考慮すべき化

学薬品の設定のための方針」で抽出し

た化学薬品及び化学薬品防護対象設

備の構成部材から，化学薬品防護対象

設備の安全機能に影響を及ぼす化学

薬品と構成部材の組合せを決定する

ため，文献調査等により，漏えいによ

る損傷の防止を検討する化学薬品及

び構成部材を抽出する。 

再処理事業所内で用いられる化学

薬品は，再処理プロセスにおいて使用

する化学薬品に加え，保守及び補修の

非定常作業，その他再処理設備の附属

施設で使用する化学薬品に大別され

る。 

保守及び補修の非定常作業並びに

その他再処理設備の附属施設で使用

する化学薬品については，取扱作業及

び範囲が限定されていること，作業安

全管理を実施すること等により化学

薬品の漏えいによる影響を及ぼすお

それがないため，漏えいによる損傷の

防止を検討する化学薬品としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-11 漏えいによる損

傷の防止を検討する化学薬品の選定

の詳細】 

１．漏えいによる損傷の防止を検討す

る化学薬品の選定の基本方針 

再処理施設においては多種多様な

化学薬品が用いられている。これらの

化学薬品に関し，事業指定基準規則第

12条 化学薬品の漏えいによる損傷の

防止の観点から，以下の方針に従い漏

えいによる損傷の防止を検討する化

学薬品の選定を実施した。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（17／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
18 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

再処理プロセスで使用する化学薬

品を第 1.7.16－１表に示す。 

 

再処理プロセスにおいて使用する

化学薬品は，性状に応じて以下のもの

に分類する。 

 

液体：a.酸性（硝酸，硝酸ヒドラジ

ン，ＨＡＮ，硝酸ガドリニ

ウム，硝酸を含む模擬廃

液） 

b.アルカリ性（水酸化ナトリ

ウム，炭酸ナトリウム，

亜硝酸ナトリウム） 

c.中性（硝酸ナトリウム） 

d.有機溶媒（ＴＢＰ，ｎ－ドデ

カン） 

気体：a.腐食性ガス（ＮＯｘガス） 

b.非腐食性ガス（水素ガス，窒

素ガス，酸素ガス） 

 

再処理プロセスにおいて使用する

化学薬品から，漏えいによる影響を検

討する化学薬品を抽出する。具体的に

は，再処理プロセスにおいて使用する

化学薬品の液性，腐食性等を分類す

る。それらの分類から，腐食性や反応

性を示さないことが明らかであるも

のを除外することにより，漏えいによ

る影響を検討する化学薬品を抽出す

る。ここで，化学薬品のうち，文献調

査により腐食性や反応性を示さない

ことが明らかであるものとして，固体

の化学薬品，中性水溶液，非水溶液の

うち燃料油及び非腐食性のガスとし

て窒素ガス等を検討の対象から除外

する。さらに，再処理施設において耐

 

 

 

【補足説明資料 4-11 漏えいによる損

傷の防止を検討する化学薬品の選定

の詳細】 

(1) 再処理施設において用いられる

化学薬品の抽出 

再処理施設の事業所内に存在する

全ての化学薬品を抽出する。 

① 事業所内の化学薬品の抽出 

② 抽出した化学薬品のうち，取扱量

の少ない化学薬品の除外 

 

(2) 化学薬品の分類 

(1)で抽出した化学薬品について，

影響評価を行う対象を分類する。 

① 化学薬品の物質の三態による分

類 

② 化学薬品の性質による分類 

③ 明らかに腐食及び劣化の影響を

与えない化学薬品の除外 

 

(3) 防護対象設備の選定及び構成部

材の抽出 

漏えいの影響を評価する防護対象

設備を選定し，それらを構成する構成

部材を抽出する。 

① 施設の安全機能を有する施設の

うち，安重施設の抽出 

② 安重施設において用いられる構

成部材の抽出 

 

(4) 構成部材の分類 

(3)で抽出した構成部材について，

影響評価を行う対象を分類する。 

① 構成部材の分類 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（18／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
19 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

食性を有する材料の選定要件となる

硝酸濃度が 0.2ｍｏｌ／Ｌ以上である

ことから，0.2ｍｏｌ／Ｌ未満の硝酸

を含む溶液は検討の対象から除外す

る。 

また，化学薬品防護対象設備の構成

部材について，主要な構成部材ごとに

材質を分類する。それらの分類から，

化学薬品の漏えいにより損傷を受け

ないことが明らかな構成部材を除外

し，影響を検討する構成部材を抽出す

る。ここで，構成部材のうち，化学薬

品の漏えいにより損傷を受けないこ

とが明らかであるものとして，ステン

レスやジルコニウム等の耐食性を有

する金属材料，再処理プロセスで使用

する化学薬品に対して，十分な厚さが

あることや塗装が施されていること

により短時間で損傷しないコンクリ

ート，再処理プロセスでは使用しない

特定の化学薬品（フッ化水素等）のみ

に対して顕著な反応を示すガラスを

検討の対象から除外する。 

 

1.7.16.3.2.2 検討対象とする化学

薬品と構成部材の組合せを踏まえた

設計上考慮すべき化学薬品の設定 

検討対象とする化学薬品と構成部

材を組み合わせることで生じる腐食

等により，化学薬品防護対象設備の安

全機能に短時間で影響を及ぼすおそ

れのある化学薬品を設計上考慮すべ

き対象として設定する。 

なお，ここでいう短時間とは，事故

等の対処期間として見込んでおり，漏

えいした化学薬品の回収等の実施期

間として見込むことのできる７日間

② 明らかに化学薬品の漏えいによ

る影響を受けない構成部材の除

外 

 

(5) 組合せによる影響の有無の検討 

(2)で抽出・分類した化学薬品と(4)

で抽出・分類した構成部材の組合せか

ら漏えいによる損傷の防止を検討す

る化学薬品を選定する。 

① 化学薬品と構成部材の組合せの

選定 

② 選定した化学薬品に対する構成

部材への影響評価 

 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（19／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
20 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

とする。 

具体的には，化学薬品防護対象設備

で使用する主な構成部材のうち，検討

の対象として選定された炭素鋼，アル

ミニウム及びプラスチックについて，

検討対象として設定した化学薬品ご

とに腐食試験（浸漬及び曝露試験を含

む。）又は文献調査を実施する。ここ

で，検討の対象とする化学薬品として

は，酸性水溶液として腐食に対する影

響の主要因となる硝酸，アルカリ性水

溶液として強アルカリであって，文献

によりアルミニウムに影響を及ぼす

ことが明らかな水酸化ナトリウム，有

機溶媒としてプラスチックに影響を

与えるおそれがあるＴＢＰ及びｎ－

ドデカン，並びに腐食性ガスとしてＮ

Ｏｘガスを設定する。また，ＮＯｘガ

スについては，腐食試験より配管，容

器等の機器の安全機能に直ちに影響

を与えるものではないことが確認さ

れているが，電子部品の集積回路等の

機械的強度を必要としない材料厚み

の精密機器についても曝露試験によ

り影響を確認する。 

 

これらの検討の結果から，設計上考

慮すべき化学薬品として，0.2ｍｏｌ

／Ｌ以上の硝酸を含む溶液，水酸化ナ

トリウム，ＴＢＰ及びｎ－ドデカン並

びにＮＯｘガスを設定する。  

設計上考慮すべき化学薬品と化学薬

品防護対象設備の主要な構成部材の

組合せを第 1.7.16－２表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-11 漏えいによる損

傷の防止を検討する化学薬品の選定

の詳細】 

８．検討する化学薬品のまとめ 

７項にて整理した影響を評価する

化学薬品と構成部材の組合せによる

評価結果を第８表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

結果として，以下の化学薬品と構成

部材の組合せを第 12 条 化学薬品の

漏えいによる損傷の防止において損

傷の防止を検討する化学薬品として

設定する。 

・炭素鋼及びアルミニウムと硝酸溶

液 

・アルミニウムとアルカリ性水溶液 

・プラスチックとＴＢＰ，ｎ－ドデ

カン 

・電子部品とＮＯｘガス 

なお，本表にて明示しない化学薬品

については，化学薬品の分類の経緯で

いずれも検討対象から除外しており，

損傷の防止を検討する化学薬品とし

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では，「第 12 条 化学薬品の

漏えいによる損傷の防止」における，

設計上考慮すべき化学薬品としては，

以下の化学薬品の発生源を記載して

いる。 

 0.2ｍｏｌ／Ｌ以上の硝酸を含

む溶液 

 水酸化ナトリウム 

 ＴＢＰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（20／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
21 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

て設定しない。 

 

 ｎ－ドデカン 

 ＮＯｘガス 

 

2
3
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（21／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
22 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

化学薬品の漏えい評価では，化学薬

品の漏えい源として発生要因別に分

類した以下の化学薬品の漏えいを主

として想定する。また，化学薬品の漏

えい評価に当たっては，化学薬品防護

対象設備を設置する区画（以下「化学

薬品防護区画」という。）を設定し，化

学薬品の漏えい評価がより厳しい結

果を与えるように化学薬品の漏えい

経路を設定する。 

１） 化学薬品の漏えいの影響を評

価するために想定する機器の破損等

により生じる化学薬品の漏えい 

 

 

２） 再処理施設内で生じる異常状

態の拡大防止のために設置される系

統からの消火剤の放出による化学薬

品の漏えい 

 

３） 地震に起因する機器の破損等

により生じる化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏

えい事象 

化学薬品の漏えい源及び化学薬品

の漏えい量としては，発生要因別に分

類した以下の化学薬品の漏えいを想

定して評価することとし，評価の条件

については内部溢水ガイドを参考と

する。 

 

 

 

 

(１) 化学薬品の漏えいの影響を

評価するために想定する機器の破損

等により生じる化学薬品の漏えい（以

下「想定破損による化学薬品の漏え

い」という。） 

(２) 再処理施設内で生じる異常

状態の拡大防止のために設置される

系統からの消火剤の放出による化学

薬品の漏えい（以下「消火剤の放出に

よる化学薬品の漏えい」という。） 

(３) 地震に起因する機器の破損

等により生じる化学薬品の漏えい（以

下「地震起因による化学薬品の漏え

い」という。） 

(４) その他の要因（地震以外の自

然現象，誤操作等）により生じる化学

薬品の漏えい（以下「その他の化学薬

品の漏えい」という。） 

 

化学薬品の漏えい源となり得る機

器は，化学薬品を内包する配管及び容

器（塔，槽類を含む。以下同じ。）とし，

設計図書（施工図面等）及び必要に応

じ現場確認等により抽出を行ったう

え，耐震評価及び応力評価を踏まえ選

（有毒ガス防護に関連する記載なし）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

漏えい源として，発生要因別に分類

した以下の化学薬品の漏えいを想定

して評価する。 

 想定破損による化学薬品の漏え

い 

 消火剤の放出による化学薬品の

漏えい 

 地震起因による化学薬品の漏え

い 

 その他の化学薬品の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（22／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
23 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定する。なお，液体状の化学薬品につ

いては，「1.7.15.3 考慮すべき溢水事

象」で溢水源として想定する。 

(１)又は(３)の評価において，応力

又は地震により破損を想定する機器

をそれぞれの評価での化学薬品の漏

えい源として想定する。 

(１)又は(２)の化学薬品の漏えい

源の想定に当たっては，一系統におけ

る単一の機器の破損，又は単一箇所で

の異常状態の発生とし，他の系統及び

機器は健全なものと仮定する。また，

一系統にて多重性又は多様性を有す

る機器がある場合においても，そのう

ち単一の機器が破損すると仮定する。 

 

 

2
4
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（23／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
24 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.5 化学薬品の漏えい源及び

化学薬品の漏えい量の想定 

1.7.16.5.1 想定破損による化学薬

品の漏えい 

想定破損における化学薬品の漏え

い源及び化学薬品の漏えい量の想定

の考え方は，「1.7.15.4.1 想定破損

による溢水」と同様である。 

 

1.7.16.5.2 消火剤の放出による化

学薬品の漏えい 

消火設備については，設備の破壊，

誤作動又は誤操作により消火剤が放

出されても，化学薬品防護対象設備に

影響を与えない設計とすることを

「1.5.1.3.4 消火設備の破損，誤動

作又は誤操作による安全機能への影

響」に示している。 

 

1.7.16.5.3 地震起因による化学薬

品の漏えい 

地震における化学薬品の漏えい源

及び化学薬品の漏えい量の想定の考

え方は，「1.7.15.4.3 地震起因によ

る溢水」と同様である。 

ただし，地震起因による燃料貯蔵プ

ール・ピット等のスロッシングについ

ては，プール中の流体が設計上考慮す

べき化学薬品に該当しないことから，

化学薬品の漏えい源としては想定し

ない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（24／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
25 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.5.4 その他の化学薬品の漏

えい 

その他の化学薬品の漏えいについ

ては，地震以外の自然現象やその波及

的影響に伴う化学薬品の漏えい，化学

薬品防護対象設備を設置する区画（以

下「化学薬品防護区画」という。）内に

て発生が想定されるその他の漏えい

事象を想定する。 

具体的には，飛来物等による，屋外

タンク及び化学薬品の運搬及び補給

のために一時的に再処理事業所に立

ち入るタンクローリ等の破壊のよう

な間接的な影響，機器ドレン，機器損

傷（配管以外），人的過誤及び誤作動に

よる漏えいを想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 5-3 その他の漏えい

事象に対する確認について】 

１. その他の漏えい事象の整理 

化学薬品防護建屋内にて発生が想

定される，化学薬品の漏えいにおける

その他の漏えい事象について第１表

に整理する。 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

(4)非定常作業 

事業所内にて運搬及び貯蔵又は使

用される化学薬品としては，試薬建屋

の機器に内包される化学薬品，各建屋

の機器に内包される化学薬品並びに

試薬建屋への受入れの際に運搬され

る化学薬品がある。事業所内において

化学薬品を貯蔵する施設については

化学薬品が漏えいし難い設計とする

ため，人為事象として試薬建屋への受

入れの際に運搬される化学薬品の漏

えいを想定する。 

（略） 

試薬建屋への化学薬品の受入れ作

業は，試薬建屋内にある接続口にホー

スを接続し，作業員が常時立会いで実

施するため，化学薬品が漏えいしたと

してもすぐに対応することが可能で

ある。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 作業員の常時立会（敷地内の可動

源からの漏えいに対する検知手

段） 

 タンクローリによる受入れ

時の化学物質の漏えいにつ

いては，作業員が常時立会す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

 化学薬品の漏えいを検知するた

めの手段を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

本文：四、A.ロ.(7)(ⅰ)(d)にお

いて，「安全機能を有する施設は，

再処理施設内が化学薬品の漏え

いの影響を受ける場合において2
4
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（25／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
26 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.5.5 洞道内で発生する化

学薬品の漏えい 

洞道内で発生する化学薬品の漏え

いについては，地震起因による化学薬

品の漏えい及び想定破損による化学

薬品の漏えいの発生を想定する。 

ることにより，漏えいに対し

即座に対応可能である。 

 漏えい検知器（想定破損による漏

えいに対する検知手段） 

 想定破損に対しては，補強工

事等の実施により発生応力

を低減し，化学薬品の漏えい

源としない措置を講じるた

め，漏えい検知器の設置は必

要に応じ実施する。 

（27/46ページ参照） 

 地震の早期検知（地震起因による

漏えいに対する検知手段） 

（29/46ページ参照） 

 現場等を確認する手順 

（39/46ページ参照） 

 

も，その安全機能を確保するため

に，化学薬品の漏えいに対して安

全機能を損なわない方針とす

る。」と記載している。 

従って，化学薬品の漏えいを検

知するための手段を確保するこ

とが包絡されていることから，反

映事項はない。 

添付書類六 1.7.16.7.1(2)① 

(d)において，「地震起因による化

学薬品の漏えいに対しては，建屋

内又は建屋間（建屋外の洞道含

む。）に設置する緊急遮断弁によ

り，地震の発生を早期に検知し，

自動又は中央制御室からの手動

遠隔操作により他建屋から流入

する系統を早期に隔離できる設

計とする」と記載している。 

従って，化学薬品の漏えいを検

知するための手段を確保するこ

とが明確であることから，反映事

項はない。 

補足説明資料において，既許可

において有毒ガスの検知手段（化

学薬品の漏えいを検知するため

の手段）を適切に反映しており，

補足説明すべき事項はないこと

から，反映事項はない。 

2
4
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（26／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
27 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学薬品の漏えい評価に当たって

は，化学薬品防護対象設備の機能喪失

高さ（化学薬品の漏えいの影響を受け

て，化学薬品防護対象設備の安全機能

を損なうおそれがある高さ）及び化学

薬品防護区画を構成する壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，評価の

条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.6 化学薬品防護区画及び化

学薬品の漏えい経路を設定するため

の方針 

(１) 化学薬品防護区画の設定 

化学薬品の漏えい防護に対する評

価対象区画を化学薬品防護区画とし

て，以下のとおり設定する。 

 

ａ．化学薬品防護対象設備が設置さ

れている全ての区画 

ｂ．中央制御室，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室 

ｃ．アクセス通路部 

 

化学薬品防護区画は，壁，扉，堰，

床段差等又はそれらの組合せによっ

て他の区画と分離される区画として

設定し，化学薬品防護区画を構成する

壁，扉，堰，床段差等については，現

場の設備等の設置状況を踏まえ，漏え

いした化学薬品の伝播に対する評価

の条件を設定する。 

 

(２) 化学薬品の漏えい経路の設定 

化学薬品の漏えい経路の設定の考

え方は，「1.7.15.5 溢水防護区画及

び溢水経路を設定するための方針」の

「(2) 溢水経路の設定」と同様であ

る。その上で，漏えい経路上の防水扉，

堰等の流入防止機能に期待する場合

は，漏えいした化学薬品の影響を考慮

しても，当該機能を維持できるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

 運転員（中央制御室の運転員，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の運転員，アクセス

通路部を通行する運転員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

（12/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

（12/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（27／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
28 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.16.7 化学薬品防護対象設備を

防護するための設計方針 

想定破損による化学薬品の漏えい，

地震起因による化学薬品の漏えい及

びその他の化学薬品の漏えいに対し

て，内部溢水ガイドに示されている没

水，被水及び蒸気影響に係る影響評価

手法並びに硝酸，有機溶媒等の腐食作

用等を有する流体を取り扱う再処理

施設の特徴を踏まえ，化学薬品防護対

象設備が漏えいした液体状の化学薬

品による没水（以下「没液」という。）

及び被液並びに腐食性ガスの放出の

影響を受けて安全機能を損なわない

設計とする。 

また，化学薬品の漏えいが発生した

場合のアクセス通路部の滞留液位に

ついては，「1.7.15.6 溢水防護対象

設備を防護するための設計方針」と同

様であるが，漏えいした化学薬品から

運転員を防護する観点から，適切な安

全装備を着装するものとする。 

 

1.7.16.7.1 没液の影響に対する設

計方針 

(１) 没液の影響に対する評価方

針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の

漏えい事象」にて想定した化学薬品の

漏えい源から発生する化学薬品の漏

えい量と「1.7.16.6 化学薬品防護区

画及び化学薬品の漏えい経路を設定

するための方針」にて設定した化学薬

品防護区画及び化学薬品の漏えい経

路から算出した化学薬品の漏えい液

位に対し，化学薬品防護対象設備が安

全機能を損なうおそれがないことを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 3-1 作業員の安全確

保に係る対応について】 

４．作業リスクに応じた保護具の装着 

作業員は，作業安全管理要領や放射

線管理計画書に従い，管理区域内での

作業に当たって，作業環境並びに取り

扱う化学物質の物性・危険性・有害性

に応じて，適切な保護具を着装するこ

とにより，放射性物質・化学薬品の万

一の漏えいに備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では，適切な保護具を着装す

ることにより，放射性物質・化学薬品

の万一の漏えいに備えることとして

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

（8/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

（8/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（28／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
29 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価する。 

具 体 的 な 評 価 の 考 え 方 は ，

「1.7.15.6.1 没水の影響に対する

設計方針」と同様である。 

ただし，化学薬品防護対象設備の機

能喪失高さは，「1.7.16.3.2 設計上

考慮すべき化学薬品の設定のための

方針」で設定した化学薬品と化学薬品

防護対象設備の構成部材の組合せを

考慮し，化学薬品防護対象設備の耐薬

品性を有していない構成部材の下端

とする。 

 

(２) 没液の影響に対する防護設

計方針 

没液の影響評価を踏まえ，以下に示

す対策を行うことにより，化学薬品防

護対象設備が没液により安全機能を

損なわない設計とする。 

 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品

の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 化学薬品防護区画外の化学

薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防

水扉（又は水密扉），堰及び床ドレン逆

止弁による流入防止対策を図り漏え

いした化学薬品の流入を防止する設

計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防

水扉（又は水密扉），堰，床ドレン逆止

弁は，漏えいした化学薬品により発生

する液位，水圧及び腐食又は劣化に起

因する化学的損傷の影響に対して流

入防止機能が維持できるとともに，基

準地震動による地震力等の化学薬品

の漏えいの要因となる事象に伴い生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

１．はじめに 

化学薬品防護対象設備が化学薬品

の漏えいの発生により，漏えいした化

学薬品に対する止水性がない扉の隙

間等を介して広範囲に化学薬品が伝

播し，安全機能を損なうおそれがあ

る。 

このような化学薬品の漏えい経路

に対して流入防止対策を実施するこ

とにより，化学薬品防護対象設備が設

置される区画への伝播を防ぐなど，化

学薬品の漏えいの影響を限定的にす

ることができ，安全機能を維持するこ

とが可能となる。 

化学薬品の漏えい経路への流入防
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（29／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
30 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じる荷重や環境に対して必要な当該

機能が可能な限り損なわれない設計

とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹

脂系の塗装材やシール材を堰や防水

扉等に塗布することにより流入防止

機能が維持できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｂ) 想定破損による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形

状を貫通クラックとできるか，又は破

損想定が不要とできるかを確認する。

その結果より必要に応じ，補強工事等

の実施により発生応力を低減し，化学

薬品の漏えい源から除外することに

より化学薬品の漏えい量を低減する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

止対策は，「第 11 条 溢水による損傷

の防止」における溢水経路への流入対

策と同様であるが，流入防止対策の化

学薬品による化学的な損傷を考慮す

る必要がある。このため，漏えいした

化学薬品に被液する箇所について，耐

薬品性を有する部材で構成するか，耐

薬品性を有するエポキシ樹脂系の塗

装（別紙１参照）又はコーキング（別

紙２参照）を施すことにより，化学薬

品防護設備に直接的に化学薬品が接

触しない場合には，流入防止機能が維

持できる設計とする。 

（略） 

 

【補足説明資料 4-6  応力評価に基づ

くサポート等改造対策の概要につい

て】 

応力評価に基づくサポート等改造

対策の概要については，「第 11 条 溢

水による損傷の防止」における「補足

説明資料 3-7 応力評価に基づくサポ

ート等改造対策の概要について」と同

じである。 

【11条溢水 補足説明資料 3-7  応力

評価に基づくサポート等改造対策の

概要について】 

1． サポート等改造対策の概要 

「流体を内包する配管の破損によ

る溢水の詳細評価手法について（ 溢

水評価ガイド附属書Ａ ）」の規定を満

たす配管については， 溢水影響評価

における破損は想定しないこととし

ている。評価の対象となる配管におけ

るサポート改造対策の考え方を示す。 

2． 想定破損を考慮しない配管及び高

エネルギー配管のうち破損形状を貫
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（30／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
31 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

又は，破損を想定する配管に機器収

納ボックスや二重管等を設置するこ

とにより，化学薬品が区画内に漏えい

することを防止する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通クラックとする配管にて考慮すべ

き応力緩和について 

想定破損を考慮しない配管及び高

エネルギー配管のうち破損形状を貫

通クラックとする配管の応力評価に

おいては， 溢水評価ガイドを参考に， 

一次応力と二次応力の算出を行う。評

価の結果， 熱応力が許容値を超える

場合は， 既設サポートの撤去等によ

り， 熱伸びによる拘束が緩和される

よう対策を実施する。具体的には， 二

次応力である熱応力を低減する対策

を行う。この場合の例としては， 第１ 

図に示すような， サポート位置の移

動， 曲がり部の挿入および熱伸び拘

束サポートをスナバに変更する等の

改造を行う。これらの組合せによるサ

ポート改造にて， 必要な応力緩和対

策が可能である。 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（３）化学薬品を保有する系統での対

策が困難な場合に行う追加対策（例） 

（略） 

＜二重管構造（例：イメージ）＞ 

再処理設備本体の精製施設のプル

トニウム精製設備，放射性廃棄物の廃

棄施設の液体廃棄物の海洋放出管理

系の海洋放出管の漏えい対策として

の使用実績があり，配管からの漏えい

が発生しても二重管内に漏えい液を

滞留させ，その漏えい有無をサイトグ

ラスにより確認し，漏えいが確認され

た場合は，二重管からの漏えい液を回

収するドレンを設置して回収できる
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（32／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
33 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えい検知器は，想定破損に伴う化学薬

品の漏えい源からの被液により当該

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｃ) 地震起因による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する設計とし，

化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより化学薬品の漏えい量を低減

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その装置の例を以下に示す。漏えい

検知器が流体の漏えいを検知すると，

中央制御室に液位高警報が発報する

ことによって，すみやかに運転員が漏

えいを検知するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-7  耐震Ｂ ， Ｃ ク

ラス機器の評価について】 

耐震Ｂ ， Ｃ クラス機器の評価に

ついては，「第 11 条 溢水による損傷

の防止」における「補足説明資料 3-8 

耐震Ｂ ，Ｃ クラス機器の評価につい

て」と同じである。 

【11条溢水 補足説明資料 3-8  耐震

Ｂ ， Ｃ クラス機器の評価について】 

１ ． 耐震Ｂ ,Ｃ クラス配管の耐震

性評価について 

耐震評価対象となる耐震Ｂ ,Ｃ ク

ラス配管の耐震性評価は、次葉から示

す「配管の耐震支持方針」及び「地震

応答解析の基本方針」に従い実施す

る。 

（略） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（33／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
34 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ｄ) 地震起因による化学薬品の

漏えいに対しては，建屋内又は建屋間

（建屋外の洞道含む。）に設置する緊

急遮断弁により，地震の発生を早期に

検知し，自動又は中央制御室からの手

動遠隔操作により他建屋から流入す

る系統を早期に隔離できる設計とす

ることにより，化学薬品防護区画で発

生する化学薬品の漏えい量を低減す

る設計とする。 

 

ｂ．化学薬品防護対象設備に対する

対策 

(ａ) 評価の各段階におけるより

厳しい結果を与える条件とあわせて

考慮した上で，化学薬品防護対象設備

の機能喪失高さに対して，化学薬品防

護対象設備の設置高さが，発生した化

学薬品による液位を十分に上回る設

計とする。 

(ｂ) 化学薬品防護対象設備周囲

に堰を設置し，化学薬品防護対象設備

が没液しない設計とする。設置する堰

については，漏えいした化学薬品によ

り発生する液位，水圧及び腐食又は劣

化に起因する化学的損傷の影響に対

して流入防止機能が維持できるとと

もに，基準地震動による地震力等の化

学薬品の漏えいの要因となる事象に

伴い生じる荷重や環境に対して必要

な当該機能が可能な限り損なわれな

い設計とする。 

(ｃ) 没液の影響に対して耐性を

有しない化学薬品防護対象設備につ

いては，耐薬品性を有する機器への取

替え（耐薬品性を有する部品の取替え

を含む。）を行うことにより，没液から

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

（24/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

（24/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

（24/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（34／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
35 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護する設計とする。 

(ｄ) 耐薬品性を有する塗装材や

シール材を化学薬品防護対象設備に

塗布することにより，没液から防護す

る設計とする。 

 

1.7.16.7.2 被液の影響に対する設

計方針 

(１) 被液の影響に対する評価方

針 

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の

漏えい事象」にて想定した化学薬品の

漏えい源からの直線軌道及び放物線

軌道の飛散による被液並びに天井面

の開口部若しくは貫通部からの被液

の影響を受ける範囲内にある化学薬

品防護対象設備が，被液により安全機

能を損なうおそれがないことを評価

する。 

具体的には，「1.7.16.3.2.2 検討

対象とする化学薬品と構成部材の組

合せを踏まえた設計上考慮すべき化

学薬品の設定」を考慮し，以下に示す

要求のいずれかを満足していれば，化

学薬品防護対象設備が安全機能を損

なうおそれはない。 

ａ．化学薬品防護対象設備があらゆ

る方向からの化学薬品の飛まつによ

っても有害な影響が生じないよう，以

下に示すいずれかの保護構造を有し

ていること。 

(ａ) 化学薬品防護対象設備，又

は，「1.7.15.6.2 被水の影響に対す

る設計方針」に示す水密処理対策につ

いて，化学薬品の漏えいにより機能が

損なわれないよう，耐薬品性塗料の塗

布等による被液防護措置がなされて
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（35／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
36 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いること。 

(ｂ) 機器の破損により漏えいし

た化学薬品による腐食又は劣化に起

因する化学的損傷に対して当該機能

が損なわれない設計とする薬品防護

板の設置により，被液防護措置がなさ

れていること。 

ｂ．多重性又は多様性を有している

化学薬品防護対象設備の各々が別区

画に設置され，同時に機能喪失しない

こと。その際，化学薬品の漏えいを起

因とする事故等に対処するために必

要な機器の単一故障を考慮すること。 

 

 

(２) 被液の影響に対する防護設

計方針 

被液による影響評価を踏まえ，以下

に示す対策を行うことにより，化学薬

品防護対象設備が被液により安全機

能を損なわない設計とする。 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品

の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 化学薬品防護区画外の化学

薬品の漏えいに対して，壁，扉，堰，

床段差等の設置状況を踏まえ，壁，防

水扉（又は水密扉），堰及び床ドレン逆

止弁による流入防止対策を図り漏え

いした化学薬品の流入を防止する設

計とする。 

流入防止対策として設置する壁，防

水扉（又は水密扉），堰及び床ドレン逆

止弁は，漏えいした化学薬品により発

生する液位，水圧及び腐食又は劣化に

起因する化学的損傷の影響に対して

流入防止機能が維持できるとともに，

基準地震動による地震力等の化学薬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（7/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（36／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
37 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品の漏えいの要因となる事象に伴い

生じる荷重や環境に対して必要な当

該機能が可能な限り損なわれない設

計とする。 

また，耐薬品性を有するエポキシ樹

脂系の塗装材やシール材を堰や防水

扉等に塗布することにより流入防止

機能が維持できるものとする。 

(ｂ) 想定破損による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形

状を貫通クラックとできるか，又は破

損想定が不要とできるかを確認する。

その結果より必要に応じ，補強工事等

の実施により発生応力を低減し，化学

薬品の漏えい源から除外することに

より被液の影響が発生しない設計と

する。又は，破損を想定する配管に機

器収納ボックスや二重管等を設置す

ることより，化学薬品が漏えいするこ

とを防止する設計とする。 

(ｃ) 地震起因による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する設計とし，

化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより被液の影響が発生しない設

計とする。 

 

ｂ．化学薬品防護対象設備に対する

対策 

(ａ) 化学薬品防護対象設備を覆

う薬品防護板の設置により，被液から

防護する設計とする。薬品防護板は，

主要部材に不燃性材料又は難燃性材

料を用い製作し，基準地震動による地

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-6  応力評価に基づ

くサポート等改造対策の概要につい

て】 

（25/46ページ参照） 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（26/39ページ参照） 

 

 

【補足説明資料 4-7  耐震Ｂ ， Ｃ ク

ラス機器の評価について】 

（28/39ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-8  被液防護対策

（例）】 

２．被液防護対策例 

（１）薬品防護板の設置 

漏えいした化学薬品の被液に対し

て耐性を有しない化学薬品防護対象

設備について，化学薬品の漏えい源と
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（38／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
39 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えた設計上考慮すべき化学薬品の設

定」にて検討した，化学薬品防護対象

設備のうち電子部品を有する設備が，

「1.7.16.4 考慮すべき化学薬品の漏

えい事象」にて想定した化学薬品の漏

えい源からの腐食性ガスの拡散によ

る影響を確認するために，漏えいが発

生した区画から，天井面の開口部，壁

の貫通部等を介して他区画へ伝播す

る条件とし，化学薬品防護対象設備の

うち電子部品を有する設備が腐食性

ガスの影響により安全機能を損なう

おそれのないことを評価する。具体的

には，以下に示す要求のいずれかを満

足していれば化学薬品防護対象設備

のうち電子部品を有する設備が安全

機能を損なうおそれはない。 

 

ａ．化学薬品防護対象設備のうち電

子部品を有する設備が，腐食性ガスの

拡散経路以外に設置されていること。 

b．多重性又は多様性を有している

化学薬品防護対象設備のうち電子部

品を有する設備の各々が別区画に設

置され，腐食性ガスにより同時に機能

喪失しないこと。その際，化学薬品の

漏えいを起因とする事故等に対処す

るために必要な機器の単一故障を考

慮すること。 

 

(２) 腐食性ガスの影響に対する

防護設計方針 

腐食性ガスによる影響評価を踏ま

え，以下に示す対策を行うことによ

り，化学薬品防護対象設備が腐食性ガ

スの影響により安全機能を損なわな

い設計とする。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（39／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
40 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．化学薬品漏えい源又は化学薬品

の漏えい経路に対する対策 

(ａ) 想定破損による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する配

管について応力評価を実施し，破損形

状を貫通クラックとできるか，又は破

損想定が不要とできるかを確認する。

その結果より必要に応じ，補強工事等

の実施により発生応力を低減し，化学

薬品の漏えい源から除外することに

より腐食性ガスによる影響が発生し

ない設計とする。又は，破損を想定す

る配管に機器収納ボックスや二重管

等を設置することにより，化学薬品が

漏えいすることを防止する設計とす

る。 

(ｂ) 地震起因による化学薬品の

漏えいに対しては，破損を想定する機

器について耐震対策工事を実施する

ことにより基準地震動による地震力

に対して耐震性を確保する設計とし，

化学薬品の漏えい源から除外するこ

とにより腐食性ガスによる影響が発

生しない設計とする。 

(ｃ) 化学薬品の漏えい経路にあ

る開口部に気密処理を実施すること

により，化学薬品防護対象設備の設置

区画への化学薬品の移行を防止し，腐

食性ガスの影響から防護する設計と

する。気密処理は，機器の破損により

生じる腐食性ガスに対して当該気密

機能が損なわれない設計とする。 

 

 

1.7.16.7.4 その他の化学薬品の漏

えいに対する設計方針 

 

 

【補足説明資料 4-6  応力評価に基づ

くサポート等改造対策の概要につい

て】 

（25/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（26/46ページ参照） 

 

 

【補足説明資料 4-7  耐震Ｂ ， Ｃ ク

ラス機器の評価について】 

（28/46ページ参照） 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（40／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
41 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

化学薬品の漏えい評価において，化

学薬品の漏えいの影響を軽減するた

めの壁，扉，堰等の化学薬品防護設備

については，化学薬品の影響を受けた

としてもその影響を軽減する機能が

損なわれない設計にするとともに，必

要により保守点検等の運用を適切に

実施することにより，化学薬品防護対

象設備が安全機能を損なわない設計

とする。 

 

機器の誤操作による漏えい，配管以

外の機器損傷（配管フランジや弁グラ

ンドからのにじみを含む。）による漏

えいについては，基本的に漏えい量が

少ないと想定されるが，これらに対し

ても化学薬品防護対象設備の安全機

能が損なわれないよう，機器の開放部

又は損傷部（配管以外）からの漏えい

に対しては，当該機器の開放部又は損

傷部の周辺には化学薬品防護対象設

備を設置しない設計とし，必要に応じ

飛散防止カバーの設置等の流出防止

措置を講ずることにより，安全機能が

損なわれない設計とする。 

試薬建屋への受入れの際に運搬す

る化学物質の漏えいによる影響とし

ては，タンクローリによる屋外での運

搬又は受入れ時に化学物質の漏えい

が発生する場合を想定する。当該タン

クローリの破損等によって漏えいし

た化学薬品が化学薬品防護区画に流

入するおそれがある場合には，化学薬

品の影響を受けない壁，扉，堰等によ

り化学薬品防護区画を有する建屋及

び洞道内への流入を防止する設計と

する。 

 

1.7.16.7.5 洞道内の化学薬品防護

対象設備を防護するための設計方針 

洞道内にある配管，ケーブル等の化

学薬品防護対象設備が，洞道内で発生

する化学薬品の漏えいによる影響を

受けて，化学薬品防護対象設備の安全

機能を損なわない設計とする。 

具体的には，化学薬品を内包する機

器等が地震を要因とした漏えい源と

ならないように基準地震動による地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 5-3 その他の漏えい

事象に対する確認について】 

（10/46ページ参照） 

既許可では試薬建屋への受入れの

際に運搬する化学物質の漏えいとし

て以下の発生源を記載している。 

 タンクローリによる屋外での

運搬又は受入れ時に化学物質

の漏えい 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（28/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-7  耐震Ｂ ， Ｃ ク

ラス機器の評価について】 

（32/46ページ参照） 

■発生源 

その他の化学薬品の漏えいとして

以下の発生源を記載している。 

 機器の誤操作による漏えい 

 配管以外の機器損傷（配管フラ

ンジや弁グランドからのにじ

みを含む。）による漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

試薬建屋への受入れの際に運搬す

る化学物質の漏えいとして以下の発

生源を記載している。 

 タンクローリによる屋外での

運搬又は受入れ時に化学物質

の漏えい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

（6/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2
5
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（41／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
42 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

震力に対して耐震性を確保する，若し

くは地震による破損を想定した上で，

漏えい量を低減するために緊急遮断

弁を設置する，化学薬品防護対象設備

に対して耐薬品性を有する塗装材や

シール材を塗布する，薬品防護板を設

置する，又はこれらの組合せにより安

全機能を損なわない設計とする。 

また，想定破損による化学薬品の漏

えいに対しては，地震起因による化学

薬品の漏えいに対する対策に加え，応

力評価又は応力評価結果より必要に

応じ，補強工事等の実施により発生応

力を低減し，化学薬品の漏えい源から

除外する対策を行う，若しくは二重管

等を設置し化学薬品が漏えいするこ

とを防止することにより，化学薬品防

護対象設備の安全機能を損なわない

設計とする。 

 

1.7.16.7.6 化学薬品防護区画を有

する建屋外からの流入防止に関する

設計方針 

化学薬品防護区画を有する化学薬

品防護建屋外で発生を想定する化学

薬品の漏えいが，化学薬品防護区画に

流入するおそれがある場合には，壁

（貫通部の止水処置を含む。），扉，堰

等により化学薬品防護区画を有する

化学薬品防護建屋内への流入を防止

する設計とし，化学薬品防護対象設備

が安全機能を損なわない設計とする。 

また，漏えいした化学薬品の化学薬

品防護区画への浸入経路としては，洞

道において漏えいした化学薬品に対

する配管等の貫通部の隙間及び建屋

間の接合部等が考えられるため，これ

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

【補足説明資料 4-8  被液防護対策

（例）】 

（36/46ページ参照） 

 

 

【補足説明資料 4-6  応力評価に基づ

くサポート等改造対策の概要につい

て】 

（29/46ページ参照） 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（30/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 4-5  壁，防水扉，堰

等による化学薬品への漏えい経路へ

の対策について】 

（28/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（42／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
43 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ら浸入経路に対しては，貫通部等の隙

間には耐薬品性を有する流入防止措

置を実施することにより，漏えいした

化学薬品が化学薬品防護区画内へ流

入することを防止する設計とし，化学

薬品防護対象設備が安全機能を損な

わない設計とする。 

 

1.7.16.7.7 化学薬品の漏えい影響

評価 

化学薬品の漏えいにより安全上重

要な施設の安全機能が損なわれない

設計とし，化学薬品の漏えい影響評価

に当たっては，事業指定基準規則の解

釈に基づき，事故等に対処するために

必要な機器の単一故障を考慮しても

異常事象を収束できる設計とする。 

 

1.7.16.7.8 手順等 

化学薬品の漏えい影響評価に関し

て，以下の内容を含む手順を定め，適

切な管理を行う。 

(１) 配管の想定破損評価におい

て，応力評価の結果により破損形状の

想定を行う場合は，評価結果に影響す

るような減肉がないことを継続的な

肉厚管理で確認する。 

(２) 配管の想定破損評価による

化学薬品の漏えいが発生する場合及

び基準地震動による地震力により，耐

震Ｂ，Ｃクラスの機器が破損し，化学

薬品の漏えいが発生する場合におい

ては，現場等を確認する手順を定め

る。 

(３) 化学薬品防護区画において，

各種対策設備の追加，資機材の持込み

等により評価の条件としている床面

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 3-1 作業員の安全確

保に係る対応について】 

（8/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 現場等を確認する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

（24/46ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス検知手段 

（24/46ページ参照） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（43／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
44 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

積に見直しがある場合は，あらかじめ

定めた手順により化学薬品の漏えい

影響評価への影響確認を行う。 

(４) 防水扉及び水密扉について

は，開放後の確実な閉止操作，閉止状

態の確認及び閉止されていない状態

が確認された場合の閉止操作の手順

等を定める。 

(５) 化学薬品の漏えい発生後の

回収等に関する手順を定める。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（44／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
11
-
4
-
45 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

リ．その他再処理設備の附属施設の構

造及び設備 

(４) その他の主要な事項

(ⅵ) 化学薬品防護設備 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内における化学薬品の漏えいが発

生した場合においても，安全機能を損

なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損（地震起因を

含む。）による化学薬品の漏えい，再処

理施設内で生じる異常状態の拡大防

止のために設置される系統からの消

火剤の放出による化学薬品の漏えい

が発生した場合においても，再処理施

設内における扉，堰，遮断弁等により

化学薬品防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとし

てもその影響を軽減する機能が損な

われない扉，堰，遮断弁等の溢水防護

設備については，化学薬品防護設備と

して兼用する。 

9.13 化学薬品防護設備 

安全機能を有する施設は，再処理施

設内における化学薬品の漏えいが発

生した場合においても，安全機能を損

なわない設計とする。 

そのために，再処理施設内に設置さ

れた機器及び配管の破損（地震起因を

含む。）による化学薬品の漏えい，再処

理施設内で生じる異常状態の拡大防

止のために設置される系統からの消

火剤の放出による化学薬品の漏えい

が発生した場合においても，再処理施

設内における扉，堰，遮断弁等により

化学薬品防護対象設備が安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，化学薬品の影響を受けたとし

てもその影響を軽減する機能が損な

われない扉，堰，遮断弁等の溢水防護

設備については，化学薬品防護設備と

して兼用する。 

■発生源

既許可では申請書本文及び添付書

類並びに整理資料補足説明資料に以

下の発生源を記載している。 

 硝酸，水酸化ナトリウム，TBP，

n-ドデカン，硝酸ヒドラジン，

HAN，硝酸ガドリニウム，硝酸ナ

トリウム，炭酸ナトリウム，亜

硝酸ナトリウム，硫酸，ヒドラ

ジン，りん酸ナトリウム，模擬

廃液 等 

 NOxガス，水素ガス，窒素ガス，

酸素ガス 等 

 副次的影響を考慮するもの

 漏えいにより生じる腐食性

ガスの発生について，既許

可の「補足説明資料 4-5 壁，

防水扉，堰等による化学薬

品への漏えい経路への対策

について」に記載している。 

なお，本文，添付書類及び整理資料

とも，化学薬品の漏えいに伴う有毒ガ

スの発生源は，第９条（その他外部衝

撃）で建屋外へ放出される有毒ガスの

発生源としても整理されるが，第 12

条で考慮する有毒ガスの発生源につ

いては，第９条（その他外部衝撃）で

合わせて整理していることが明確化

されていない。 

■有毒ガスの発生源

再処理施設内に存在する化学薬品

を網羅的かつ体系的に抽出した上で，

再処理施設の安全機能に影響を与え

る化学薬品（有毒ガス防護対象者への

影響を考慮すべき有毒ガスを含む）を

特定すること。 

■有毒ガスの発生源

・申請書本文（反映事項あり：記載の

明確化） 

四、A.リ.(4)(ⅵ)において，漏

えいする化学薬品及び再処理施

設の安全機能を限定する記載と

はしておらず，化学薬品を網羅的

かつ体系的に抽出することは読

み取れるが，有毒ガス防護対象者

への影響を考慮すべき有毒ガス

を含むことは読み取れないこと

から，今回新たに「安全機能を有

する施設は，再処理施設内におけ

る化学薬品の漏えいが発生した

場合（漏えいに伴い有毒ガスが発

生した場合を含む。）においても，

安全機能を損なわない設計とす

る。」と反映することで，上記事項

を明確化することにより，左記に

示す担保すべき事項を満足する。 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

設備への腐食性を考慮して化

学薬品を網羅的に抽出したこと

は読み取れるが，人体への悪影響

を考慮して抽出していることが

読み取れないことから，今回新た

に,「9.13 化学薬品防護設備」に

「安全機能を有する施設は，再処

理施設内における化学薬品の漏

えいが発生した場合（漏えいに伴

い有毒ガスが発生した場合を含2
6
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（45／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

 

補
11
-
4
-
46 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

具体的な有毒ガス防護対策は，個別

設備の条文で展開することから，有毒

ガス防護対策の成立性も当該条文に

おいて纏めるため，本条文では記載し

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

左記４．のとおり。 

む。）においても，安全機能を損な

わない設計とする。」と反映する

ことで，上記事項を明確化するこ

とにより，左記に示す担保すべき

事項を満足する。 

・補足説明資料（反映事項あり：補足

説明資料の追加） 

有毒ガスの発生源の観点で，急

性毒性又は中枢神経への影響を

及ぼすおそれのある再処理施設

内の化学薬品の漏えいを考慮す

る固定源・可動源は，第 9条補足

説明資料 5-9で整理する。 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文（反映事項あり） 

・添付書類（反映事項あり） 

・補足説明資料（反映事項あり） 

安全機能を有する施設の安全機能

を確保するために，運転員，敷地内の

作業員及び設計基準事故及び重大事

故等の対象に必要な指示を行う要員

を防護する必要があることから，上記

要員を有毒ガス防護対象者とし，有毒

ガス防護措置を記載する。これに伴

い，添付資料及び補足説明資料におい

て記載の反映を行う。 

また，有毒ガスの発生源について，

有毒ガス防護対象者への影響を考慮

すべき有毒ガスを考慮していること

が読み取れる記載となっていないこ

とから，申請書本文・添付資料・補足

説明資料において記載の反映を行う。 

なお，補足説明資料については，第

9条補足説明資料 5-9で整理する。 

既許可に反映済みの事項を含め，本

条文における有毒ガス防護対策を確2
6
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（第 12条）（46／46） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
11
-
4
-
47 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

認した結果として，「有毒ガス防護に

係る申請書項目の整理表」を，補足説

明資料 11-4として追加する。 
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